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〇広域連携事例集 

 

Ⅴ.資料編 

 広域連携事例集 

1.1 事例集の作成方法  

本事例集は、過年度に実施した水道事業体等へのアンケート調査結果等を基に広域連携実現済

み（令和 2 年 12 月時点）の事例（新規及び部分修正）を後述する広域連携の類型ごとに分類・整

理したものである。 

 
1.2 事例集の記載内容 

(1) 広域連携の類型 

本事例集における広域連携の類型及び事例数は次のとおりである。 

・事業統合・経営の一体化：30 事例 

・施設の共同化     ：26 事例 

・管理の一体化     ：36 事例 

 

(2) 事例集の記載内容 

本事例集の記載内容については、原則として次のとおりである。 

 ・基本情報（都道府県名、事業体名、広域連携の形態、実現年月、実現までに要した期間な

ど） 
 ・広域連携の概要 
 ・施設の統廃合及び再構築計画の概要（一部の事業統合・経営の一体化のみ記載） 
 ・広域連携による効果 
 ・その他特筆すべき事項（必要に応じて記載） 
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1.3 広域連携の類型別事例 

1.3.1 事業統合・経営の一体化 （30 事例） 

事例番号 水道事業体等名 実現年月 連携区分 類型区分 Ｐ． 
R 元年度 

報告書Ｐ.

統-１注 1) 津軽広域水道企業団西北事業部 平成 5年 11月 事業統合 水平統合 10 306 

統-２ 鹿屋市水道事業 平成 7 年４月 事業統合 水平統合 13 329 

統-３ 相馬地方広域水道企業団 平成 7 年４月 事業統合 水平統合 15 326 

統-４ 佐賀東部水道企業団 平成 8 年４月 経営の一体化 垂直統合 18 321 

統-５注 1) 双葉地方水道企業団 平成 12年４月 事業統合 垂直統合 23 318 

統-６ 芳賀中部上水道企業団 平成 15年４月 事業統合 垂直統合 27 309 

統-７ 東部地域広域水道企業団 平成 18年４月 事業統合 水平統合 36 303 

統-８ 中空知広域水道企業団 平成 18年４月 事業統合 垂直統合 39 298 

統-９注 1) 東京都水道局 
昭和 48年 11 月～

平成 22年４月 
事業統合 水平統合 44 

292 

統-10 淡路広域水道企業団 平成 22年４月 事業統合 垂直統合 50 290 

統-11 宗像地区事務組合 平成 22年４月 事業統合 垂直統合 52 284 

統-12 注 1) 滋賀県企業庁 平成 23年４月 事業統合 水平統合 58 281 

統-13 会津若松市 平成 23年４月 事業統合 水平統合 61 269 

統-14 茨城県南水道企業団 平成 24年４月 事業統合 水平統合 73 266 

統-15 八戸圏域水道企業団 平成 24年４月 事業統合 水平統合 76 263 

統-16 柏崎市 平成 24年 10 月 事業統合 水平統合 79 261 

統-17 北九州市 平成 24年 10 月 事業統合 水平統合 81 248 

統-18 八戸圏域水道企業団 平成 26年４月 事業統合 水平統合 94 245 

統-19 岩手中部水道企業団 平成 26年４月 事業統合 垂直統合 97 204 

統-20 小諸市 平成 27年４月 事業統合 水平統合 138 196 

統-21 注 1) 群馬東部水道企業団 平成 28年４月 事業統合 水平統合 146 189 

統-22 秩父広域市町村圏組合 平成 28年４月 事業統合 水平統合 153 172 

統-23 佐久水道企業団 
平成 29年３月 

(最新) 
事業統合 水平統合 170 168 

統-24 注 1) 大阪広域水道企業団 平成 29年４月 経営の一体化 垂直統合 174 155 

統-25 注 1) 香川県広域水道企業団 平成 30年４月 事業統合 垂直統合 187 134 

統-26 注 1) かずさ水道広域連合企業団 平成 31年４月 
経営の一体化 

事業統合 
垂直統合 208 

113 

統-27 注 1) 田川広域水道企業団 平成 31年４月 経営の一体化 垂直統合 230 106 

統-28 注 1) 大阪広域水道企業団 平成 31年４月 経営の一体化 垂直統合 237 90 

統-29 注 2) 群馬東部水道企業団 令和２年４月 事業統合 垂直統合 253  

統-30 注 2) 佐賀西部広域水道企業団 令和２年４月 事業統合 垂直統合 260  

※ 注 1）部分修正した事例、  注 2）新規事例 
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図１ 事業統合・経営の一体化の事例  
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1.3.2 施設の共同化 （26 事例） 

事例番号 水道事業体等名 実現年月 連携区分 類型区分 Ｐ． 
R 元年度 

報告書Ｐ 

施-１ 中札内村、更別村 昭和 47年３月 施設の共同化 
取水施設・

浄水場 
266 397 

施-２  広島県企業局、広島市 昭和 47年６月 施設の共同化 取水施設 267 395 

施-３  広島県企業局、呉市 昭和 49年７月 施設の共同化 
浄水場・ 

配水池 
269 392 

施-４  栃木県野木町、茨城県古河市 昭和 51年４月 施設の共同化 浄水場 272 390 

施-５  福岡市、糸島市 昭和 52年７月 施設の共同化 浄水場 274 388 

施-６  
千葉県水道局、北千葉広域水道

企業団 
昭和 56年４月 施設の共同化 配水池 276 386 

施-７  福岡市、福岡地区水道企業団 昭和 58年 11 月 施設の共同化 配水池 278 384 

施-８  唐津市、多久市 昭和 62年４月 施設の共同化 浄水場 280 382 

施-９  旭川市、鷹栖町 昭和 63年４月 施設の共同化 浄水場 282 380 

施-10 
茨城県企業局（県中央広域水

道）、ひたちなか市 
平成４年２月 施設の共同化 取水施設 284 378 

施-11 福岡市、福岡地区水道企業団 平成７年９月 施設の共同化 浄水場 286 376 

施-12 古賀市、新宮町 平成 17年４月 施設の共同化 配水池 288 373 

施-13 東京都・埼玉県 平成 17年９月 施設の共同化 連絡管 291 371 

施-14 東京都・川崎市 平成 19年２月 施設の共同化 連絡管 293 369 

施-15 福岡市、福岡地区水道企業団 平成 19年４月 施設の共同化 管路 295 367 

施-16 久留米市、大木町 平成 20年４月 施設の共同化 配水池 297 364 

施-17 熊本県荒尾市・福岡県大牟田市 平成 21年６月 施設の共同化 浄水場 300 359 

施-18 
岩手県洋野町、八戸圏域水道企

業団 
平成 22年３月 施設の共同化 

取 水 施 設

～配水池 
305 356 

施-19 
北九州市、古賀市、新宮町、宗像

地区事務組合 
平成 23年４月 施設の共同化 連絡管 308 351 

施-20 津山市、岡山県広域水道企業団 平成 23年４月 施設の共同化 浄水場 313 349 

施-21 
岐阜県(用供)、多治見市、可児

市 
平成 25年４月 施設の共同化 配水池 315 346 

施-22 青森県十和田市・秋田県小坂町 平成 28年３月 施設の共同化 
浄水場・ 

配水池 
318 337 

施-23 周南市・光市 平成 28年７月 施設の共同化 浄水場 327 335 

施-24 
広島県企業局（用供）、愛媛県今

治市 
平成 29年４月 施設の共同化 管路 329 333 

施-25 

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎

市、渋川市、安中市、富岡市、吉

岡町、群馬東部水道企業団 

昭和 58年６月～

平成 29年 11 月 
施設の共同化 連絡管 331 331 

施-26 注 2) 亀岡市、南丹市 令和元年６月 施設の共同化 管路 333  

※ 注 1）部分修正した事例、  注 2）新規事例 
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図２ 施設の共同化の事例 
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1.3.3 管理の一体化 （36 事例） 

事例番号 水道事業体等名 実現年月 連携区分 類型区分 Ｐ． 
R 元年度 

報告書Ｐ 

管-１ 

九十九里地域水道企業団、八匝

水道企業団、山武郡市広域水道

企業団、長生郡市広域市町村圏

組合 

昭和 52年７月 管理の一体化 水質検査 335 482 

管-２ 
旭市、東庄町、東総広域水道企業

団 
昭和 56年 10 月 管理の一体化 水質検査 336 481 

管-３ 
千葉県、印旛郡市広域市町村圏

組合 
昭和 57年 12 月 管理の一体化 維持管理 337 479 

管-４ 

福岡地区水道企業団、大野城市、

筑紫野市、太宰府市、春日那珂川

水道企業団、宇美町、志免町、須

恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、

新宮町、糸島市 

昭和 59年４月 管理の一体化 水質検査 339 477 

管-５ 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂

町、東御市、川上村、南牧村、南

相木村、北相木村、軽井沢町、御

代田町、立科町、浅麓水道企業

団、佐久水道企業団 

昭和 61年４月 管理の一体化 水質検査 341 475 

管-６ 

長野県上伊那広域水道用水企業

団、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、

箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川

村、宮田村 

平成４年 10月 管理の一体化 水質検査 343 

 

 

471 

管-７ 

大阪広域水道企業団、堺市、岸和

田市、豊中市、池田市、吹田市、

泉大津市、高槻市、貝塚市、守口

市、枚方市、茨木市、八尾市、泉

佐野市、富田林市、寝屋川市、河

内長野市、松原市、大東市、和泉

市、箕面市、柏原市、羽曳野市、

門真市、摂津市、高石市、藤井寺

市、東大阪市、泉南市、四條畷市、

交野市、大阪狭山市、阪南市、島

本町、豊能町、能勢町、忠岡町、

熊取町、田尻町、岬町、太子町、

河南町、千早赤阪村、泉北水道企

業団 

平成５年 12月 管理の一体化 水質検査 347 469 
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事例番号 水道事業体等名 実現年月 連携区分 類型区分 Ｐ． 
R 元年度 

報告書Ｐ 

管-８ 
君津広域水道企業団、木更津市、

君津市、富津市、袖ケ浦市 

平成６年１月 
管理の一体化 水質検査 349 468 

管-９ 周南市、下松市、光市 平成６年 10月 管理の一体化 水質検査 350 464 

管-10 

北千葉広域水道企業団、松戸市、

野田市、柏市、流山市、我孫子市、

習志野市、八千代市 

平成８年４月 管理の一体化 水質検査 354 463 

管-11 

（吾妻地域）中之条町、長野原

町、嬬恋村、草津町、高山村、東

吾妻町 

（利根沼田地域）沼田市、片品

村、川場村、昭和村 

平成 11年４月 管理の一体化 事務処理 355 461 

管-12 
坂戸、鶴ヶ島水道企業団、日高

市、毛呂山町、鳩山町、越生町 
平成 11年４月 管理の一体化 水質検査 357 458 

管-13 いわき市、双葉地方水道企業団 平成 12年４月 管理の一体化 水質検査 360 456 

管-14 

福島地方水道用水供給企業団、

福島市、伊達市、二本松市、国見

町、川俣町、桑折町 

平成 15年４月 管理の一体化 水質検査 362 453 

管-15 小林市、えびの市、高原町 平成 18年４月 管理の一体化 事務処理 365 450 

管-16 
長井市、南陽市、高畠町、川西町、

白鷹町、飯豊町 
平成 21年４月 管理の一体化 事務処理 368 447 

管-17 旭川市、東神楽町 平成 21年 12 月 管理の一体化 維持管理 371 444 

管-18 
松川町、高森町、喬木村、豊丘村、

大鹿村 
平成 22年 管理の一体化 水質検査 374 443 

管-19 
福岡県南広域水道企業団、久留

米市 
平成 22年７月 管理の一体化 水質検査 375 441 

管-20 室蘭市、登別市 平成 23年４月 管理の一体化 維持管理 377 439 

管-21 四万十町・中土佐町 平成 24年４月 管理の一体化 事務処理 379 436 

管-22 

福岡県南広域水道企業団，大川

市、筑後市、柳川市、大牟田市、

八女市、朝倉市、みやま市、大木

町、広川町、筑前町、三井水道企

業団 

平成 25年４月 管理の一体化 水質検査 382 434 

管-23 

大阪広域水道企業団、松原市、富

田林市、河内長野市、羽曳野市、

柏原市、藤井寺市、大阪狭山市、

河南町、太子町、千早赤阪村 

平成 25年４月 管理の一体化 水質検査 384 427 

 



 

8 
 

〇広域連携事例集 

 

事例番号 水道事業体等名 実現年月 連携区分 類型区分 Ｐ． 
R 元年度 

報告書Ｐ 

管-24 

久慈市、東北町、横浜町、野辺地

町、三戸町、五戸町、田子町、軽

米町、葛巻町、洋野町、新郷村、

六ヶ所村、普代村、九戸村、野田

村、青森県八戸圏域水道企業団 

平成 27年４月 管理の一体化 水質検査 391 423 

管-25 
石狩東部広域水道企業団、恵庭

市、由仁町、長幌上水道企業団 
平成 27年４月 管理の一体化 維持管理 395 421 

管-26 

神奈川県、横浜市、川崎市、横須

賀市、神奈川県内広域水道企業

団 

平成 27年４月 管理の一体化 水質検査 397 416 

管-27 北九州市、宗像地区事務組合 平成 28年４月 管理の一体化 事務処理 402 412 

管-28 かすみがうら市、阿見町 平成 27年４月 管理の一体化 事務処理 406 409 

管-29 長野県・天龍村 平成 29年４月 管理の一体化 事務処理 409 404 

管-30 

奈良市、大和高田市、大和郡山

市、天理市、橿原市、桜井市、御

所市、生駒市、香芝市、葛城市、

五條市、宇陀市、平群町、三郷町、

斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、

田原本町、高取町、上牧町、王寺

町、広陵町、河合町、吉野町、大

淀町、下市町、明日香村、奈良県

地域振興部、日本水道協会奈良

県支部 

平成 29年９月 管理の一体化 事務処理 414 400 

管-31 木古内町、知内町 平成 30年４月 管理の一体化 維持管理 418 398 

管-32 注 2) 
下田市、東伊豆町、河津町、南伊

豆町、松崎町 
平成 31年４月 管理の一体化 事務処理 420  

管-33 注 2) 大津市、彦根市、草津市、甲賀市 平成 31年４月 管理の一体化 事務処理 422  

管-34 注 2) 

大分市、別府市、杵築市、国東市、

佐伯市、中津市、豊後大野市、豊

後高田市 

令和元年９月 管理の一体化 事務処理 424  

管-35 注 2) 橿原市、大和高田市 令和元年 10月 管理の一体化 事務処理 426  

管-36 注 2) 舞鶴市、宮津市 令和２年４月 管理の一体化 事務処理 430  

※ 注 1）部分修正した事例、  注 2）新規事例 
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〇広域連携事例集 

 

 
図３ 管理の一体化の事例 

 
 
 
 
 
 
 
1.4 事例集 

次頁以降に広域連携事例を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-1】津軽広域水道企業団 西北事業部 

【統-1】［事業統合（水平統合）］ 

津軽広域水道企業団 西北事業部 

 
 基本情報 

(1）都道府県 青森県 

(2）事業体名 津軽広域水道企業団 西北事業部 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成５年 11 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成４年１月～平成５年 11 月（１年 10 ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １町５村１企業団 

津軽広域水道企業団、木造町、森田村、柏村、稲垣

村、車力村（平成 17 年２月つがる市）市浦村（平

成 17 年３月五所川原市の一部） 

(7）直近の認可 目標年度 令和５年度 

計画給水人口 37,400 人 

計画一日最大給水量 19,700m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 主要施設配置図 

（出典）「津軽広域水道企業団西北事業部水道事業ビジョン 平成 29 年度」 
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〇広域連携事例集 

〇【統-1】津軽広域水道企業団 西北事業部 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 社会環境の変遷とともに水源である河川の水質汚濁が進行し、地下水にも水量不足が生ず

るようになった。また、産業経済の発達により水の需要が年々増加傾向にあるため、新たな

水源開発に迫られていた。 

・ 旧６町村はこの問題の解消を図るため旧建設省が岩木川総合開発の一環として進めていた

津軽ダム建設計画に共同で利水参加することとした。国庫補助事業の採択要件を満たすため、

平成５年 11 月には津軽広域水道企業団に加入して西北事業部を組織し、平成６年４月から

本格的な事業に着手し、施設の整備を進めてきた。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

水源を津軽ダムに求めていたが、津軽圏域における水需要の見直しにより余剰水量が発生し

たため津軽ダムを撤退（H19.8.21 変更告示）し、浅瀬石川ダムを水源とする津軽広域水道企業

団津軽事業部から受水する計画に変更した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 西北事業部の沿革 

（出典）「津軽広域水道企業団西北事業部水道事業ビジョン 平成 29 年度」 

 
 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）安定水源の確保と未普及地域の解消（定性的効果） 
ｂ）事業統合による費用の削減（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【統-1】津軽広域水道企業団 西北事業部 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

津軽ダムから撤退し、浅瀬石川ダムから用水供給を受ける計画に変更したため、事業統合によ

る評価（実績）については、算定していない。 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-2】鹿屋市 

【統-2】［事業統合（水平統合）］ 

鹿屋市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 鹿児島県 

(2）事業体名 鹿屋市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成７年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

(6）広域連携前の事業体等 １市１企業団 

鹿屋市、笠之原水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和８年度 

計画給水人口 97,900 人 

計画一日最大給水量 40,300m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 鹿屋市給水区域と施設位置図 

（出典）鹿屋市水道事業ビジョン【経営戦略】 2019 年（平成 31年）３月 鹿屋市上下水道部 
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〇広域連携事例集 

〇【統-2】鹿屋市 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

一行政区に二つの上水道事業の存在という基本的な課題の解決と経営の合理化並びに住民

サービス向上と均一化を図る目的で事業統合。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

該当事項は特になし 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）合併により経営基盤が安定し、水の安定供給につながる。（定性的効果） 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）合併により経営基盤が安定し、水の安定供給につながる。（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-3】相馬地方広域水道企業団 

【統-3】［事業統合（水平統合）］ 

相馬地方広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 福島県 

(2）事業体名 相馬地方広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成７年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成４年８月～平成７年４月（２年８ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市２町 

相馬市、新地町、鹿島町（鹿島町は平成 18 年１月

に合併し、南相馬市鹿島区となった。） 

(7）直近の認可 目標年度 平成 22 年度 

計画給水人口 74,000 人 

計画一日最大給水量 41,200m3/日 

 

 
図１ 位置図 
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〇広域連携事例集 

〇【統-3】相馬地方広域水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 福島県飯館村に真野ダムが建設される計画（平成３年完成）に伴い、平成元年に相馬市、

新地町及び鹿島町（現・南相馬市鹿島区）に対し、福島県より真野ダム利用事業のうち水道

水の供給について、各市町間での水道企業団設立の打診があった。 

・ 各市町の水道事業部で協議の後、県より一部事務組合として認可を受けたため、平成４年

８月 17 日に「相馬地方広域水道企業団」が発足した。また、当該年度中にこれまで福島県事

業として行っていた水道用水供給事業も含めて厚生大臣より水道事業の認可も受けた。そし

て、平成６年度をもって各市町の水道事業が廃止となり、平成７年度より相馬地方広域水道

企業団としての業務を開始した。 

・ その後、平成８年より真野ダムの水を浄水する「大野台浄水場」から給水が開始された。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり実施。 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

事業統合から時間が経過しており、確認するのが困難であるため、不明。 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）水道施設全般の統廃合による経費削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 不明 

算定手法 単独経営の実績と事業統合した後の実績を算定し、その差

額を効果とする。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 約６百万円/年 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）事務所統合による委託料等の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 不明 

算定手法 単独経営の実績と事業統合した後の実績を算定し、その差

額を効果とする。 

効果算定 

対象費目 

その他 

評価結果 約 26 百万円/年 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-3】相馬地方広域水道企業団 

 
ｃ）財政融資資金補償金免除繰上償還実施(支払利息の減（借喚債））（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 不明 
算定手法 単独経営の実績と事業統合した後の実績を算定し、その差

額を効果とする。 
効果算定 
対象費目 

その他 

評価結果 約 14 百万円/年 
      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｄ）水道料金隔月検診隔月請求の開始(委託料の削減)（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 不明 
算定手法 単独経営の実績と事業統合した後の実績を算定し、その差

額を効果とする。 
効果算定 
対象費目 

その他 

評価結果 約７百万円/年 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｅ）工業用水包括業務委託(業務委託の収入増)（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 不明 
算定手法 単独経営の実績と事業統合した後の実績を算定し、その差

額を効果とする。 
効果算定 
対象費目 

その他 

評価結果 約 18 百万円/年 
      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-4】佐賀東部水道企業団 

【統-4】［経営の一体化（垂直統合）］ 

佐賀東部水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 佐賀県 

(2）事業体名 佐賀東部水道企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 

(4）広域連携実現年月 平成８年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 50 年４月～平成８年３月（21 年間） 

(6）広域連携前の事業体等 １市 10 町２村 

佐賀市、神埼町、三田川町、東脊振村、中原町、北

茂安町、三根町、上峰村、諸富町、川副町、東与賀

町、千代田町、基山町 

(7）直近の認可 事業区分 水道事業 水道用水供給事業 

目標年度 令和６年度 令和元年度 

計画給水人口 116,600 人 305,500 人 

計画一日最大給水量 48,500m3/日 85,400m3/日 

 

 
図１ 位置図 
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〇広域連携事例集 

〇【統-4】佐賀東部水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 水道用水供給事業と水道事業の二つの事業を同一事業体で行っている。 

【経緯】 

➢ 佐賀県の東部地域に位置する市町村は、従来地下水が豊富であったことから、飲料水は

そのほとんどを地下水に頼ってきたが、過剰揚水による地盤沈下や水量不足、水質の悪化

等の諸問題から新たな水源確保の必要性にせまられた。 

➢ 昭和 46 年７月「筑後川水系における水資源開発基本計画」に基づき開発された江川ダ

ム、寺内ダムにかかる佐賀県側配分水量 1.204 ㎥／秒（104,000 ㎥／日）が決定をみたこ

とにより受益を希望する市町村で協議を重ねた結果、広域水道計画を策定した佐賀東部水

道企業団が水道用水供給事業として開始することを決定する。 

➢ この為、１市 10 町２村（佐賀市・東与賀町・川副町・諸富町・千代田町・基山町・神埼

町・三田川町・東脊振村・中原町・北茂安町・三根町・上峰村）では、佐賀県配分水量の

うち 1.065 ㎥／秒（92,000 ㎥／日）をもって、用水供給事業を開始すべく昭和 50 年４月

佐賀東部水道企業団を設立し、昭和 51 年８月事業を開始した。 

➢ 12 市町村（基山町を除く）に供給する施設として、筑後大堰に隣接した筑後川右岸に計

画１日最大取水量 87,000 ㎥／日の北茂安浄水場を建設する。基山町は福岡導水路から原

水を受水し、計画１日最大取水量 5,000 ㎥／日を既存の浄水場を利用し、基山浄水場で浄

水後供給することとなる。 

➢ 用水供給事業は計画目標年次を昭和 60 年として事業を始める。 

➢ この為、１市 10 町２村（佐賀市・東与賀町・川副町・諸富町・千代田町・基山町・神埼

町・三田川町・東脊振村・中原町・北茂安町・三根町・上峰村）では、用水供給事業の完

成する昭和 60 年度以降、構成市町村の水道事業を統合することを目標に未普及地区を含

む管路整備事業を計画された。 

・ 懸案事項としては、受水する市町村の内部施設が様々で整備について具体化していないこ 

と、水道料金等に相違があること等、多くの課題があり、これらの問題は時間をかけて検討

していくこととされた。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 水道用水供給事業と水道事業の二つの事業を同一事業体で行っている。 
【水道用水供給事業】 

➢ 昭和 51 年８月１市 10 町２村にて水道用水供給事業を開始した。 

受水する市町村では、内部施設の整備を始める。 

➢ 昭和 60 年２月構成市町村のうち８町村（千代田町・神埼町・三田川町・東脊振村・中原

町・北茂安町・三根町・上峰村）へ用水の供給を開始し、同年４月基山町から企業団に管

理運営を移管し、基山町への用水供給を開始した。 

➢ その後、諸富町へは昭和 62 年 11 月、佐賀市へは平成４年４月暫定通水を開始した。平

成８年３月には工事が完了し、４月から構成市町村全体への用水供給を行った。 

➢ 用水の全面通水に伴い、平成８年３月末には諸富浄水場を、平成９年３月末には川副浄

水場を廃止した。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-4】佐賀東部水道企業団 

➢ 用水供給料金については、構成市町村間での弾力的な水運用を行う必要に迫られいたこ

とから、平成４年４月からこれまでの責任水量の考え方を改め、過去３か年間使用実績によ

り３年毎に水量を見直す協定水量制を施行した。 

【水道事業】 

➢ 昭和 56 年１月、水道事業の認可を得て構成市町村のうち７町村（神埼町・三田川町・東

脊振村・中原町・北茂安町・三根町・上峰村）の水道事業を統合（１次統合）した。 

➢ 次に、平成６年４月水道事業の変更認可を得て、構成市町村のうち５町（諸富町・川副

町・東与賀町・千代田町・基山町）の水道事業を新たに統合（２次統合）した。 

➢ 平成７年には、12町村（佐賀市を除く）の懸案事項であった「水道料金の統一」が実現

した。  

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）管内市町村に点在する地下水水源を廃止し、安定した水源の確保(共通)（定性的効果） 

ｂ）広域化による経費削減(用供)（定性的効果） 

ｃ）統合による経費削減(事業統合)（定性的効果） 

ｄ）技術水準の維持向上と効率的な施設の維持管理・運営ができる(共通)（定性的効果） 

ｅ）浄水場を２箇所に集約することにより、設備投資、維持管理費を抑制できる(用供)（定性的

効果） 

ｆ）広域化による、料金収入の安定化とサービス水準の向上化(事業統合)（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）管内市町村に点在する地下水水源を廃止し、安定した水源の確保(共通)（定性的効果） 

ｂ）広域化による経費削減(用供)（定性的効果） 

ｃ）統合による経費削減(事業統合)（定性的効果） 

ｄ）技術水準の維持向上と効率的な施設の維持管理・運営ができる(共通)（定性的効果） 

ｅ）浄水場を２箇所に集約することにより、設備投資、維持管理費を抑制できる(用供)（定性的

効果） 

ｆ）広域化による、料金収入の安定化とサービス水準の向上化(事業統合)（定性的効果） 

 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

佐賀東部水道

企業団 

水道事業の広域統合 栗山 光明

(佐賀東部水

道企業団) 

第 49 回全国水道

研究発表会講演集

pp.2-3 

pp.21-22 統-4 
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〇広域連携事例集 

〇【統-4】佐賀東部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-4】佐賀東部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-5】双葉地方水道企業団 

【統-5】［事業統合（垂直統合）］ 

双葉地方水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 福島県 

(2）事業体名 双葉地方水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 12 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成９年３月～平成 12 年４月（３年間） 

(6）広域連携前の事業体等 ５町１企業団 

広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、双葉地

方水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和８年度 

計画給水人口 23,960 人 

計画一日最大給水量 20,250m3/日 
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〇広域連携事例集 

〇【統-5】双葉地方水道企業団 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 給水区域及び施設位置図 

（出典）「双葉地方水道企業団水道事業経営戦略」（一部修正） 
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〇広域連携事例集 

〇【統-5】双葉地方水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 双葉地方は急速な都市化の進展と生活意識の変化や生活様式の向上、更には工業団地の増

設、企業誘致などにより水の需要は年々増加していたことから都市用水の確保が急務とされ、

取水可能量が限度に達している地下水のほかに新たな安定水源の確保が必要であった。 
・ そのため、水源を多目的ダムである木戸ダムに求め、水源の確保を図ることとした。 
・ また、平成９年３月には厚生労働省より水道事業の認可を受け、平成 12 年４月に５町の

水道事業を統合し、地方公営企業法の経営の基本原則に基づき、水道事業の合理的かつ能率

的な運営を行い、住民サービスの向上を図ることを目的として、双葉地方水道企業団の水道

事業がスタートした。 
【整備内容】 

➢ 双葉町エリアの長塚地区は、隣町より受水していた。又石熊浄水場の石熊水源について

は、夏場にかび臭が発生するため深刻であり早期解消のため木戸ダム完成に伴い石熊水源

を廃止し、すべて広域水による給水へ切替るため施設整備（送水施設・配水池の新設）を行

った。 
➢ 富岡町エリアは、ポンプ圧送による給水のため安定した給水を確保するため、すべての

施設を廃止し広域水による自然流下の給水へ切替るため施設整備（配水施設・配水池の新

設）を進める。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり。 
 

 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 双葉地域では、水需要の増加が見込まれることから水源の確保が求められていた。 しか

しながら新規水源は乏しく、既存水源の取水量は減少し、水質は悪化の傾向にあったこと

から、新規水源を求めて福島県が建設する木戸ダムに工業用水道事業と共同で参画した。

また各構成町における施設の合理的な配置・水資源の効率的な利用を推進するため、より

一層の広域化を図るべく平成 12 年 4 月に事業統合を行った。 
・ 水源確保による効率的な施設の統廃合として、老朽化した浄水場を廃止して既存浄水池の

みを活用して広域水（新規ダム水源）より配水できるよう安定的な水源への切替を図った。 
・ 平成 20 年 5 月より広域水の一部給水を開始している。 
・ 広野地区については、広域水の配水池を築造し配水することにより、既存配水施設（配水

池）1 箇所、送水施設（ポンプ場）を 1 箇所廃止する計画である。 
・ 楢葉地区については、広域水の配水池を築造し配水することにより、送水施設（ポンプ場）

2 箇所を廃止した。 
・ 富岡地区は広域水の配水池を 2 か所築造する事により、送水施設（ポンプ場）6 箇所を廃止

する計画である。 
・ 双葉地区においては、配水池を築造し広域水を配水することにより、既存の浄水池のみ活

用して石熊浄水場を廃止し、既存配水池を 1 基廃止した。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-5】双葉地方水道企業団 

3.2 計画の概要 

具体的な計画の概要を表１に示す。 
 

表１ 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

施設区分 計画の概要 

水源及び取水施設 統合前：10 箇所→統合後：4 箇所（△６箇所） 

浄水場 統合前：2箇所→統合後：2 箇所 

送水施設（ポンプ場） 統合前：16 箇所→統合後：7 箇所（△９箇所） 

配水池または配水場 統合前：11 箇所→統合後：14 箇所（３箇所） 

 
3.3  

具体的な計画の概要を表２に示す。 
 

表２ 施設の統廃合及び再構築計画の概要 
施設区分 計画の概要 

水源及び取水施設 統合前：10 箇所→統合後：9 箇所（△１箇所） 

浄水場 統合前：2箇所→統合後：2 箇所 

送水施設（ポンプ場） 統合前：16 箇所→統合後：16 箇所 

配水池または配水場 統合前：11 箇所→統合後：15 箇所（４箇所） 

 
 

 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）安定水源の確保と水資源等の経営資源の共有化（定性的効果） 
ｂ）事業統合による費用削減（老朽施設の廃止等）（定性的効果） 

 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安定水源の確保と水資源等の経営資源の共有化（定性的効果） 
ｂ）事業統合による費用削減（老朽施設の廃止等）（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

【統-6】［事業統合（垂直統合）］ 

芳賀中部上水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 栃木県 

(2）事業体名 芳賀中部上水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 15 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成６年５月～平成 15 年４月（８年９ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 ３町１企業団 

益子町、芳賀町、市貝町、芳賀中部上水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 平成 28 年度 

計画給水人口 54,490 人 

計画一日最大給水量 21,795 m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 主要施設位置図 

（出典）「芳賀中部上水道企業団ＨＰ」 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 給水区域における恒久的な安定給水や効率的な施設利用を実現させることを前提に、浄水

処理にコストを要する水源や老朽化の進む水源を廃止し、水源の一元化を行う。 

・ このため、水源水量が安定かつ豊富な企業団施設の有効利用を前提として、配水本管を拡

張するとともに、全体の施設整備計画を作成する。 

・ また、町境を越えた配水管網の整備により、増圧ポンプ施設の統廃合を行う。 

 

【主な計画の内容】 

➢ 企業団用水を給水区域で有効活用するために必要な施設の整備として、企業団施設（水

源、浄水場）、配水本管の整備を行う。 

➢ 益子町エリアについては、老朽化が進む西田井水源及び浄水場を廃止する。 

➢ 市貝町エリアについては、浄水費コスト削減のため赤羽水源及び浄水場を廃止する。 

➢ 企業団用水の安定運用に向け、町境を越えた配水管ループ化のための管路整備を推進す

る。 

➢ 各町で別々に行っていた水道料金の徴収を一元化し効率化を図る。 

➢ そのために各事業体の料金システムを統一する。 

➢ 各事業体で異なる水道料金については、事業統合から３年後に統一することにする。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 本計画については、基本的に当初計画の目的に基づき施設整備を実施した。 

・ ただし、老朽化施設の更新や漏水多発管路の更新などの対応により、当初計画のスケジュ

ールより遅れが生じ、以下の内容について計画変更を実施。 

➢ 配水本管拡張の遅れに伴い西田井水源及び浄水場の廃止延期 

➢ 予備としていた赤羽水源及び浄水場を廃止 

➢ 益子送水ポンプ場の新設延期 

➢ 赤羽浄水場廃止に伴い伊許山送水ポンプ場を新設 

 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 給水区域における恒久的な安定給水や効率的な施設利用を実現させることを前提に、浄水

処理にコストを要する水源や老朽化の進む水源を廃止し、水源の一元化を行う。 

・ このため、水源水量が安定かつ豊富な企業団施設の有効利用を前提として、配水本管を拡

張するとともに、全体の施設整備計画を作成する。 

・ また、町境を越えた配水管網の整備により、増圧ポンプ施設の統廃合を行う。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２参照） 

また、計画スケジュールは、図３の通りである。 

 
施設区分 計画の概要 

水源及び取水施設 統合前７箇所→統合後３箇所 （△４箇所） 

浄水場 統合前３箇所→統合後１箇所 （△２箇所） 

送水施設(ポンプ場) 統合前２箇所→統合後３箇所 （ １箇所） 

配水管 統合前 455km→統合後φ50～600、447knm (△８km) 

その他(増圧ポンプ施設) 統合前 14 箇所→統合後 12 箇所 （△２箇所） 

 
3.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定。人口推計はコーホート要因法、水

需要の推計は水需要量を用途別に分類し、各用途別有収水量の平成８年度から平成 13 年度

までの実績給水量のデータを基に、将来水量を予測し、計画一日平均給水量及び計画一日最

大給水量を算定。 
・ 施設整備計画の策定にあたっては、恒久的な安定給水や効率的な施設利用を早期に実現さ

せることを前提に、水源や増圧ポンプ場の統廃合による再構築計画を検討。 
・ 「広域水道事業基本構想」を策定し、企業団及び構成町において、広域統合及び単独で事

業経営を継続した場合を財政計画のシミュレーションにより比較検討し、経済効果を確認。

なお、整理にあたっては、一般会計からの補助金や出資金を合計した。 
 

 
 
 

 

 

 

  

水需要予測 ・人口推計 ：コーホート要因法  
・水需要予測：実績給水量のデータを基に将来水量を予測 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

・水源、増圧ポンプ場の統廃合による再構築計画を検討 施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  施設整備計画図（計画） 

（出典）「芳賀中部上水道企業団提供資料」 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

管路図の整備がされていない。 
 
3.5 計画変更の方針及び概要 

本計画については、基本的に当初計画の目的に基づき施設整備を実施した。ただし、老朽化

施設の更新や漏水多発管路の更新などの対応により、当初計画のスケジュールより遅れが生

じ、以下の内容について計画変更を実施。また、計画スケジュールは、図４の通りである。 

➢ 配水本管拡張の遅れに伴い西田井水源及び浄水場の廃止延期 

➢ 予備としていた赤羽水源及び浄水場を廃止 

➢ 益子送水ポンプ場の新設延期 

➢ 赤羽浄水場廃止に伴い伊許山送水ポンプ場を新設 

 
施設区分 当初計画内容 変更計画内容 

水源及び取水施設 
統合前７箇所→統合後３箇所 

（△４箇所） 

統合前７箇所→統合後４箇所 

（△３箇所） 

浄水場 
統合前３箇所→統合後１箇所 

（△２箇所） 

統合前３箇所→統合後２箇所 

（△１箇所） 

送水施設(ポンプ場) 
統合前２箇所→統合後３箇所 

（ １箇所） 

統合前２箇所→統合後３箇所 

（ １箇所） 

配水管 
統合前 455km→統合後φ50～

600、447knm (△８km) 

統合前 455km→統合後φ50～

600、537knm (△82km) 

その他(増圧ポンプ施設) 
統合前 14 箇所→統合後 12 箇所 

（△２箇所） 

統合前 14 箇所→統合後６箇所 

（△８箇所） 

 
3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

給水人口の減少に伴い給水収益も減少し、建設改良に必要な財源の確保が厳しい。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水源の一元化による安定水量の確保と効率的な施設運営（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 施設利用率 

評価期間 平成 14 年～平成 27 年 

 (単独：平成 14 年(決算)連携後：平成 27 年(構想)) 

評価手法 単独経営と広域連携後における施設利用率を算定し、その差分

を効果とする。 

評価結果 4.8% 

 
ｂ）事業統合による経費削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 12 年４月～平成 28 年３月（16 年） 

算定手法 企業団及び構成町において、事業統合後及び単独経営を継

続した場合における財政計画シミュレーションを実施し、

その差分を経営効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(受水費) 

評価結果 14.0％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）職員体制の強化により、事務の合理化と迅速性を追求し、専門性を活かしたサービスの提供

が可能（定性的効果） 
ｄ）災害・事故等の緊急時対応力強化（定性的効果） 
 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）水源の一元化による安定水量の確保と効率的な施設運営（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 施設利用率 

評価期間 平成 14 年～平成 27 年 

 (単独：平成 14 年(決算)連携後：平成 27 年(構想)) 

評価手法 単独経営と広域連携後における施設利用率を算定し、その差分

を効果とする。 

評価結果 4.8% 
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〇広域連携事例集 

〇【統-6】芳賀中部上水道企業団 

ｂ）事業統合による経費削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 27 年(連携)、平成 14 年(単独)（１年） 

算定手法 当初計画による構成町が単独経営を継続した場合の財政シ

ミュレーションと事業統合後の平成 27 年度の決算額を比較

し、その差分を経営効果として算出。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費、その他(受水費、減価償却

費、支払利息、企業債元金償還金) 

評価結果 37.8％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）職員体制の強化により、事務の合理化と迅速性を追求し、専門性を活かしたサービスの提供

が可能（定性的効果） 
ｄ）災害・事故等の緊急時対応力強化（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-7】東部地域広域水道企業団 

【統-7】［事業統合（水平統合）］ 

東部地域広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 山梨県 

(2）事業体名 東部地域広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 18 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 61 年４月～平成 18 年４月（21 年間） 

(6）広域連携前の事業体等 ２市 

大月市、上野原市 

(7）直近の認可 目標年度 令和元年度 

計画給水人口 45,890 人 

計画一日最大給水量 29,620m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 給水区域と主要施設位置図 

（出典）「東部地域広域水道企業団水道ビジョン」 平成 25年３月 東部地域広域水道企業団 

 
 



 

37 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-7】東部地域広域水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大月市・上野原市は、「山梨県水道整備基本構想」に基づき、将来にわたって安全な水を安

定的に供給しうる水道事業を目指して、水道事業の広域化、統合整備及び未普及地域の解消

を促進し、効率的な施設整備及び維持管理水準の向上を図ることを目標として計画した。 

・ また、新規水源を山梨県が建設する深城ダムに求め、圏域内の長期的な水需要に対処し、

安全で安定した給水を確保するとともに、料金格差の是正、維持管理水準の向上、経営基盤

の強化及び未普及地域の解消等を図るために、末端給水型広域水道事業を創設することとし

た。  

 

昭和 55 年３月 山梨県水道整備基本構想 

昭和 61 年  東部地域広域的水道整備計画策定 

平成５年１月 企業団設立許可（山梨県） 

平成７年２月 東部地域広域水道企業団事業経営認可（厚生大臣） 

平成 18 年４月 大月市・上野原市水道事業統合 

平成 18 年６月 東部地域広域水道企業団第１回変更認可（山梨県） 

 
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおりに実施 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）簡易水道 27 事業の統合による料金格差・維持管理の均一化（定性的効果） 

ｂ）未普及地域の解消（定性的効果） 

ｃ）災害・事故等の緊急時における対応力の向上（定性的効果） 

水道事業専門職員の組織による迅速な対応を図る。 

ｄ）民間活用（営業窓口業務）（定性的効果） 

職員人事による移動がないため、ノウハウが蓄積されお客様サービスが向上させる。 

ｅ）民間活用（管路維持管理業務）（定性的効果） 

管路維持のためのノウハウ（漏水探査・管路位置測定）を持った民間企業による技術者が配置

され管路維持レベルが向上させる。 

ｆ）民間活用（給水装置管理業務）（定性的効果） 

給水装置の検査及び管理について、民間企業による均一な対応が行われており管理水準が向上

させる。 

ｇ）民間活用（水道施設運転管理業務）（定性的効果） 

専門業者による水道施設の運転管理が行われており、管理水準が向上させる。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-7】東部地域広域水道企業団 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）簡易水道 18 事業の統合による料金格差・維持管理の均一化（定性的効果） 

ｂ）未普及地域（300 件程度）の解消（定性的効果） 

ｃ）災害・事故等の緊急時における対応力の向上（定性的効果） 

水道事業専門職員の組織による迅速な対応がなされるようになった。 

ｄ）民間活用（営業窓口業務）（定性的効果） 

職員人事による移動がないため、ノウハウが蓄積されお客様サービスが向上した。 

ｅ）民間活用（管路維持管理業務）（定性的効果） 

管路維持のためのノウハウ（漏水探査・管路位置測定）を持った民間企業による技術者が配置

され管路維持レベルが向上した。 

ｆ）民間活用（給水装置管理業務）（定性的効果） 

給水装置の検査及び管理について、民間企業による均一な対応が行われており管理水準が向上

した。 

ｇ）民間活用（水道施設運転管理業務）（定性的効果） 

専門業者による水道施設の運転管理が行われており、管理水準が向上した。 

 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-8】中空知広域水道企業団 

【統-8】［事業統合（垂直統合）］ 

中空知広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 中空知広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 18 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 16 年～平成 18 年（２年） 

(6）広域連携前の事業体等 ３市１町１企業団 

中空知広域水道企業団、滝川市、砂川市、歌志内市、

奈井江町 

(7）直近の認可 目標年度 平成 27 年度 

計画給水人口 75,216 人 

計画一日最大給水量 28,530m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 位置図 

（出典）「中空知広域水道企業団水道事業ビジョン」 中空知広域水道企業団 平成 31 年２月 
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〇広域連携事例集 

〇【統-8】中空知広域水道企業団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 施設概要図 

（出典）「中空知広域水道企業団水道事業ビジョン」 中空知広域水道企業団 平成 31 年２月 

 
 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

中空知広域水道企業団（昭和 58 年事業認可）で平成２年より行っていた、滝川市・砂川市・

歌志内市への用水供給事業から、奈井江町を加えた形で垂直統合を図り、平成 18 年４月に水道

事業としての事業認可を受け、水道料金統一を前提とした末端給水を開始する。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画通り、平成 18 年４月に水道事業としての事業認可を受け、末端給水を実現した。また、

平成 20 年４月には料金を統一した。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-8】中空知広域水道企業団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 事業統合の概念図 

（出典）「中空知広域水道企業団水道事業ビジョン」 中空知広域水道企業団 平成 31 年２月 
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〇広域連携事例集 

〇【統-8】中空知広域水道企業団 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

効果については下記項目が挙げられているが、統合当時において作成したのは単独で行った

場合の収支予測のみで、統合した場合の収支予測など検証は行っていない。 
ａ）重複投資の回避（定性的効果） 
ｂ）人件費削減（定性的効果） 
ｃ）経営の効率化（定性的効果） 
ｄ）サービスの向上（定性的効果） 
ｅ）職員のレベルアップ（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）建設改良費の適正執行（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 建設改良費の執行額 

評価期間 平成 18 年～平成 25 年 (７年) 

評価手法 建設改良費については、単独経営では財政硬直化により資産更

新率 1.24％にとどまる予測だったところを、統合した財政効

果により資産更新を進めることができるようになり、1.85％

（施設拡張費除く）まで更新を進めることができたことから単

独経営と広域連携後における執行額の差分を効果として算定

した。 

評価結果 約 1,610 百万円増 

 
ｂ）事務費の縮減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 18 年～平成 25 年（７年） 

算定手法 事業統合時に作成した単独経営を継続した場合のシミュレ

ーションと実際の統合後の実績値の差分を求め、効果額を

算出した。具体的には、統合を行わなかった場合の３市１

町の試算に加え、用水供給事業を行っていた企業団の収益

的支出を合算する形で比較し、企業団の用水供給事業によ

る収入は、構成市町の受水費と見合うため収支相殺の上除

算、さらに非現金支出分も除算して比較した。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 17.3％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-8】中空知広域水道企業団 

ｃ）水道料金の引下げ（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 18 年～平成 25 年（７年） 

算定手法 事業統合時に作成した単独経営を継続した場合のシミュレ

ーションと、統合後、平成 20 年に実施した料金改定などを

踏まえた実績値の差分を求め、効果額を算出した。水道料

金については、当企業団にとっては収入減となるが、利用

者にとっても直接的なメリットにつながるものであり、ほ

とんどの水道利用者の水道料金が引下げとなり、トータル

で約 7.4％の水道料金の圧縮となった。 

効果算定 

対象費目 

その他(水道料金) 

評価結果 7.4％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-9】東京都水道局 

【統-9】［事業統合（水平統合）］ 

東京都水道局 

 
 基本情報 

(1）都道府県 東京都 

(2）事業体名 東京都水道局 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 昭和 48 年 11 月～平成 22 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 46 年 12 月～平成 22 年４月 

(6）広域連携前の事業体等 １都 24 市４町 

東京都、小平市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、

小金井市、日野市、東村山市、保谷市、多摩市、稲

城市、町田市、国分寺市、国立市、田無市、福生市、

清瀬市、府中市、東久留米市、秋川市、八王子市、

青梅市、立川市、調布市、三鷹市、瑞穂町、日の出

町、五日市町、奥多摩町 

(7）直近の認可 目標年度 令和７年度 

計画給水人口 13,190,000 人 

計画一日最大給水量 6,000,000m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-9】東京都水道局 
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〇広域連携事例集 

〇【統-9】東京都水道局 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 46 年 12 月「多摩地区水道事業の都営一元化基本計画」を策定 

・ 昭和 48 年５月基本計画を一部修正 

【計画の目標】 

➢ 区部及び多摩地区を一体とする水道需要に基づき水源の確保を図る。 

➢ 多摩地区における給水普及率を向上させる。 

➢ 相互融通機能を強化するため、配水連絡管等の抜本的整備拡充を図る。 

➢ 水道料金等の住民負担は、区部、多摩地区とも同一とし、その均衡を図る。 

➢ 営業制度その他については、住民福祉の向上と業務の効率的運営に配慮しつつ、漸進

的にその改善を図る。 

【計画期間】 

昭和 47 年度から昭和 50年度までの４年間 

【計画の地域】 

五日市町（現あきる野市）、奥多摩町、日の出村（現日の出町）及び檜原村を除く 28 市

町（五日市町及び日の出町は昭和 49 年 10 月に、奥多摩町は平成 21 年４月に計画対象地

域に追加された。） 

【業務運営方式】 

市町の地域内業務は、原則として当該市町への事務委託により実施する。 

【課題・対応策】 

➢ 事務委託制度では、各々の市町域ごとに事業が運営される。よって、料金支払、届出、

相談窓口などがお客さまの居住地の市町に限定されることや、市町域にとらわれない適

正な配水区域の設定ができないことなど、制度自体に起因する問題があり、広域水道と

してのメリットを十分に発揮することが困難となっていた。 

➢ このため、平成 15 年６月「多摩地区水道経営改善基本計画」（計画期間 平成 15 年度    

から 10 年間）を策定し、平成 24 年３月末には、市町に委託していた全ての業務を都に

移行し、事務委託を完全に解消した。 

➢ なお、移行された業務については、主に政策連携団体を活用することで、公共性を確

保しつつ、効率的な体制を構築している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 計画に基づき、昭和 48 年 11 月１日から現在までに、計画対象 31 市町のうち 28 市町の水

道事業の都営一元化が実現した（秋川市と五日市町とが平成７年９月１日付けで合併し、あ

きる野市となったこと及び田無市と保谷市とが平成 13 年１月 21 日付けで合併し、西東京市

となったことにより、平成 31 年３月 31 日現在で計画対象 29 市町、都営水道 26 市町となっ

ている。）。 

・ なお、平成 31 年３月 31 日現在、計画対象市町のうち都営水道に一元化されていない市は、

武蔵野市、昭島市及び羽村市の３市となっている。 

・ この３市は、平成 12年に当局が実施した「水道事業の都営一元化に関する意向の再確認」

に対し、それぞれ「当面は市の事業として運営し、一元化については市が進めている主要な
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〇広域連携事例集 

〇【統-9】東京都水道局 

施設整備が完了する段階又は一元化に関する市民のコンセンサスが得られる段階で検討す

る。」旨の意向を示している。" 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）区部及び多摩地区を一体とする水道需要に基づき水源の確保を図る。（定性的効果） 
ｂ）多摩地区における給水普及率を向上させる。（定性的効果） 
ｃ）相互融通機能を強化するため、配水連絡管等の抜本的整備拡充を図る。（定性的効果） 
ｄ）水道料金等の住民負担は、区部、多摩地区とも同一とし、その均衡を図る。（定性的効果） 
ｅ）営業制度その他については、住民福祉の向上と業務の効率的運営に配慮しつつ、漸進的にそ

の改善を図る。（定性的効果） 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

東京都水道局 多摩地区統合を例に見る

水道事業広域化の分析 

山内 孝浩

(東京都水道

局) 

平成 26 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.50-51 

pp.48-49 統-9 
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〇広域連携事例集 

〇【統-9】東京都水道局 
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〇広域連携事例集 

〇【統-9】東京都水道局 
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〇広域連携事例集 

〇【統-10】淡路広域水道企業団 

【統-10】［事業統合（垂直統合）］ 

淡路広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 兵庫県 

(2）事業体名 淡路広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 22 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 12 年４月～平成 22 年３月（10 年間） 

(6）広域連携前の事業体等 ３市１企業団 

洲本市、南あわじ市、淡路市、淡路広域水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 150,800 人 

計画一日最大給水量 96,800m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 水道施設配置図 

（出典）「淡路広域水道企業団ＨＰ」 
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〇広域連携事例集 

〇【統-10】淡路広域水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 淡路地域では、温暖で降水量の比較的少ない瀬戸内気候圏に属しており、渇水による給水

制限が度々発生していた。市町単独での水源確保等の対策が困難であったため、旧１市 10 町

が共同で企業団を設立し、ダム開発や本土導水施設等の整備を進め、恒久的な安定給水を実

現させることになった。 

・ 企業団の事業は、以下に示す。 

➢ 島内ダム開発（大日・牛内ダム、成相・北富士ダム、本庄川ダム） 

➢ 本土導水施設整備：兵庫県水道用水供給事業から受水し、旧１市 10 町に送水するための

施設 

・ 島内のダム開発は、平成 10 年度に大日・牛内ダム、平成 11 年度に成相・北富士ダム、平

成 12 年度に本庄川ダムが完成、また、本土導水施設整備は、平成２年４月より進め、平成 11

年 11 月に全島の施設が完成した。 

・ 施設整備完了後、平成 11 年 12 月より旧１市 10 町に全島一斉送水を行ってきている。 

・ 兵庫県では、「淡路地域広域的水道整備計画(平成元年 12 月)」の策定に際し、厚生大臣に

対し、平成 17 年度までに島内水道を一元化(事業統合)するための経営認可を得ることを確

約した。 

・ 同計画及び「兵庫県南部地域広域的水道整備計画(平成 12 年３月)」では、淡路地域の水道

の一元化を図ること及びその必要性を示している。これらを受け、旧１市 10 町及び企業団は

平成 12 年度より水道合併研究会を設けて、統合のための協議・調整を行ってきた。 

・ しかしながら、全国的に推進されていた市町の行政合併を優先させるため、平成 15 年 10

月に、旧１市 10 町長間で、「水道事業の経営統合に関する確認書」を交わし、事業統合を延

期して、５年以内(平成 22 年)を目途に統合することになった。 

・ 平成 22 年４月の事業統合に向け、３市及び企業団により構成する水道担当部課長会等を

開催し、統合に向けて検討・協議を行った。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

平成 11 年 12 月より本土導水等により、淡路地域の給水制限はなくなった。 

 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）安定給水の確保（定性的効果） 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安定給水の確保（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-11】宗像地区事務組合 

【統-11】［事業統合（垂直統合）］ 

宗像地区事務組合 

 
 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 宗像地区事務組合 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 22 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 18 年２月～平成 22 年４月（４年２ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 ２市１企業団 

宗像地区水道企業団・宗像市・福津市 

(7）直近の認可 目標年度 令和９年度 

計画給水人口 150,140 人 

計画一日最大給水量 44,310m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 水道施設配置図 

（出典）「事業概要 宗像地区事務組合」 



 

53 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-11】宗像地区事務組合 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 宗像地区における安定的な水道事業を継続させるため、宗像地区水道企業団・宗像市・福

津市の水道事業を統合し、経費の節減を図った。 

・ 本地区については福岡県の北部に位置しているが、県内でも年間降水量が少ない地域であ

り、かつ小規模河川しか存在しておらず過去より渇水に悩まされてきた地域である。そのた

め旧構成市（宗像町・福間町・津屋崎町・玄海町）においてそれぞれ増大する水需要に対し

水源開発を行ってきたが旧構成市で広域的に対処するとの共通認識より、宗像地区水道企業

団を昭和 59 年に立ち上げ、ダム・浄水場を新設し各構成市へ用水供給事業を行ってきた。 

・ 当地域の水道事業は以前より現在の宗像市・福津市において行ってきたが、老朽化した浄

水場をそれぞれ抱えており、今後の維持管理・設備更新にかかる費用が大きな課題であった。 

・ 近年発生している大地震をきっかけとして北九州市から福岡市まで緊急時に相互に浄水を

融通する「北部福岡緊急連絡管事業」が行われ、維持用水を活用した北九州市水道用水供給

事業が創設されたが、宗像地区で日量 13,000ｍ3を受水することを決定し、浄水場を廃止し、

設備更新を行わないことにより経費の節減を図る。 

・ また、３水道事業の統合を行い、事務所を一本化することによって職員数の削減を図り安

定した経営基盤の確立を図る。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画から特に変更なし 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による人件費削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 22 年～平成 27 年（６年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合の場合及び単独経

営を継続した場合における財政計画シミュレーションを実

施し、その差分を経済効果として算定。 

営業費用（職員給与）の差を経済効果として算定 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 30.4％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-11】宗像地区事務組合 

ｂ）施設の休廃止に伴う施設運転経費の削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 22 年～平成 27 年（６年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合の場合及び単独経

営を継続した場合における財政計画シミュレーションを実

施し、その差分を経済効果として算定。 

営業費用（経費）の差を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 41.7％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）事業統合による人件費削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 22 年～平成 27 年（６年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合の場合及び単独経

営を継続した場合における財政計画シミュレーションを実

施し、その差分を経済効果として算定。 

営業費用（職員給与）の差を経済効果として算定 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 80.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）施設の休廃止に伴う施設運転経費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 22 年～平成 27 年（６年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合の場合及び単独経

営を継続した場合における財政計画シミュレーションを実

施し、その差分を経済効果として算定。 

営業費用（経費）の差を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 43.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-11】宗像地区事務組合 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 

・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

宗像地区事務

組合 

宗像地区事務組合から北

九州市上下水道局への水

道事業包括業務委託－水

道事業広域化から水道事

業包括業務委託の取組み

－ 

青谷 幹生

(宗像地区事

務組合) 

平成 28 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.162-163 

pp.56-57 統-11 
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〇広域連携事例集 

〇【統-11】宗像地区事務組合 
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〇広域連携事例集 

〇【統-11】宗像地区事務組合 
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〇広域連携事例集 

〇【統-12】滋賀県企業庁 

【統-12】［事業統合（水平統合）］ 

滋賀県企業庁 

 
 基本情報 

(1）都道府県 滋賀県 

(2）事業体名 滋賀県企業庁 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 14 年４月～平成 23 年４月（９年間） 

(6）広域連携前の事業体等 ２事業 

県企業庁の南部上水道供給事業、東南部上水道供給

事業（中部地区、甲賀地区） 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 684,000 人 

計画一日最大給水量 198,800m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 水道用水供給事業の給水区域図 

（出典）「滋賀県企業庁水道事業ビジョン」 平成 23年３月 滋賀県企業庁 
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〇広域連携事例集 

〇【統-12】滋賀県企業庁 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成８年３月に滋賀県が策定した「滋賀県水道整備基本構想」において、平成 23 年度まで

に「南部上水道供給事業」と「東南部上水道供給事業」の２事業を統合し、より安定した用

水供給を目指すことが示され、併せて、同時に策定された「湖南水道広域圏に係る広域的水

道整備計画」においては、統合の環境整備として、南部と中部との間の緊急連絡管を整備す

ることが示された。 

・ これらに基づいて、平成 22 年度までに事業統合に向けた諸課題について協議を行い、併せ

て全受水市町から合意を得たうえで、平成 23 年４月までに「南部上水道供給事業」と「東南

部上水道供給事業」の事業を統合し、「湖南水道用水供給事業」の創設を行う。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通り。 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）組織の一元化、業務の集中化により人員削減を行う。（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 22 年４月～平成 24 年３月（２年） 

算定手法 事業統合による、組織の一元化、業務の集中化により、75

人（事業統合前）の人員を 70 人（事業統合後）に削減す

る。（平成 22 年度の１人当たりの人件費を用いて算出） 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 6.7％（平成 22 年度の１人当たりの人件費を用いて算出） 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）各浄水場からの配水管を連絡管でつなぎ、緊急時等の水融通による危機管理対応の強化を図

る。（定性的効果） 
ｃ）集中監視制御システムを導入して、３つの浄水場を一元管理することにより、運転管理の強

化を図る。（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【統-12】滋賀県企業庁 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）組織の一元化、業務の集中化により、人員削減を行った。（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 22 年４月～平成 24 年３月（２年） 

算定手法 事業統合による、組織の一元化、業務の集中化により、75

人（事業統合前）の人員を 70 人（事業統合後）に削減し

た。（平成 23 年度人件費の対前年度実績値） 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 11.5％（平成 23 年度人件費の対前年度実績値） 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）各浄水場からの配水管を連絡管でつなぎ、緊急時等の水融通による危機管理対応の強化を図

った。（定性的効果） 
ｃ）集中監視制御システムを導入して、３つの浄水場を一元管理することにより、運転管理の強

化を図った。（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 

【統-13】［事業統合（水平統合）］ 

会津若松市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福島県 

(2）事業体名 会津若松市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年９月～平成 23 年４月（２年７ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市１村 

会津若松市、湯川村 

(7）直近の認可 目標年度 平成 30 年度 

計画給水人口 125,000 人 

計画一日最大給水量 71,500m3/日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図１ 会津若松市水道施設概要図 
（出典）「会津若松市水道事業ビジョン」 平成 28 年４月 会津若松市水道部 （一部加筆） 

湯川村 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 会津若松市の隣村である湯川村（水源：浅井戸）では、水位低下や施設老朽化、水質面の

不安から新たな施設整備の必要性に迫られていた。会津若松市水道事業より用水供給を受け

る手法が費用対効果の面で優位であるとの判断により、湯川村から会津若松市に水道水の供

給が要請された。 
・ 会津若松市水道事業としては、会津の中核都市としての役割・事業広域化への一助につな

がるだけでなく、増収も見込まれたことから統合に至った。 
・ 課題は官庁会計である湯川村簡易水道事業において、企業会計に移行する作業が必要とな

ったこと、料金体系を会津若松市に合わせざるを得ないため、住民理解を得ることに苦慮し

た。また、変更認可等事業統合手法の整理にも時間を要した。 
・ なお、湯川村からの緊急要請のため、広域連携に係る事業計画等は策定しておらず、事業

統合の１年前には緊急給水として水道水の供給を開始したことから、今後事業の進捗をみな

がら効果等について整理していく予定。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通りに実施 
 
 
3 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

該当事項は特になし 
 

 

4 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）湯川村の新たな整備費用の減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 20 年（１年） 

算定手法 単独で湯川村が新たな施設整備をする場合に要する費用か

ら、事業統合により会津若松市の配水管に接続し給水する場

合に要する整備費用の差 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 92.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 

ｂ）湯川村区域内の維持管理コストの減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 19 年（１年） 

算定手法 単独で湯川村が維持管理を実施する場合に要する費用から、

事業統合により会津若松市が実施する湯川村分の維持管理

に要する費用の差 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(減価償却費) 

評価結果 0.4％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 

4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

湯川村からの急を要する要請のため、広域連携に係る事業計画等は策定しておらず、事業統

合の１年前には緊急給水として水道水の供給を開始したことから、今後事業の進捗をみながら

効果等について整理していく予定。 

 
 

5 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 

 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

会津若松市 会津若松市と湯川村にお

ける水道事業統合の概要 

五十嵐 司

也(会津若松

市水道事業

管理者) 

水道 第 56 巻 第

4 号 pp.7-15 

pp.64-72 統-13 

 
  



 

64 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 

  



 

66 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-13】会津若松市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-14】茨城県南水道企業団 

 

【統-14】［事業統合（水平統合）］ 

茨城県南水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 茨城県 

(2）事業体名 茨城県南水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年８月～平成 24 年４月（６年８ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １町１企業団 

利根町、茨城県南水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 261,320 人 

計画一日最大給水量 103,700m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 茨城県南水道企業団の給水区域図 

（出典）「茨城県南水道企業団ＨＰ」 
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〇広域連携事例集 

〇【統-14】茨城県南水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 利根町の試算では、今後、人口減少、水需要の減少が続いていくことが想定されるため、

利根町単独では健全な経営を維持していくことが非常に難しいということで、企業団への編

入要望が提出された。 

・ 要望が提出されたことで、統合するべきか事務レベルでの協議をしたところ、大きなメリ

ットとして、契約水量と１日最大給水量の乖離が大きいという当企業団の問題点を若干改善

できることが分かった。 

・ 具体的な内容としては、当時利根町で使用していた井戸施設を統合に伴い廃止して、  

100％浄水受水とし、更に契約水量を他団体へ融通することで、契約水量の未使用分を減少で

きると試算した。 

・ また、給水区域を広げるが職員数は増やさないことで、支出を抑えながら給水収益及び下

水道料金徴収事務負担金分の収益を得ることが可能なことから収支状況の改善が出来るこ

とや、当時、企業団の内部留保資金が著しく少なかった時期であったため、統合する事で内

部留保資金が増加して経営的には若干の余裕が生まれるとして統合へ向けて進んでいった。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 

ｂ）事業統合による収支状況の改善（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 施設利用率 

評価期間 平成 23 年～平成 24 年 (１年) 

評価手法 単独経営と広域連携後における施設利用率を算定し、その差分

を効果とする。 

評価結果 10.1% 
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〇広域連携事例集 

〇【統-14】茨城県南水道企業団 

ｂ）事業統合による保有現金の増加（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 流動比率 

評価期間 平成 23 年～平成 24 年(１年) 

評価手法 単独経営と広域連携後における流動比率を算定し、その差分を

効果とする。 

評価結果 256.7% 

 

 
 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-15】八戸圏域水道企業団 

【統-15】［事業統合（水平統合）］ 

八戸圏域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 青森県 

(2）事業体名 八戸圏域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 16 年 10 月～平成 24 年３月（７年６ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １村 1 企業団 

旧南郷村（現八戸市）、八戸圏域水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 328,100 人 

計画一日最大給水量 117,900m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 八戸圏域水道企業団施設配置図 

（出典）「第４次水道事業総合計画～はちのへ水ビジョン 2019～」 八戸圏域水道企業団 平成 30 年９月 

（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【統-15】八戸圏域水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 合併協議会前の計画 

➢ 南郷村は、八戸圏域水道企業団の構成市町村の１つであったが、村営の簡易水道が残っ

ていた。（島守簡水、不習簡水） 

➢ 南郷村が平成 17 年度末から八戸市と合併することとなったが、八戸市では水道事業を

行っておらず、当企業団が島守簡水を引き継ぎ（簡水として経営）、不習簡水は当企業団の

上水道区域に編入することとしていた。 

➢ 簡易水道として経営している間は、簡水債の元金、利息は八戸市が負担し、さらに減価

償却費を除いた総収支差し引きで不足額が出た場合は、その不足額を八戸市が負担するこ

ととしていた。また、施設のレベルが企業団上水道と同レベルに達した場合、上水道へ移

行することとしていた。 

➢ 島守水源は湧水を水源としており、水質汚染の可能性がある。既存水源を継続使用して

いくが、平成 26 年にその対策として膜処理施設を建設する計画であった。 

・ 企業団に移管後の計画 

島守簡水を企業団が引き継いだ後、次のような問題点が明らかになった。 

   ① 水源が沢水に冠水する恐れがある。 

   ② 水源がクリプトスポリジウム汚染の恐れがある。 

   ③ 取水井から配水池間は高低差が少なく自然流下であるため、一度断水すると空気だ

まりが生じて通水に時間がかかる。 

   ④ 導水管がビニル管であるため、布設替えが必要。 

   ⑤ 配水池は耐震性がなく、再建設が必要。 

   ⑥ 配水幹線が一部民有地に布設されているため、公道への布設替えが必要。 

   ⑦ 送水管がビニル管で耐震性が低く、布設替えが必要。 

   ⑧ 高区配水池があるが、一部水圧低下の地域がある。 

   ⑨ 水源・給水区域が孤立しており、水道施設に異常が生じ、断水となった場合、運搬

給水以外に給水方法がない。 

以上のことから、事業費と水道施設の安全性（耐震性）等を再度検討した結果、水源を廃

止し、上水道区域からの連絡管及び新設配水池を整備し、上水道区域へ編入することが望ま

しいと判断し、次のように計画を変更した。 

 ➢ 島守配水池(V=300 ㎥)建設 

 ➢ 送水管(φ150、1,500m)、配水管(φ200～φ100、2,200m)布設 

 ➢ 島守水源、高区配水池、低区配水池、高区ポンプ場の廃止 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

基本的に計画通り実施したが、変更点は次のとおりである。 
➢ 配水池容量を 400 ㎥に増量 
➢ 管路の口径変更 
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〇広域連携事例集 

〇【統-15】八戸圏域水道企業団 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）更新費用の削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年４月～平成 37 年３月（20 年） 

算定手法 膜処理施設建設に係る建設改良費（南郷村の算出）と、上

水道編入に係る調査・用地取得、配水池建設、管網整備等

（企業団の算出）の比較 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(委託料) 

評価結果 58.6％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 
ｃ）耐震性の向上（定性的効果） 
ｄ）災害時の安定給水（定性的効果） 
ｅ）水圧の確保（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 
ｂ）耐震性の向上（定性的効果） 
ｃ）災害時の安定給水（定性的効果） 
ｄ）水圧の確保（定性的効果） 

 
 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-16】柏崎市 

【統-16】［事業統合（水平統合）］ 

柏崎市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 新潟県 

(2）事業体名 柏崎市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 － 

(6）広域連携前の事業体等 １市１村 

柏崎市、刈羽郡刈羽村 

(7）直近の認可 目標年度 令和７年度 

計画給水人口 91,000 人 

計画一日最大給水量 47,400m3/日 

※平成 29 年 4 月 1日簡易水道事業は、上水道事業へ統合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 柏崎市配水系統図 

（出典）「柏崎市上下水道局 平成 31（2019）年度水質検査計画」 
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〇広域連携事例集 

〇【統-16】柏崎市 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 柏崎市と西山町の市町合併により、柏崎市から刈羽村中央部を通過して、西山地区へ柏崎

市上水道を給水する西山給水区域拡張事業を計画した。これを機に、将来的に水量不足及び

水質悪化などの不安材料を抱える刈羽村から、柏崎市上水道への給水区域編入の要請を受け

協議が始まった。 
・ 柏崎市が譲り受ける事業は、刈羽村が経営する刈羽地区、油田地区の２種類の簡易水道事

業であり、刈羽地区簡易水道事業のみ柏崎市上水道の給水区域とし、油田地区簡易水道事業

については柏崎市が簡易水道事業として事業を継続することとした。 
・ 刈羽地区への給水方法は、刈羽村中央部に通した送水管から分岐させて刈羽地区配水池に

送水し、既存配水網を活用することで給水することとした。 
・ 刈羽村水道施設の引継ぎについて、次のとおり定めた。 

➢ 刈羽村の必要な施設を無償で引き継ぐこと 
➢ 事業統合時において、刈羽村が保有する企業債に係る債務を引き継ぐこと 
➢ 新潟県中越沖地震による被災施設は、本復旧が完了していること 
➢ 刈羽地区の配水池について、耐震構造でない場合は、刈羽村が費用を負担し必要な工事

を行うこと 
➢ 荒浜受水施設について刈羽村の費用をもって改良工事を行うこと 
➢ 油田地区簡易水道は、柏崎市が事業を開始した年度以降において赤字が生じた場合、刈

羽村が全額補てんをすること 
・ 柏崎市から刈羽村の給水予定分岐点までの管路等の工事費として１億円。柏崎市の赤岩ダ

ムを初めとする既存施設・設備等に係る投資に対する負担額として 31 億円を、刈羽村は柏崎

市へ給水開始までに支払うこととして協定した。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通り実施 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

刈羽村からの編入要請に基づき統合したため、効果の検証はしていない。 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

該当事項は特になし 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-17】北九州市 

【統-17】［事業統合（水平統合）］ 

北九州市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 北九州市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 23 年８月～平成 24 年 10 月（１年２ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市１町 

北九州市、水巻町 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 1,002,200 人 

計画一日最大給水量 515,100m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 北九州市水道施設系統図 

（出典）「北九州市の上下水道」（一部加筆） 



 

82 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-17】北九州市 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成 23 年８月に水巻町より「事業統合の要望書」を受け、北九州市上下水道局を挙げて管

理・運営全般にわたって課題を抽出し、対応策について検討・協議を重ねた。統合の条件面

で水巻町と合意に至ったことから、平成 24 年２月に「水道事業の統合に係る基本協定」を締

結。平成 24 年 10 月に事業統合。平成 25 年 10 月１日に料金平準化。 

【事業統合に向けた準備】 

➢ 北九州市の料金システムや配水管理システム等の改修 

➢ 実務担当者による給水面や営業面の細部にわたる調整 

➢ 施設の引継ぎに関する取り決め   

など、各種協定の締結を行った。 

・ また、北九州市上下水道局内で調整会議を開催し、関係各課の意思疎通を図るとともに、

課題解決に向けた進捗管理を行った。 

【検討の際に生じた課題】 

➢ システムの統合 

事務が繁雑になることや混乱を避けるため、事業統合に先立って、配水管理システム

や料金システムなどについては改修によって一元化を図り、統合後、ただちに北九州市

内と水巻町を一体的に管理・運営できる環境整備を行う必要があった。 

➢ 施設水準の格差解消 

法定耐用年数を超過した管の更新（約 11km）の必要や鉛管の残存数量の把握 

➢ 給水管の管理区分や検針期間など制度の違い 

給水管の管理区分や検針頻度の違いを始め、営業、施設関係を問わず様々な制度にお

いて違いが見られた。事業統合にあたっては、これら各種制度のすり合わせを図る必要

があった。また、制度の違いは直接の利害が生じる場合が多く、すり合わせには慎重を

期すとともに、制度が変更されることに伴って不利に働くこともあるため、該当者への

周知徹底と理解が求められた。 

➢ 事業統合後の円滑な事業運営 

事業統合後、北九州市職員が水巻町の地理や施設状況になれるまで、サービスの低下

が生じる可能性があった。 

【課題解消スキーム】 

➢ システムの統合 

事業統合前に水巻町より委託を受けて、北九州市が必要となるシステム等の改修を実

施した。 

➢ 施設水準の格差解消 

事業統合後に北九州市で施設水準の格差解消を行った。資金手当として、水巻町水道

事業の剰余資金を充てるとともに、国庫補助金の活用を図ることで経費の抑制を図った

が、なお不足が生じたため、事業統合後も一定期間水巻町の水道料金に据え置くことで、

北九州市水道料金との間に生じる年間 2.5 億円の料金格差をもって充てることとした。 

➢ 給水管の管理区分や検針期間など制度の違い 

水道料金を除いて事業統合時に、北九州市の制度に一元化することとした。ただし、

検針頻度については、料金平準化前に水巻町の毎月検針制度を北九州市の隔月検針制度
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に変更すると、平準化前の料金で２ヶ月分まとめて請求されることになり、町民の負担

感が大きくなることに配慮して、料金平準化までの間は毎月検針を行うこととした。ま

た、施設など維持管理に関する制度については、水巻町で積極的に地元説明会など該当

者への説明を行い、また、事前に町民への周知のための広報誌を作成して全戸配布を行

うなど周知徹底することで、北九州市への移行に伴う手続きなど円滑に進めることが出

来た。 

➢ 事業統合後の円滑な事業運営 

現状を熟知している水巻町担当職員の配置を依頼した（２年間）。それに加えて、事業

統合後に水巻町民から水巻町に問い合わせ等があった際に、円滑に北九州市の担当部署

に取り次ぎが行えるよう、よくある質問、各課の役割分担や連絡先をまとめた業務案内

本を作成し、水巻町職員へ配布した。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり、事業統合を実施した。 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水道料金の値下げ【水巻町】（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 水道料金値下げ率 

評価期間 平成 24 年 10 月～平成 25 年 10 月 (１年) 

評価手法 水道料金値下げ率（13 ミリ 20 ㎥/月） 

統合前の水巻町水道料金を 100％として水道料金値下げ率を

算定。 

評価結果 △44.7% 

 
ｂ）受託収益の増加【北九州市】（水巻町における下水道料金の徴収を受託）（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 受託費 

評価期間 平成 25 年４月～平成 26 年３月 (１年) 

評価手法 下水道料金を徴収した件数に単価を乗じて算出 

評価結果 約 16,000 千円 

 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-17】北九州市 

ｃ）事業統合による費用削減【水巻町】(水巻町の水道職員は全削除)（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月（１年） 

算定手法 水道職員４名分 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 約 30,000 千円 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｄ）分水の解消【北九州市】（定性的効果） 
ｅ）サービスの向上【水巻町】（定性的効果） 
ｆ）地域貢献【北九州市】（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）水道料金の値下げ【水巻町】（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 水道料金値下げ率 

評価期間 平成 24 年 10 月～平成 25 年 10 月 (１年) 

評価手法 水道料金値下げ率（13 ミリ 20 ㎥/月） 

統合前の水巻町水道料金を 100％として水道料金値下げ率を

算定。 

評価結果 △44.7% 

 
ｂ）受託収益の増加【北九州市】（水巻町における下水道料金の徴収を受託）（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 受託費 

評価期間 平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月(１年) 

評価手法 下水道料金を徴収した件数に単価を乗じて算出 

評価結果 約 17,000 千円 

 
ｃ）事業統合による費用削減【水巻町】(水巻町の水道職員は全削除)（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月（１年） 

算定手法 水道職員４名分 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 約 30,000 千円 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｄ）分水の解消【北九州市】（定性的効果） 
ｅ）サービスの向上【水巻町】（定性的効果） 
ｆ）地域貢献【北九州市】（定性的効果） 

 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

北九州市 自治体の枠組みを超えた

水道事業の広域化－北九

州市水道事業と水巻町水

道事業の統合－ 

坂口 雅典

(北九州市上

下水道局) 

平成 25 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.84-85 

pp.83-84 統-17 

北九州市 水巻町水道事業の北九州

市への統合について 

谷 和雄(北

九州市上下

水道局) 

水道 第 58 巻 第

2 号 pp.1-6 

pp.85-90 

 

統-17 
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【統-18】［事業統合（水平統合）］ 

八戸圏域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 青森県 

(2）事業体名 八戸圏域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 26 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 19 年７月～平成 26 年３月（６年９ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １町１企業団 

南部町、八戸圏域水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和２年度 

計画給水人口 328,100 人 

計画一日最大給水量 117,900m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 八戸圏域水道企業団施設配置図 

（出典）「第４次水道事業総合計画～はちのへ水ビジョン 2019～」 八戸圏域水道企業団 平成 30 年９月 

（一部加筆） 
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 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 南部町は、八戸圏域水道企業団の構成市町村の１つであるが、町営の簡易水道が残ってい

た。（二又簡水） 

・ しかし、平成 19 年に二又簡水原水から大腸菌群が検出されたことによるクリプトスポリ

ジウム対策の検討書が南部町より出され、その中の対策案として以下の５案が比較検討され

た。 

①案 膜ろ過設備の導入 

②案 原水監視システムによる制御 

③案 紫外線処理設備の導入 

④案 深層地下水に水源変更 

⑤案 企業団上水道からの分水（後に編入） 

・ 上記５案の中から⑤案が有利と判断され、企業団上水道に接続する計画となった。 

・ 二又簡水の二又配水池へは、企業団の送水管から分岐し、新たに 2.4km の送水管を平成 21、

22 年度の２か年で布設することとした。また、二又配水池の機械、計器及び遠隔監視制御装

置を平成 23 年度に整備する計画とした。これらの施設整備の費用は南部町が負担すること

となった。平成 24 年度から分水を開始し、平成 27 年度を目途に事業統合する計画とした。 

・ 統合時には、二又簡水の簡水債と過疎債が残っているが、企業団は簡水債を引き継ぎ、そ

の償還にかかる金額は南部町から負担金として受け取ることとした。その他の資産等は南部

町から無償譲渡されることとしている。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

基本的に計画通り行ったが、事業統合は平成 26 年４月に前倒しで行った。 

 
 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 27 年４月～平成 67 年３月（40 年） 

算定手法 統合しない場合の抜本的対策となりうる膜ろ過設備導入に

係る費用と、企業団上水道からの分水に係る費用の比較

（南部町の算出） 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費 

評価結果 2.6％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｂ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 
ｃ）耐震性の向上（定性的効果） 
ｄ）災害時の安定給水（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 
ｂ）耐震性の向上（定性的効果） 
ｃ）災害時の安定給水（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-19】［事業統合（垂直統合）］ 

岩手中部水道企業団 

 

 基本情報 

(1）都道府県 岩手県 

(2）事業体名 岩手中部水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 26 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 16 年１月～平成 26 年３月（10 年２ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 ２市１町１企業団 

北上市、花巻市、紫波町、岩手中部広域水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 令和 10 年度 

計画給水人口 213,032 人 

計画一日最大給水量 81,280ｍ3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 位置図（統合前） 
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 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 岩手中部地域における恒久的な安定給水や効率的な施設利用を早期に実現させることを前提に

水源の統廃合・水融通計画に基づき、老朽化の進む小規模地下水源等の施設は廃止し、ダムや表

流水等の安定水源とした施設を中心に再構築を行う。 

 ・ このためには、水源水量が安定かつ豊富で、標高の高い位置に施設があり、送配水に最も有利

な条件にある岩手中部浄水場の有効利用を計画の前提として、圏域全体の施設整備計画を作成す

る。 

 ・ また、現状で水量の確保等で喫緊の課題を抱えている花巻市東和地区、紫波町の小規模地下水

水源施設の老朽化等については、最優先に対策を行うこととする。 

 ・ 整備すべき施設の概要は次のとおりである。 

➢ 岩手中部浄水場を有効活用するために必要な施設の整備として、浄水施設の更新・耐震化、

送水施設、配水池の整備を行う。 

➢ 花巻市東和地区の水量不足は深刻であり、早期解消のため、暫定案として、北上市からの送

水（北上川高区配水池経由）を行うための施設整備（送水施設・配水池の新設）を行う。 

➢ 小規模地下水源施設の老朽化が進む紫波町へは、岩手中部浄水場からの送水を増量するため

の受水施設として片寄配水池増設の整備を行う。 

➢ 紫波町においては、老朽化が進みクリプトスポリジウム対策等が必要となっている古館揚水

場の更新整備（浄水場化：DBO 方式）を行う。 

➢ 北上市の和賀川系水源の有効活用により、北上市で余裕がでた岩手中部浄水場からの送水を

北上市外へ融通運用する。このためには休止中の和賀川系水源を再開するための施設（紫外線

消毒設備）の整備が必要となる。 

➢ 岩手中部浄水場の圏域での安定運用に向け、送水管ループ化のための管路整備を推進する。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

本計画については、基本的に当初計画の目的に基づき施設整備を実施した。ただし、より効果的

な水運用、位置エネルギーを活かした送水が可能である岩手中部浄水場の最大限活用、今後の総配

水量減少を踏まえた浄配水施設のダウンサイジングを行うことを目的に以下の内容について計画変

更を実施。 

  ➢ 統合浄水場建設、赤沢浄水場増設、新三竹堂配水池建設を中止 

➢ 広域ループ管のルート変更、大明神浄水場の機能増強等を計画 

 

 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 岩手中部地域における恒久的な安定給水や効率的な施設利用を早期に実現させることを前提に

水源の統廃合・水融通計画に基づき、老朽化の進む小規模地下水源等の施設は廃止し、ダムや表

流水等の安定水源とした施設を中心に再構築を行う。 

・ このためには、水源水量が安定かつ豊富で、標高の高い位置に施設があり、送配水に最も有利

な条件にある岩手中部浄水場の有効利用を計画の前提として、岩手中部地域全体の施設整備計画

を作成する。 
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・ また、現状で水量の確保等で喫緊の課題を抱えている花巻エリアの東和地区、紫波エリアの小

規模地下水水源施設の老朽化等については、最優先に対策を行う。 

 

3.2 計画の概要 

   施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２～３参照） 

   また、計画スケジュールは、図４の通りである。 

 

施設区分 計画内容 

水源及び取水施設 統合前 36 箇所→統合後 24 箇所 （△12 箇所） 

浄水場 統合前 34 箇所→統合後 23 箇所 （△11 箇所） 

配水池または配水場 統合前 86 箇所→統合後 89 箇所 （ ３箇所） 

送水施設(ポンプ場) 統合前 65 箇所→統合後 66 箇所 （ １箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 水源統廃合・水融通の基本的な考え方 

（出典）「岩手中部水道広域化事業計画（平成 24 年２ 月）概要版」 
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3.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定。なお、人口推計はコーホート要因法、

水需要の推計は水需要量を用途別に分類し、各用途別有収水量の平成 13 年度から平成 22 年度ま

での実績給水量のデータをもとに時系列傾向分析によって将来水量を各々予測し、これらの総和

をもとにして計画一日平均給水量、および計画一日最大給水量を算定。 

・ 水利権の取り扱いスケジュールを踏まえ水源の統廃合、水融通は平成 26 年度以降に行うことを

前提に、水需要予測結果および水源の統廃合・水融通の考えに基づき、平成 36 年度までの事業計

画期間における水収支について、水源別配水計画として検証を実施。 

・ 施設整備計画の策定にあたっては、恒久的な安定給水や効率的な施設利用を早期に実現させる

ことを前提に、水源の統廃合・水融通計画に基づき、老朽化が進行する小規模地下水源等を廃止

し、ダムや表流水等の安定水源とした施設を中心に再構築計画を検討。 

・ 旧企業団および構成市町それぞれにおいて、広域統合（以降、統合）および事業体ごとに事業

経営を継続した場合（以降 単独）を財政計画のシミュレーションにより比較した。 

 

 

図５ 施設の再構築計画検討フロー 

 

3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

  統合前のそれぞれの団体が平成 20 年度に策定した「地域水道ビジョン」、「岩手中部広域化基本構

想」（平成 22 年度策定）、「岩手中部水道広域化事業計画」（平成 23 年度策定）を基に事業を進めて

いたが、統合後に１つの団体として事業を進める中で見えてきた新たな課題に対応するため平成 27

年度に水道ビジョンを策定し、施策の修正を行った。 

 

3.5 計画変更の方針及び概要 

・ 基本的に当初計画の目的に基づき施設整備を実施した。ただし、より効果的な水運用、位置エ

ネルギーを活かした送水が可能である岩手中部浄水場の最大限活用、今後の総配水量減少を踏ま

えた浄配水施設のダウンサイジングを行うことを目的に以下の内容について計画変更を実施。 

・ 水需要の減少に対応するため、統合浄水場の建設中止。 

・ 新堀浄水場への紫外線処理設備の設置を中止し、大迫中央浄水場からの送水に切り替え 
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・ 水源の再評価の結果、廃止予定であった大明神水源（滅菌処理のみ）に緩速ろ過設備を設置

し、低廉な浄水処理と危機管理体制の両立を図る。 

・ 平常時や施設更新時、災害時にも効果的に機能するように、広域ループ管のルートを変更。

ループ管の早期構築を図る。 

 ・ 変更計画は次の通りである。（詳細は図６参照） 

また、計画スケジュールは、図７の通りである。 

 

施設区分 当初計画内容 変更計画内容 

水源及び取水施設 統合前 36 箇所→統合後 24箇所  

（△12箇所） 

統合前 36 箇所→統合後 23箇所 

（△13箇所） 

浄水場 統合前 34 箇所→統合後 23箇所 

 （△11 箇所） 

統合前 34 箇所→統合後 21箇所 

（△13箇所） 

配水池または配水場 統合前 86 箇所→統合後 89箇所 

 （ ３箇所） 

統合前 86 箇所→統合後 76箇所 

（△10箇所） 

送水施設(ポンプ場) 統合前 65 箇所→統合後 66箇所 

 （ １箇所） 

統合前 65 箇所→統合後 64箇所 

（△１箇所） 

 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 施設整備変更計画図 

（出典）「岩手中部水道企業団水道ビジョン（平成 28年３月）」 
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 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）安定水源の確保と水資源等の経営資源の共有化（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 安定水源の割合 

評価期間 平成 23 年～平成 36 年(14 年) 

評価手法 単独経営と広域連携後における安定水源と不安定水源の水源

依存度を算定し、その差分を効果とする。 

評価結果 22.1 ポイント 

 

ｂ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設利用率 

評価期間 [北上市対象] 連携前:平成 21 年、連携後:平成 36 年(予測値) 

評価手法 単独経営と広域連携後の施設利用率を算定し、その差分を効果

とする。 

評価結果 19.1 ポイント 

 

項 目 内   容 

評価項目 最大稼働率 

評価期間 [紫波町対象] 連携前:平成 21 年、連携後:平成 36 年(予測値) 

評価手法 単独経営と広域連携後の最大稼働率を算定し、その差分を効果

とする。 

評価結果 △6.7 ポイント 

 

ｃ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 基幹送水管破損時の影響人数 

評価期間 － 

評価手法 岩手中部浄水場の既存送水管が破断した場合、広域ループ管

の整備の有無により断水人口を比較。 

評価結果 △47,144 人 
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ｄ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 23 年～平成 36 年（14 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後及び単独経営を

継続した場合における財政計画シミュレーションを実施

し、収益的支出の差分を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費，維持管理費，人件費，その他(減価償却費、支払

利息、企業債償還金等) 

評価結果 2.1％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｅ）組織、職員体制の強化、技術継承（定性的効果） 

ｆ）スケールメリットを生かした事業運営による圏域での均一サービスの提供（定性的効果） 

 

4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）安全で安心な水道水の安定的な供給（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設利用率・最大稼働率 

評価期間 平成 21 年～平成 29 年(９年) 

評価手法 統合前後の施設利用率・最大稼働率を比較し、その差分を効果

とする。 

評価結果 施設利用率：12.2 ポイント 最大稼働率：△21.27 ポイント 

 

ｂ）管路の適正管理（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 有収率 

評価期間 平成 21 年～平成 29 年(９年) 

評価手法 事業統合前後の有収率を比較し、その差分を効果とする。 

評価結果 効  果 北上市：7.9 ポイント，花巻市：7.7 ポイント，

紫波町：0.9 ポイント 

 

ｃ）健全な財政運営（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 経常収支比率 

評価期間 平成 21 年～平成 29 年(９年) 

評価手法 統合前後の経常収支比率を比較。その差分を効果とする。 

（統合直前に経常収支比率が 100％を下回り、赤字団体が２団

体あったが、統合時の料金改定と経営の効率化に取り組んだこ

とより 100％を上回っている。） 

評価結果 4.6～21.0 ポイント 
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項 目 内   容 

評価項目 留保資金残高・企業債残高 

評価期間 平成 21 年～平成 29 年(９年) 

評価手法 統合前後の留保資金・企業債残高を比較。その差分を効果額と

する。 

評価結果 
留保資金：4,839 百万円増加 

企業債 ：3,222 百万円削減 

  

ｄ）施設の耐震化 

項 目 内   容 

評価項目 浄水施設の耐震化率 

評価期間 平成 25 年～平成 29 年(５年) 

評価手法 統合前後の浄水施設の耐震化率を比較。その差分を効果とす

る。 

評価結果 46.7 ポイント向上 

 

ｅ）水道料金徴収業務の包括的民間委託（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 26 年～平成 31 年（６年） 

算定手法 統合前の料金徴収業務費用の合計額（平成 23 年実績値）と

契約額の差額を費用削減効果額とする。 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 9.1％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｆ）財務会計システムの統合 

項 目 内   容 

算定期間 平成 26 年～平成 30 年（５年） 

算定手法 統合前の４団体の経費の合計額と統合後の経費を比較し、

費用削減効果額とする。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 48.6％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｇ）人材育成と技術基盤の強化（定性的効果） 
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 その他特筆すべき事項 

平成30 年度に事業統合による効果や企業団の現状を検証するとともに、経営計画に影響を及ぼ

すような大規模事業の必要性や効果について客観的な評価を行うため、第三者による外部評価を行

い、フォローアップを実施している。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 

  



 

135 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-19】岩手中部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 

【統-20】［事業統合（水平統合）］ 

小諸市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 長野県 

(2）事業体名 小諸市 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 27 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 21 年７月～平成 27 年４月（６年８ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市１組合 

小諸市、小諸市外二市御牧ケ原水道組合 

(7）直近の認可 目標年度 令和 18 年度 

計画給水人口 42,400 人 

計画一日最大給水量 23,150m3/日 

 

図１ 位置図 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 小諸市外二市御牧ケ原水道組合で供給していた御牧ケ原台地には取水に適した河川や水源

が無く、農業用水を浄化して配水をしてきた。そのため降雨時には用水が濁り濁度が高くな

り取水停止をすることがたびたびあった。 

・ また、配水管延長が長く給水戸数が少なく、平成 20 年度において長期的な経営見通しとし

て、一部事務組合での運営継続は困難であると判断された。 

・ このため平成 21 年７月より検討を重ね小諸市の未使用水源を利用することで供給可能な

ことが判明し、平成 26 年４月の事業統合を予定。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画では平成 26 年４月の事業統合の予定であったが、一部の利用者から水質が変わる

との意見があり、理解を得るため１年遅らせ、平成 27 年４月の事業統合となった。 

 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）圧送による送水であるが、安定した水量の供給が出来た（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）圧送による送水であるが、安定した水量の供給が出来た（定性的効果） 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

小諸市 小諸市における簡水統合

と市民を交えた水道事業

づくり 

土屋 哲也

(小諸市上下

水道課) 

水道 第 62 巻 

第 6 号 pp.1-6 

pp.137-142 統-20 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-20】小諸市 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 

【統-21】［事業統合（水平統合）］ 

群馬東部水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 群馬県 

(2）事業体名 群馬東部水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 21 年 10 月～平成 28 年４月（６年５ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 ３市５町 

太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代

田町、大泉町、邑楽町 

(7）直近の認可 目標年度 令和６年度 

計画給水人口 444,000 人 

計画一日最大給水量 199,000m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 群馬東部水道企業団位置図 

（出典）「群馬東部水道企業団 水道だより（2015 年（平成 27 年）12月創刊準備号）」（一部修正） 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

【基本方針】 
・ 施設整備（施設の再構築）の方針 

➢ 水源の有効活用 
水源水量の余力及び水源水質が良い水源・浄水場の有効活用 
標高の差を利用した自然流下方式の導入による維持管理費の低減 

➢ 安定供給体制の向上 
水源・浄水場の水運用の再構築による水道水の安定供給体制の向上 

➢ 維持管理費、更新費用の低減 
施設の統廃合による更新事業費及び維持管理費の削減 
広域化の国庫補助制度を活用した施設整備 

➢ 災害対策の推進 
事業統合による確保財源を用いた災害対策の推進 
ソフト面の危機管理体制強化及び広域的な施設の分散配置によるメリットを生かした

災害対策の推進 
・ 管理体制の方針 

➢ サービス水準を３市の水準に合わせて、地域内の管理水準を引き上げる。 

➢ 職員が直営で実施する業務(コア業務)と委託によって対応する業務(準コア業務) 

の位置付けを明確にしたうえで、太田市と館林市で実績のある包括業務委託を導入 

し、少ない職員数で効率的な業務を実施する。 

➢ 老朽管や設備の更新等による工事量の増加には、DB 方式等の発注形態で対応する。 

➢ 主要庁舎１箇所、分庁舎２箇所に職員を集約するとともに、営業所（包括委託業者が設

置・運営）を構成団体ごとに設置する。 

 ・ 経営方針 

➢ 建設事業費の削減 

水道施設の再構築に係る施設整備に伴い、水道施設の統廃合による削減 

国庫補助制度の活用による水道事業者の負担の削減 

➢ 人件費及び維持管理費の削減 

太田市の組織体制及び包括業務委託をモデルとした運営を行うことによる人件費及び

維持管理費の削減 

➢ 供給単価の維持 

事業統合をすることで、サービス水準や品質を向上させたうえで、平成 27 年度～平成

36 年度は現況の供給単価を維持することが可能。 

※ ８団体で異なる水道料金体系については、広域化の阻害要因になり兼ねなかったため、

広域化を最優先し、広域化を実現してからの協議開始とした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

 長期的な将来像「持続可能な水道による安定した水の供給」を実現させるため、広域化基本構

想及び基本計画に基づき、老朽化の進む水源等の施設は廃止し、地下水や表流水等の安定水源と

した施設を中心に再構築を行う。 
 このために４つの視点で行うこととする。 

・ 水源の有効活用として、水源に余力があり原水及び浄水の水質が良い水源・浄水場を有効

活用し、安全でおいしい水を供給する。 
・ 安定供給体制の向上として、原水や浄水の供給経路を複数化する。 
・ 維持管理費及び更新費用の低減として、施設の相互融通と余力を活用することで施設の統

廃合を行い、地域全体として二重投資となるような更新事業を削減する。また、施設数の減

少により、維持管理費を削減する。 
・ 災害対策の推進として、事業統合による確保財源により、施設及び管路の災害対策を推進

する。また、ソフト面の危機管理体制の強化や、水道施設が広域的に分散配置されるメリッ

トを生かした災害対策を進める。 
 

3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２参照） 

また、計画スケジュールは、図３の通りである。 

 
施設区分 計画の概要 

浄水場 統合前 22 箇所→統合後 14 箇所（△８箇所） 

送水管 統合前０km 

→統合後 DCIPφ300×7,575m、DCIPφ250×6,365m（13,940m） 

配水池または配水場 統合前 22 箇所→統合後 22 箇所（０箇所） 

配水管 統合前 不明 

→統合後 DCIPφ300×2,378m,DCIPφ200×2,870m, 

DCIPφ150×1,080m,DCIPφ100×960m 

連絡管 統合前０km 

→統合後 DCIPφ300×4,410m,DCIPφ200×2,450m 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 

3.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定。なお、人口推計は、コーホート要

因法にて算出した。水需要の推計は、構成団体別の推計値を合算して群馬東部地域の推計値

とし、平成 14 年度から平成 23 年度までの実績を基に、時系列傾向分析等の手法により推計

した。給水量は、生活用有収水量と都市活動用有収水量を原単位法により推計し、将来の有

収率と負荷率を設定し、一日平均給水量と一日最大給水量を算出した。 

・ 施設整備計画の策定にあたっては、持続可能な水道による安定した水の供給を実現させる

ため、広域化基本構想及び基本計画に基づき、老朽化の進む水源等の施設は廃止し、地下水

や表流水等の安定水源とした施設を中心に再構築計画を検討した。 

・ 構成市町それぞれにおいて、広域統合および事業体ごとに事業経営を継続した場合を財政

計画のシミュレーションにより比較検討を行い財政面の効果を検証した。 
 

 
 
3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

特になし 
 

3.5 計画変更の方針及び概要 

令和２年４月の群馬県企業局新田山田水道用水供給事業及び東部地域水道用水供給事業と

の統合に際し、垂直統合基本構想及び基本計画を策定し、これまでの計画を変更した。 
 
3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

現時点においては特になし 
 

 

 

 

 

 

 

水需要予測 ・人口推計 ：コーホート要因法 
・水需要予測：時系列傾向分析により予測 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

・老朽化の進む水源等の施設は廃止し、地下水や表流水等

の安定水源とした施設を中心に再構築計画を検討 
施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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〇広域連携事例集 

〇【統-21】群馬東部水道企業団 

 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設事業費の削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 27 年４月～令和 6 年（平成 36）年３月（10 年） 

算定手法 構成市町において、事業統合後及び単独経営の差分を経済

効果として算定した。 

事業費：水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手

引きによる費用関数を用いて算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 18.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）人件費及び維持管理費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 28 年４月～令和 6 年（平成 36）年３月（８年） 

算定手法 年度別に設定した職員の配置案及び包括業務委託の実施に

伴う費用を基に、人件費及び維持管理費を算出し、事業統

合後と単独経営の差分を経済効果として算定した。 

効果算定 

対象費目 

人件費、その他(薬品費、委託料、その他の営業費) 

評価結果 11.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）水源の有効活用（定性的効果） 
ｄ）水源の有効活用原水や浄水の供給経路を複数化することで、水道水の安定供給体制を向上さ

せる（定性的効果） 
ｅ）施設の相互融通と余力の活用で統廃合を行う（定性的効果） 
ｆ）危機管理体制の強化（定性的効果） 
 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

当初計画どおり。 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【統-22】秩父広域市町村圏組合 

【統-22】［事業統合（水平統合）］ 

秩父広域市町村圏組合 

 
 基本情報 

(1）都道府県 埼玉県 

(2）事業体名 秩父広域市町村圏組合 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 21 年９月～平成 28 年３月（６年６ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市２町１組合 

秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野・長瀞上下水道組

合 

(7）直近の認可 目標年度 令和７年度 

計画給水人口 100,230 人 

計画一日最大給水量 54,670m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 位置図 

（出典）「秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）」 平成27年３月 
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〇広域連携事例集 

〇【統-22】秩父広域市町村圏組合 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

基本計画は、秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町の１市４町の４水道事業体で水道事

業の 50 年後の将来像を見据えた基本構想をもとに、水道利用者に安心・安全でおいしい水を安定

給水できるように、当面の目指すべき目標を実現するため、具体的な方策を定めるものである。 

・ 施設整備計画 

施設の再編成は、「水源の有効利用」、「安全・安定給水の維持・向上」、「施設の維持管理費、

更新費の低減」、「災害対策の推進」、「国からの交付金の有効活用」などの視点で検討する。

計画期間は平成 28 年～37 年までの 10 年間として、橋立浄水場及び別所浄水場を拠点とした

送配水施設整備計画を進める。 

・ 管理体制 

計画的に事務所を統合し、業務の効率化及び経費の削減を推進する。これにより、管理体

制が明確となり、委託の対象範囲、形態や職員配置の適正化について検討する。具体的には、

営業系管理体制、工務系管理体制の現状や委託状況を踏まえた上で、将来における管理体制

や包括業務委託を推進する。 

 ［営業系管理体制］ 

➢ 経理業務は、システムと職員を統合時１箇所に集約し、業務の効率化を図る。 

➢ 料金業務は、現在秩父市で実施している水道料金の包括的業務委託を拡充し、直営で

実施してきた業務に対して４水道事業体一括で委託することが考えらる。業務を一括で

委託することより、職員不足の補完や委託費用を抑制することができる。また、コンビ

ニエンスストア収納やクレジット収納などを充実させ、窓口となる事務所の統廃合の計

画と併せた、合理的な管理体制を目指す。 

 ［工務系管理体制］ 

➢ 監視体制、巡視点検、水質管理、故障・漏水対応などについては、包括業務委託の可

能性を検討する。また、委託にあたっては、現在の水道サービスの水準を維持・向上を

図りながら円滑に委託へと移行できるように、管理・監視体制を整備する。 

（地区設定） 

４水道事業体の現状は、給水区域が広く、施設の数も多く点在していることから、

地区を分け段階的に委託範囲を拡大していく。 

（委託内容） 

業務の効率化、夜間、休日の勤務体制、緊急時対応や各種保守点検、ユーティリ

ティ調達などを組み込んだ包括業務委託による維持管理体制を進める。 

 ［経 営］ 

取水施設や浄水場などの統廃合による建設改良費の低減や国からの交付金の活用、事業

の効率化及び包括業務委託の導入による費用削減などを行い、３～５年ごとに定期的な水

道料金見直しを行う。 

  



 

155 
 

〇広域連携事例集 
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2.2 広域連携(実績)の内容 

今後、必要に応じ以下の点について計画変更を行う予定。 
➢ 水需要予測の時点修正。 
➢ 一部の系統で施設能力上限での運用が懸念されるため、配水量の他、管路の漏水を考慮

した計画の見直し。 
➢ 更新工事が遅れることの影響。 

 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 施設の再編成は、「水源の有効利用」、「安全・安定給水の維持・向上」、「施設の維持管理費、

更新費の低減」、「災害対策の推進」、「国からの交付金の有効活用」などの視点で検討してい

る。 

・ 計画期間は平成 28年～37 年までの 10 年間として、橋立浄水場及び別所浄水場を拠点とし

た送配水施設整備計画を進める。主な施設整備計画は、以下のとおり。 

➢ 秩父地域の拠点となる別所浄水場、橋立浄水場（両者施設能力約２万㎥/日規模）の整備 

➢ 橋立浄水場から横瀬町方面へ配水できる水道システムの整備 

➢ 別所浄水場から秩父ミューズパークを経由し、小鹿野町方面への配水と吉田地区・皆野

町方面に配水できる水道システムの整備 

➢ 別所浄水場から皆野町方面へ配水拡大できる水道システムの整備 

➢ 橋立浄水場から高篠地区を通り、皆野町三沢地区へ配水できる水道システムの整備 

 
3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細はエラー! 参照元が見つかりません。２

参照） 
また、計画スケジュールは、図３の通りである。 

 
施設区分 計画の概要 

水源及び取水施設 統合前 47 箇所→統合後 32 箇所 （△15 箇所） 

浄水場 統合前 41 箇所→統合後 26 箇所 （△15 箇所） 

送水施設(ポンプ場) 統合後４箇所廃止 

配水池または配水場 統合後計 13 箇所廃止 
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図３ スケジュール（計画） 

（出典）「秩父地域水道事業広域化基本計画」 平成 27 年３月策定 
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3.3 検討手法 

次の手順で検討を行った。 
・ 秩父広域市町村圏組合の全体人口予測（秩父地区、横瀬地区、小鹿野地区、皆野・長瀞地

区） 
・ 秩父広域市町村圏組合の全体需要予測（秩父地区、横瀬地区、小鹿野地区、皆野・長瀞地

区） 
・ 将来系統切替計画の整理（計画時期、計画水量）  
・ 系統別需要水量の算定 
・ 需給バランスの検討（浄水能力と地区需要） 
・ 解析条件の整理（時間係数、送配水量の設定など） 
・ 新設ルートの設定 
・ 水理計算（新設ルートや系統切替を考慮した管網） 
・ 管路諸元の設定（ポンプ施設の必要性の確認を含む） 
・ 整備費用の算定 
・ 施設整備計画のとりまとめ 
秩父広域地域では、既に人口及び水量の減少が顕著であり、人口や原単位の減少を考慮した。 

系統切替（橋立系・別所系）は、旧秩父市の計画を配慮し検討した。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

水需要予測 ・全体人口予測 
・全体水需要予測 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

以下の検討を含む 
・解析条件の整理（時間係数、総配水量の設定など） 
・新設ルートの設定 
・水理計算（新設ルートや系統切替を考慮した管網 
・管路諸元の設定（ポンプ施設の必要性の確認を含む） 

施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーションの実施 

・将来系統切替計画の整理（計画時期、計画水量）を含む 

・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

【課題】 
・ 統廃合による拠点施設の変更に加え丘陵地域であるため、高水圧、低水圧への配慮が重要

であった。 
・ 統廃合や系統切替に伴う管路流向の変化により、赤水対策が必要となった。 
・ 更新対象となる管が多く、優先順位付けが必要と考えられた。 

【対応策】 
・ 高水圧、低水圧の対象となる管路については、設計時に実測圧と計算圧の誤差検証を行う

必要がある。 
・ 赤水の発生個所を限定するとともに、住民への広報が必要である。 
・ 地元担当者と協議（上流側、布設年度）して、更新優先順位を設定した。 

 
3.5 計画変更の方針及び概要 

・ 水需要予測の時点修正。 
・ 一部の系統で施設能力上限での運用が懸念されるため、配水量の他、管路の漏水を考慮し

た計画の見直し。 
・ 更新工事が遅れることの影響。 

 
施設区分 計画変更の概要 

水源及び取水施設 当初計画通り 

浄水場 当初計画通り 

送水施設(ポンプ場) 当初計画通り 

配水池または配水場 当初計画通り 

 
3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

【課題】 
・ 推進工法の立坑の掘削で調査時には判明しなかった巨礫が出現した。 
・ 推進工を行った後、雨が降り立坑内に湧水が発生した。 
・ 既設管が予定していた場所に埋設されていなかった。 

【対応策】 
・ 推進工法の機材を巨礫対応に変更した。 
・ 薬液注入工を増工し止水を行った。 
・ 電磁波レーダを用い埋設部調査を行い、埋設個所の当りをつけ、試掘を行った。 
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 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による更新費用の削減（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 施設の削減数 

評価期間 平成 28 年～平成 37 年 (10 年) 

評価手法 統合後の取水施設及び浄水場の削減数 

評価結果 
取水施設△15 箇所 

浄水場 △15 箇所 

 
ｂ）職員体制の適正化（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 職員数の削減 

評価期間 平成 28 年～平成 77 年 (50 年) 

評価手法 単独と統合後の職員数の比較 

評価結果 △17 人  

 
ｃ）事業統合による更新費用の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 28 年～平成 77 年（50 年） 

算定手法 アセットマネジメント簡易支援ツールのほか、施設・設備

の施設更新費用については、「水道事業の再構築に関する

施設更新費用算定の手引き、厚生労働省」に示されている

費用関数を用いて算定する。また、小規模施設の更新費用

については、メーカーヒアリング調査を実施し、設定す

る。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 11.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 

ｄ）職員体制の適正化（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 28 年～平成 77 年（50 年） 

算定手法 実績値等をもとに人件費削減額を試算 

効果算定 

対象費目 

人件費 

評価結果 28.1％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間に広域化施設整備を行い、施設の統廃合の進捗状

況に応じて算定する予定。 

 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

秩父広域市町

村圏組合 

秩父地域の水道事業の広

域化（I）－人口減少と

施設等の老朽化－ 

町田 忠男

(秩父市水道

部) 

平成 27 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.118-119 

pp.159-160 

 

統-22 

秩父広域市町

村圏組合 

秩父地域の水道事業の広

域化（Ⅱ）－広域化に向

けた事務調整の取組み

「料金業務を中心に」－ 

若林 裕季

(秩父市水道

部) 

平成 27 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.120-121 

pp.161-162 統-22 

秩父広域市町

村圏組合 

秩父地域の水道事業の広

域化（Ⅲ）－特徴と課題

－ 

町田 忠男

(秩父広域市

町村圏組合) 

平成 28 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.160-161 

pp.163-164 統-22 

秩父広域市町

村圏組合 

広域化に伴う水道料金差

額分補助金の算出方法 

栗島 俊 

(秩父広域市

町村圏組合) 

平成 29 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.14-15 

pp.165-166 統-22 
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【統-23】［事業統合（水平統合）］ 

佐久水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 長野県 

(2）事業体名 佐久水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 29 年３月(最新) 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 41 年４月～平成 29 年３月（51 年間） 

(6）広域連携前の事業体等 １市３町２村１企業団１組合 

八千穂村、佐久町（後に八千穂と佐久町が合併して

佐久穂町になる）、臼田町、佐久市、浅科村（後に

佐久市と臼田町、浅科村、望月町が合併。）、御代

田町、佐久市御代田町水道組合、佐久水道企業団 

（簡水の合併及び上水への統合） 

(7）直近の認可 目標年度 令和８年度 

計画給水人口 119,000 人 

計画一日最大給水量 49,000m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 給水区域図 

（出典）「佐久水道企業団ＨＰ 給水区域」 
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 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

年月 内 容 

S41.４ 佐久地方の水道行政の広域化と効率的な水の供給により、水不足地域の解消と水道

事業の合理的な運営による住民福祉の増進を図るため、佐久平上水道組合（現：佐久

水道企業団）と佐久市御代田町水道組合、佐久市の東簡水、東地簡水、御代田町の御

代田町簡水と統合。同時に臼田町の田口上水道の一部も統合。 

S45.４ 雨季になると濁りが生じることや水源水量の不足により臼田町田口簡易水道と丸

山簡易水道が佐久水道企業団（以下、「佐久水」という。）と統合。 

S48.９ 佐久地方の水道行政の広域化を行い、効率的な水の供給による水不足地域の解消と

合理的な運営により住民祉増進を図るため、佐久水道と八千穂村の穴原簡易水道、崎

田簡易水道、佐久町の花岡簡易水道、浅科村の駒寄簡易水道が統合。 

S49.12 水不足問題の解消のため御代田町の面替簡易水道が佐久水へ統合。 

S52.５ 佐久市大沢の大沢、大沢新田の両簡易水道が佐久水へ統合により、水不足問題等の

解消及び構成市町村の水道行政の一元化を図った。 

S53.４ 佐久市の小宮山、前山北中、前山南の三簡易水道を整備し、前山簡易水道として統

合し構成市町村の水道行政の一元化を進めた。 

S58.９ ・臼田町の小田切簡易水道と、佐久水で経営する湯原簡易水道を統合整備し、小田切

湯原簡易水道として名称を改めた。 

・水道施設の維持管理、水質の保全等に万全を期し合理定な経営により住民福祉の増

進を図るため、御代田町の久能簡易水道を佐久水へ統合。 

・佐久市の常和簡易水道を佐久水へ統合し、市町村内の水道行政の一元化を進めた。 

・大沢・湯原新田の両簡易水道を一つの簡水に統合。両簡水は共に施設の老朽化と水

源水量の枯渇問題を抱えていたため、施設の整備及び大沢新田地区に開発した水源

（深井戸）により施設を一体化し安定した水の供給と合理的な運営を図った。 

S58.10 大沢簡水、前山簡水を統合して大沢前山簡水として経営。施設の老朽化と水源水量

不足を抱えていたため隣接しあう簡水で統合。 

S58.11 八千穂村で経営していた高岩・天神町簡易水道を佐久水へ統合することで有効な水

源利用と合理的な運営を図り、構成市町村の水道行政の一元化を進めた。 

S61.３ 御代田町で運営されていた草越広戸簡易水道と豊昇簡易水道を佐久水へ統合整備。

構成市町村の水道行政の一元化を進めた。 

S63.７ 佐久町で経営されていた下海瀬簡易水道を統合整備し、構成市町村の水道行政の一

元化を進めた。 

Ｈ元.３ 下海瀬簡易水道の施設の老朽化と水源水量の減少のため、隣接する高岩天神町簡易

水道と統合し、穂積下海瀬簡易水道と名称を改めた。また、水源の有効利用と水道施

設の維持管理、水質の保全を整備。 

H３.４ 佐久市で経営されていた西山簡易水道と当簡易水道より分水を受けていた東立科、

前山開拓水道及び未給水地区の笹倉地区を統合整備。 

H６.４ 浅科村で経営されていた矢島簡易水道を統合整備し、構成市町村内の水道行政の一

元化を進めた。 
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H９.４※1 11 簡水のうち８簡水の大沢前山簡易水道、常和簡易水道、大沢湯原新田簡易水道、穂

積下海瀬簡易水道、久能簡易水道、草越広戸簡易水道 、豊昇簡易水道、矢島簡易水道

を統合。 

H10.４※1 日向簡易水道を佐久水へ統合。 

H11.４※1 内山簡易水道を佐久水へ統合。 

H13.３ 八千穂村で経営していた八郡簡易水道を施設の老朽化、水源水量の不足、管理の困

難により佐久水へ統合。 

H14.４※1 小田切湯原簡易水道を佐久水へ統合。 

H19.３ 佐久市（旧望月町）で経営していた望月上水道、布施、長者原簡易水道と佐久市望

月外１市水道企業団を水道事業の経営基盤強化とお客様サービスの向上を図るため

統合。 

H21.３ 佐久穂町で経営している本郷針の木沢、館向原、東地区、影新田簡水を町内の水道

の広域化と住民への給水サービスの向上を図ることと、水道施設の整備、維持管理等

の合理的経営、住民の福祉増進に努めるため経営を移管。 

H29.３ 水道事業の一元管理、維持管理体制の強化、危機管理体制の充実等、水道利用者に安

全安心な水道水を安定的に供給し、なお一層の均一で良質な水道サービスを実現する

ため、11 簡易水道（香坂東地、西山、布施、長者原、望月北御牧、東地区、本郷針の

木沢、影新田、館向原、畑八、八郡）を佐久水へ統合。 

※１ 上信越自動車道の開通、新幹線の開業と佐久平は、長野県の東玄関口として変貌が大き      

く給水区域等の見直しが必要になり、11 簡易水道を上水道に統合し水道行政の一元化をし

た。 
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり、事業統合を実施した。 
 

 

 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）上水統合に伴いバックアップ機能の強化（定性的効果） 
ｂ）水不足地区の解消（定性的効果） 
ｃ）隣接しあう簡水の合併、統合により効率的な水の供給（定性的効果） 
ｄ）施設の維持管理の合理化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

ａ）上水統合に伴いバックアップ機能の強化（定性的効果） 
ｂ）水不足地区の解消（定性的効果） 
ｃ）隣接しあう簡水の合併、統合により効率的な水の供給（定性的効果） 
ｄ）施設の維持管理の合理化（定性的効果） 
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 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 



 
 

174 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-24】大阪広域水道企業団 

【統-24】［経営の一体化（垂直統合）］ 

大阪広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 大阪府 

(2）事業体名 大阪広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 

(4）広域連携実現年月 平成 29 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 26 年４月～平成 29 年３月（３年間） 

(6）広域連携前の事業体等 １市１町１村１企業団 

四條畷市、太子町、千早赤阪村、大阪広域水道企業団 

(7）直近の認可 事業区分 四條畷 

水道事業 

太子 

水道事業 

千早赤阪 

水道事業 

水道用水 

供給事業 

目標年度 令和８年度 令和８年度 令和８年度 令和２年度 

計画給水人口 57,300 人 13,800 人 5,500 人 - 

計画一日最大給水量 18,740m3/日 4,510m3/日 2,640m3/日 1,710,000m3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ３事業体の位置図 

(出典) 「大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪村との水道事業の統合に向けての検討、協議 

統合案 大阪広域水道企業団」  
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 広域連携の概要 

6.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大阪府域の水道事業については、人口減少等に伴う水需要・料金収入の減少をはじめ、老

朽化した施設の更新・耐震化やベテラン職員の大量退職に伴う技術継承への対応など、様々

な課題に直面している。 
・ このため、府域では、将来にわたり安全・安心な水道水を安定的に供給するため、大阪府

が策定した「大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン）」に基づき、府域の水道事業

の効率化や運営基盤の強化につながる「広域化」（市町村水道事業との連携拡大や統合）を推

進し、当企業団を核とした「府域一水道」（大阪市を含む府内の全市町村との水道事業統合）

をめざしているところである。 
・ 広域化の推進に当たっては、これまで災害用備蓄水の共同製作、水質管理業務の共同化と

いった「業務の共同化」など連携に取り組みやすい分野から順次取組を進めてきた。 
・ 次に「経営の一体化」として、市町村水道事業との統合に向けた検討・協議を進め、現在

では、平成 29 年４月から、四條畷市、太子町、千早赤阪村の各水道事業を企業団が引き継ぎ、

３団体の水道事業を担っている。 
 
6.2 広域連携(実績)の内容 

・ 当初計画を踏襲した経営戦略に基づき、4 年目の施設整備を実施中。 
・ 統合効果である専門技術職の最適配置に伴い、現場における技術力のボトムアップが図ら

れ、新規事業の着実な推進に繋がっている。また、既存施設の点検を含めた施設整備計画の

詳細な検討を実施することが可能となったため、施工時期の優先度について見直しを行った。 
・ その結果、アセットマネジメントに基づく設備系の更新事業については、実際の老朽度・

危険度等に基づき、適切な施工時期の見直しを行い、一部の工事については施工時期の入替

え等を実施した。 
・ また、施設の統廃合に基づく最適配置計画についても、今後、技術力に基づく詳細な検討

を進めて行く予定である。 
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 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

7.1 計画の方針 

・ 企業団の技術力・組織力を活用し、統合団体の水道施設及び水運用について俯瞰的に調査

を行い、施設能力に余裕のある施設、集中監視制御設備等の個別に保有している施設の統廃

合に加え、水道用水供給事業の用地活用や送水圧力の有効利用制度を考慮して効率的な施設

整備を検討する。 
・ また、将来、水源水量の低下や水質の悪化等の恐れがある自己水源の企業団水への切替や

企業団の現計画との整合についても考慮し検討する。 
 

7.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２～図４参照） 

また、計画スケジュールは、図５の通りである。 

 
施設区分 計画の概要 

浄水場 統合前５箇所→統合後４箇所（廃止１箇所） 

送水施設（ポンプ場） 統合前 13 箇所→統合後 11 箇所（新設１箇所、廃止３箇所） 

送水管 統合前 1.6km→統合後φ150～500×5.1km 耐震管 

（新設 3.5km 及び布設替 1.6km） 

配水池又は配水場 統合前 26 箇所→統合後 23 箇所（新設１箇所、廃止４箇所） 

配水管 統合前 2.0km→統合後φ200～300×4.5km 耐震管 

（新設 0.0km 及び布設替 4.5km） 
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図２ 施設整備計画図（四條畷市） 

(出典)「大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪村との水道事業の統合に向けての検討、協議 

統合案 大阪広域水道企業団」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 施設整備計画図（太子町） 

(出典)「大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪村との水道事業の統合に向けての検討、協議 

統合案 大阪広域水道企業団」  
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図４ 施設整備計画図（千早赤阪村） 

(出典)「大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪村との水道事業の統合に向けての検討、協議 

統合案 大阪広域水道企業団」  
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図５ スケジュール（計画） 

(出典)「大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪村との水道事業の統合に向けての検討、協議 

統合案 大阪広域水道企業団」  

 

7.3 検討手法 

・ 施設整備に係る計画水量については、水需要予測を行い決定している。 

・ 人口の予測については、大阪府における直近の人口増減の傾向を反映させた「大阪府の将

来推計人口の点検について（平成 26 年３月推計 大阪府政策企画部）」を用いて「日本の地

域別将来推計人口（平成 25 年３月推計 国立社会保障・人口問題研究所）」における市区町

村別人口比を乗じて算出している。 

・ 水需要については、用途別に分類し平成 15～24 年度の実績を基に時系列分析によって将

来水量を各々予測し、有収水量を算出し計画一日平均給水量、一日最大給水量を算出してい

る。 

・ 施設整備計画については、施設の更新及び統合後の施設の最適配置に分けて検討している。 

・ 施設の更新については、アセットマネジメントの考え方に基づき適切な期間（更新基準年

数）で更新するとともに更新時のダウンサイジングを考慮し計画を策定している。 

・ また、統合後の施設の最適配置については、「3.1 計画の方針」で記載したとおりである。 
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・ 経営シミュレーションについては、直近の予算値、決算値を用いて単独経営及び統合の場

合の２ケースを行っている。施設整備費用については、施設整備計画により算出したものに

加え国交付金についても考慮している。 

・ 単独経営と統合の場合の経営シミュレーションを比較検証した結果、統合した場合は将来

の水道料金の値上げ抑制ができることが見込まれ、さらには、「事業費の低減」、「国交付金」

等の統合に伴う効果額についても確認できた。 

 

 
 
7.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

統合対象の市町村がそれぞれ単独で存在し、連担していないため、水平連携の検討が不可能で

あった。 

そのため、企業団（水道用水供給事業)との垂直統合を主眼に、現段階における最も効果的な施

設の最適配置の策定及び交付金が最大限、活用できるよう検討を行った。 

 
7.5 計画変更の方針及び概要 

今のところ概ね当初計画を踏襲した経営戦略に基づき事業を実施している。しかしながら、計

画策定時の人口推計に比して人口減少が進行しており、水需要予測の慎重なフォローが必要とな

っていることや、大阪北部地震や最近の異常気象などを鑑み、計画の根本的な変更は見込んでい

ないものの、より効果的な水運用の考慮や取組の優先度（順序）の変更など、今後、適切な見直

しは図っていく必要がある。 

 
7.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 
 
 
 
 
 
  

水需要予測 ・人口推計 ：「大阪府の将来推計人口の点検について」

を用いて「日本の地域別将来推計人口」に

おける市区町村別人口比を乗じて算出 
・水需要予測：時系列傾向分析により予測 計画一日平均給水量、計画 

一日最大給水量の算定 

・施設の更新及び統合後の施設の最適配置に区分して検討 施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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 広域連携による効果 

8.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 
ａ）経営の一体化による事業費削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 平成 25 年４月～令和 35 年（平成 65）年３月（40 年） 

算定手法 今後 40 年間の市町村水道の事業費について、単独経営と統

合時の財政計画シミュレーションを実施し、その差分を効

果として算定。 

・更新事業費は施設整備計画で検討した最適配置（アセッ

トマネジメント及びダウンサイジング）に基づき算定 

・維持管理費は平成 25 年度の実績値で算定 

・人件費は平成 25 年度実績値で算定（組織統合のよる削減

効果は算定せず） 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(減価償却費、支払利息、企業債還元金

償還金) 

評価結果 11.3％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）交付金の活用（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 平成 29 年４月～令和 9 年（平成 39）年３月（10 年） 

算定手法 統合時の財政計画シミュレーション内において、平成 29～

38 年度の 10 年間について、施設整備事業費の 1/3 の財源

に国の交付金を見込み、総額（充当額）を効果として算

定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 100％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）企業団の技術力・組織力を活用した非常時対応の発揮（定性的効果） 
ｄ）人員の適正配置による技術継承問題の解消（定性的効果） 
ｅ）技術管理者を中心とした専門技術職による確実な事業運営（定性的効果） 
ｆ）水源から蛇口までの総合的な水質管理（定性的効果） 
ｇ）新規サービスの導入等によるお客様サービスの維持・向上（定性的効果） 
 
8.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

該当事項は特になし 
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 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と四

條畷市・太子町・千早赤

阪村との水道事業の統合

に係る検討、協議（Ⅰ）

－統合によるメリットの

検討及び統合案の策定－ 

吉川 大輔

(大阪広域水

道企業団) 

平成 28 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.168-169 

pp.180-181 統-24 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と四

條畷市・太子町・千早赤

阪村との水道事業の統合

に係る検討、協議（Ⅱ）

－垂直統合における広域

化効果の算定－ 

澤 深太郎

(日水コン) 

平成 28 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.170-171 

pp.182-183 統-24 
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〇広域連携事例集 

〇【統-24】大阪広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-24】大阪広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-24】大阪広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-24】大阪広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

【統-25】［事業統合（垂直統合）］ 

香川県広域水道企業団 

 

 基本情報 

(1）都道府県 香川県 

(2）事業体名 香川県広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 30 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年 12 月～平成 30 年３月（９年４ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １県８市８町１事務組合 

香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音

寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小

豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度

津町、まんのう町、小豆地区広域行政事務組合 

(7）直近の認可 目標年度 令和 10 年度 

計画給水人口 939,800 人 

計画一日最大給水量 386,700ｍ3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事業統合対象地域図 

（出典）「香川県水道広域化専門委員会報告書」（平成 23年３月） 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

 広域連携の概要 

12.1 広域連携(計画)の内容 

広域水道施設整備として、県内の５ブロックにおいて水道施設等の維持・管理、運営等の効

率化により、水道事業の基盤を強化し、円滑な水融通を行うために必要な施設を整備する。ブ

ロックごとの整備概要は次のとおり。 
➢ 西讃ブロック 

   浄水場、給水区域等の統廃合に伴う施設整備を行う。 
➢ 中讃ブロック 

   浄水場、給水区域の統廃合に伴う施設整備を行う。 
➢ 高松ブロック 

   中規模浄水場の統廃合に伴い基幹浄水場間の原水連絡管、導水施設の整備を行う。 
➢ 東讃ブロック 

   小規模浄水場の統廃合に伴い水源を集約するための導送水設備及び集約する浄水場の拡張

を行う。 
➢ 小豆ブロック 

   山間部にある小規模浄水場の廃止に伴う施設整備を行う。 
 
12.2 広域連携(実績)の内容 

事業統合直後であるため、当初計画からの変更なし 
 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

13.1 計画の方針 

統合前の事業体では、人口減少に伴う水道収益の減少、経年劣化が進む水道施設の更新、渇

水や地震等の災害への対応、技術継承など個々で対応することが難しい課題を抱えていたこと

から、統合後の施設整備においては、それらの課題を広域的な見地から克服するための広域水

道施設整備と経年施設更新整備を行う。 
・ 広域水道施設整備 

➢ 水道施設等の維持・管理、運営等の効率化により、水道事業の基盤を強化し、円滑な水

融通を行うために必要な施設を整備する。 
➢ 香川用水及び県内自己水源は、水利権水量の範囲内で、効率的に活用する。 
➢ 施設能力や配水区域等において、合理的かつ経済的と考えられる施設は継続して運用し、

統合等により整理できる施設は運用を休止又は廃止する。 
・ 経年施設更新整備 

➢ 更新需要のピーク時期や規模を踏まえ、施設区分ごとの状況を踏まえた更新基準を設定

し、重要度や優先度、事業の平準化等を考慮した更新整備を行う。 
➢ 統合等により整理できる施設は休止又は廃止する一方、運用する施設の機能を効率的に

活用することにより、更新需要を抑制する。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

13.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２参照） 

 
施設区分 計画の概要 

導水管 統合前φ150～φ800×216.6km→統合後φ150～φ800×256.0km（39.4km） 

浄水場 統合前 71 箇所→統合後 38 箇所 （△33 箇所） 

送水管 統合前φ75～φ900×589.5km→統合後φ75～φ900×651.8km（62.3km） 

連絡管 統合前φ400×1.0km→統合後φ400～φ600×6.4km（5.4km） 

※ 現在、上記計画について見直しを行っている。 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

13.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定する。なお、人口推計はコーホート

要因法、水需要の推計は水需要量を用途別に分類し、各用途別有収水量の平成 18 年度から平

成 27 年度までの実績給水量のデータをもとに時系列傾向分析によって将来水量を各々予測

し、これらの総和をもとにして計画一日平均給水量、及び計画一日最大給水量を算定する。 

・ 構成市町それぞれにおいて、広域統合（以降、統合）した場合と事業体ごとに事業経営を

継続した場合（以降 単独）を財政計画のシミュレーションにより比較検討し、経済効果を確

認する。 

 

 
 
13.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

更新の考え方が整理されていなかったことから、将来の更新投資を的確に把握するために、

施設区分ごとの状況を踏まえた更新基準を設定することによって、より合理的な財政計画を作

成することとした。 
 
13.5 計画変更の方針及び概要 

現在、より効率的な施設整備のために計画の見直しを行っている。 
 
13.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

統合直後であるため、該当事項は特になし。 
 
  

水需要予測 ・人口推計 ：コーホート要因法 
・水需要予測：時系列傾向分析 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・統合した場合と統合しない場合で比較し経済効果を確

認 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

 広域連携による効果 

14.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合に伴う費用削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 30 年～平成 55 年（26 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後と単独経営を継続

した場合における財政計画シミュレーションを実施し、計画

目標年次までの建設改良費、維持管理費、人件費を算出し、

差分を経済効果として算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費 

評価結果 5.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）災害・事故時等の緊急時対応力強化（定性的効果） 

 
14.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

統合直後であるため、該当事項は特になし 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

香川県広域水

道企業団 

香川県における水道事業

の広域化－県内一水道を

目指して－ 

遠藤 智義

（高松市上

下水道局） 

平成 29 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.174-175 

pp.191-192 統-25 

香川県広域水

道企業団 

香川県広域水道企業団の

始動－業務の統一化と運

営基盤強化に向けた企業

団本部の役割－ 

金子 瞳(香

川県広域水

道企業団) 

平成 30 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.112-113 

pp.193-194 統-25 

香川県広域水

道企業団 

香川県広域水道企業団に

おける積算業務システム

の検討と導入 

中尾 信博

（香川県広

域水道企業

団） 

平成 30 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 pp.130-131 

pp.195-196 統-25 



 

193 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

香川県広域水

道企業団 

香川県水道事業広域化に

伴う水質検査計画統一に

向けた取組－旧用水供給

事業の検査計画見直し－ 

久保 啓二

(香川県広域

水道企業団) 

令和元年度全国

会議（水道研究

発表会）講演集

pp.150-151 

pp.197-198 統-25 

香川県広域水

道企業団 

香川県における水道広域

化の取組について 

高原 康(香

川県広域水

道事業体設

立準備協議

会事務局) 

水道 第 60 巻 

第 5 号 pp.11-

16 

pp.199-204 統-25 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 

 



 
 

207 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-25】香川県広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-26】かずさ水道広域連合企業団 

【統-26】［事業統合・経営の一体化（垂直統合）］ 

かずさ水道広域連合企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 

(2）事業体名 かずさ水道広域連合企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 

(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 19 年４月～平成 31 年３月（12 年） 

(6）広域連携前の事業体等 ４市１企業団 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、君津広域水

道企業団 

(7）直近の認可 事業区分 水道事業 水道用水供給事業 

目標年度 令和 10 年度 令和７年度 

計画給水人口 321,500 人 － 

計画一日最大給水量 127,500m3/日 164,000m3/日 

 

 

図１ 位置図 
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〇広域連携事例集 

〇【統-26】かずさ水道広域連合企業団 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 耐震性の低い老朽管の解消、水道事業を担う人材の確保、経営基盤の強化のため４市水道

事業と君津広域水道企業団が統合し、水平統合した４市水道事業と企業団で行っていた水道

用水供給事業の２事業を広域連合で行うものである。 

・ 計画期間は 20 年間とし、施設規模、財政シミュレーションを行うため水需要予測を行い、

統廃合事業に配慮した水源計画、統廃合事業や管路・設備の更新等などの施設計画を立てた

うえで、業務量に応じた職員数を設定して、財政計画を作成するものとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 統合後の事業形態イメージ 

（出典）「君津地域水道事業統合広域化基本計画 概要」 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

該当事項は特になし 
 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 施設数の減による維持管理費及び更新費用の削減並びに配水池の整備による耐震性能の向

上を図るため、配水区域の統廃合を行うものである。 
 ・ 統廃合計画は、４市内の６区域で、効率化のため水源を地下水から表流水に転換するもの

としている。 
  ➢ 上烏田、久保、北子安、上飯野配水区域の統廃合：水源 12 ヵ所、施設２ヵ所の廃止 

  ➢ かずさ、俵田配水区域の統廃合：水源２ヵ所、施設１ヵ所の廃止 
  ➢ 北部調整池からの直接配水：水源６ヵ所、施設２ヵ所の廃止 
  ➢ 宝竜寺受水槽（用途変更）からの配水：水源６ヵ所、施設２ヵ所の廃止 
  ➢ 受水地点の追加：水源３ヵ所、施設１ヵ所の廃止 
  ➢ 伊豆島、吉野田配水区域の統廃合：施設１ヵ所の廃止 
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〇広域連携事例集 

〇【統-26】かずさ水道広域連合企業団 

3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画、計画スケジュールは次の通りである。（詳細は図３参照） 

施設区分 計画の概要 

水源（ダム、地下水等） 統合前：65箇所 → 統合後：36 箇所（△29箇所） 

浄水場 統合前：20箇所 → 統合後：14 箇所（△６箇所） 

配水池または配水場 統合前：11箇所 → 統合後：９箇所（△２箇所） 

送水施設（ポンプ場） 統合前：64箇所 → 統合後：63 箇所（△１箇所） 

導水管 統合前：φ75～1000、94.0km → 統合後：φ75～1000､92.1km（△1.9km） 

送水管 統合前：φ50～1000、158.7km → 統合後：φ50～1000､142.2km（△16.5km） 

配水管 統合前：φ50～700、2695.9km → 統合後：φ50～700､2700.4km（4.5km） 

連絡管 統合前：０km→統合後：φ75～600､4.7km（4.7km） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 施設統廃合計画の位置図 

（出典）「君津地域水道事業統合広域化基本計画（平成 29年 10 月）」（一部加筆） 

□ 計画期間 

１）R1～R10   

２）R1～R10   

３）R11～R23   

４）R6～R20   

５）R20～R21   

６）R5～R8 
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3.3 検討手法 

計画期間を平成 31 年度から 20 年間とし、コーホート要因法により水需要予測を行い、施設の

規模を決定する。表流水への転換を第一優先として、市間で隣接した区域の再編により施設の統

廃合の検討を行う。 

検討にあたっては、次のとおり実現可能性の判断基準を設定する。 

① 配水区域の統廃合の実現性の判断基準 

  水源の能力が充実していること（区域の需要が、地下水と転換した表流水で不足しない

こと） 

  配水池の容量が給水量 12時間分を確保できること（確保できない場合は、配水池を整

備する） 

  水圧を確保できること。 

② 相互融通による連絡管の整備の判断基準 

  隣接区域に主要配管（φ150）以上が整備されており、道路状況等により管路が接続可

能であること。 

  隣接区域付近の標高が同レベルであること。 

③ 受水地点の追加の検討基準 

  水道用水供給事業の施設から自然流下で送水できること。 

  水道用水供給事業の送水能力及び水源能力が確保されていること。 

 
以上の統廃合計画のほか、管路や施設の更新などをアセットマネジメントにより費用と時期を

設定した建設改良費を計上した財政収支計画を作成し、統合した場合と統合しない場合で比較を

行うものとした。なお、財政収支計画は、５年毎に料金改定時期を設定し、赤字が見込まれる場

合には料金改定するものとした。 
 

 
 

 
  

水需要予測 ・水需要予測：コーホート要因法 
 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

・表流水への転換を第一優先として実現可能性の判断基

準を設定したうえで施設統廃合を検討 
施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・建設改良費を計上した財政収支計画を作成し、統合した

場合と統合しない場合で比較 
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3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

計画は、財政シミュレーションや組織のあり方など、包括的な統合広域化の検討の中での施設

統廃合計画であるため、事業費や行程など、改めて詳細な検討が必要である。 
 
3.5 計画変更の方針及び概要 

俵田配水区域の統廃合事業は、他の配水管更新工事との兼ね合いにより、着手年度を 1 年先送

りすることとした。 
 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

・技術系職員数の確保 
 統合から 10 年間は生活基盤施設耐震化等交付金を活用し、集中して事業を推進することとし

ているため、事業量に見合う技術系職員の確保が必須である。 
【課題】 
 当面は統合前の市域の事業を行うため構成市から職員の派遣があるが、将来的に派遣者は逓減

していき、プロパー職員も昨今は技術系職員の採用が困難で必要な人員確保に不安が残る。 
【対応策】 
 技術系職員の確保を第一に考えるが、職員確保が難しい中でも事業推進の手を緩められないた

め工事の発注ロットをまとめて工事件数を減らすなど契約形態に工夫を講じる。 
 今後はＤＢ方式による設計施工の一括化による業務効率化も検討するが、導入までには時間、

労力が必要となるため早急の導入は難しい。 

 

 

 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～平成 51 年４月（20 年） 

算定手法 システムの統一、委託の拡大、人件費の削減等の効果を３

条費用の 20 年間の年平均削減額で比較 

効果算定 

対象費目 

その他(３条の費用（長期前受金戻入を除く）) 

評価結果 11.1％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｂ）施設の統廃合による施設更新費用の軽減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～平成 51 年４月（20 年） 

算定手法 管、施設、設備などの更新対象に合わせて、過去実績や厚

生労働省で公表しているツールで費用を算出し、単独で全

てを更新する場合と統合により更新が不要になった場合の

事業費を比較 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 3.9％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）料金負担の軽減効果（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～平成 51 年４月（20 年） 

算定手法 算定した３条４条の費用を用いて財政収支計画を策定。 

収入にあたっては、５年間を料金算定期間として、５年間

で赤字等がでないように供給単価で料金を設定し、単独経

営と統合後の経営の場合で料金（供給単価）を比較。 

※評価結果は、平成 46 年～平成 50 年の５年間の供給単価 

効果算定 

対象費目 

その他(水道事業に係る費用全て) 

評価結果 11.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

該当事項は特になし 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-27】［経営の一体化（垂直統合）］ 

田川広域水道企業団 

 

 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 田川広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 ※最終形は事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年８月～平成 31 年３月（10 年８カ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市３町１企業団 

田川市、川崎町、糸田町、福智町、田川地区水道企業

団 

(7）直近の認可 
事業区分 

田 川 市 

水道事業 

川 崎 町

水道事業 

糸 田 町

水道事業 

福 智 町

水道事業 

水道用水 

供給事業 

目標年度 令和 18 年度 令和 18 年度 令和 18 年度 令和 18 年度 平成１７年度 

計画給水人口 48,200 人 15,700 人 8,350 人 21,900 人 108,300 人 

計画一日最大給水量 23,900m3/日 9,600m3/日 3,820m3/日 11,500m3/日 25,700m3/日 

 

図１ 位置図  
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 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 田川地域の水道事業（田川市、川崎町、糸田町及び福智町）においては、昭和 30 年代に建

設した施設の多くが経年劣化による更新時期を迎え更新需要が増大しており、また、水需要

が減少している現在では使用効率の低下がみられる。さらに水道を取り巻く環境から、今後

は料金収入の減少は確実な状況となっており、経営は一層厳しくなることが予想されている。 

・ 田川地域の水道事業が共通して抱えるこれらの課題を解消し、安全でおいしい水の安定供

給を図り、将来にわたり健全な水道経営を持続していくためには、田川地域の水道が一体と

なって地域全体を俯瞰した総合的な戦略を立てた上で、水道事業等の広域化（事業統合）を

行い、計画的かつ効率的に事業経営を行っていくことが重要であり、このような共通認識の

もとで広域化の検討を進めてきた。 

・ 水道施設の統廃合については、浄水場は、現企業団浄水場と新設する浄水場の２浄水場に

集約し、施設の再構築を行う。現企業団浄水場の水源は、現状の伊良原ダム表流水とするが、

新設浄水場の水源は、田川市と川崎町の水源を利用する。 

・ スケジュールとしては、次のとおりである。 
平成 31 年４月 用水供給事業と４水道事業の経営の一体化 

令和５年 ４月 事業統合予定（企業団による末端給水の実施） 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり。 
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 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 田川地域の水道事業を取り巻く環境の変化に対応しつつ、安全でおいしい水の安定供給を

図り、将来にわたり健全な水道経営を持続していくため、水道事業等の広域化（事業統合）

を行い、水道施設の統廃合を行う。 

・ 浄水場ついては、現企業団浄水場と新設する浄水場の２浄水場に集約し、施設の効率化を

図る。現企業団浄水場の水源は、現状の伊良原ダム表流水とするが、新設浄水場の水源は、

田川市と川崎町の水源を利用する。 

・ それ以外の水源及び浄水場は、事業統合とともに廃止の予定である。 

 
3.2 計画の概要 

・ 施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２～図３参照） 

施設区分 計画の概要 

水源及び取水施設 統合前 15 箇所→統合後５箇所（△10 箇所） 

導水管 統合前φ75～1000×44.7km→統合後φ300～1000×14.1km（△30.6km） 

浄水場 統合前 13 箇所→統合後２箇所（△11 箇所） 

送水管 統合前φ50～1000×117.1km→統合後φ300～1000×59.2km（△57.9km） 

送水施設 

(ポンプ場） 

調整池  統合前１箇所→統合後２箇所（１箇所） 

ポンプ場 統合前０箇所→統合後１箇所（１箇所） 

配水池または 

配水場 
配水池 統合前 36 箇所→統合後 27 箇所（△９箇所） 

配水管 統合前φ13～400×820.7km→統合後φ13～400×820.7km（△０km） 

連絡管 統合前０km→統合後φ800×1.0km（1.0km） 
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図２ 事業統合後の新水道システム 

（出典）田川地域水道事業経営戦略（平成 29 年６月） 
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図３ 事業統合後の主要施設位置図 

（出典）田川地域水道事業経営戦略（平成 29 年６月） 
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3.3 検討手法 

・ 企業団とその構成団体による事業統合を軸とする中長期的な経営戦略を策定し、施設の統

廃合及び再構築の検討を実施。 

・ 中長期的な水需要予測（計画期間 20 年間）を行い、事業規模（計画給水量、更新需要等）

の見通しを予測。人口推計は平成 18 年度から平成 27 年度の人口実績をもとに時系列傾向分

析を行い、国立社会保障・人口問題研究所による予測と比較し設定。水需要の推計は平成 18

年度から平成 27 年度の給水量実績をもとに、主に時系列傾向分析により用途別に将来の有

収水量を予測し、これらの総和をもとに計画一日給水量、計画一日最大給水量を算定。  

・ 施設整備については、新浄水場系の平成 35 年度の供用開始を目指し、水需要予測結果に基

づき施設規模を設定。浄水場は現企業団浄水場と新設する浄水場の２浄水場に集約、水源は

現企業団の伊良原ダム表流水と新設浄水場系の５水源（予備１水源を含む。田川市と川崎町

の既設水源を利用。）とし、概算更新事業費を算定。 

・ 企業団および構成市町について、事業統合および事業体毎に事業経営を継続した場合を財

政シミュレーションにより比較検討を行い、経済効果、水道料金の見通しを予測。 

 
 
 

 
 
3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 
 
3.5 計画変更の方針及び概要 

当初計画どおり。 
 
3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 
 
 

  

水需要予測 ・人口推計 ：時系列傾向分析を行い、国立社会保障・人

口問題研究所による予測と比較 
・水需要予測：主に時系列傾向分析により用途別に将来の

有収水量を予測 計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

・水需要予測結果に基づき施設規模を設定 施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合および事業体毎に事業経営を継続した場合を

比較検討 

経営戦略策定 ・企業団と構成団体の事業統合を軸に策定 
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 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年度～平成 48 年度（20 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後及び単独経営を

継続した場合における更新需要を算定し、その差分を経済

効果として算定。 

更新事業費：費用関数式等により算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 9.4％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）水道料金単価の抑制（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年度～平成 48 年度（20 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後及び単独経営を

継続した場合における財政シミュレーションを行い、供給

単価を算定し、その差分を事業統合の効果として評価。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費、その他(減価償却費、支払

利息、企業債償還元金) 

評価結果 14.9％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）水質悪化・水量低下が進行する自己水源の廃止（定性的効果） 
ｄ）水道システム再構築による老朽化施設の早期かつ効率的更新（定性的効果） 
ｅ）拠点施設、管路に対する早期かつ効率的耐震化（定性的効果） 
ｆ）浄水場（新・旧の２系統）の相互融通によるバックアップ体制の確保（定性的効果） 
ｇ）施設の集約による運転及び維持管理の効率化（定性的効果） 
ｈ）組織力・技術力の強化、若手職員の育成環境の向上（定性的効果） 
ｉ）業務や使用するシステムの集約化・一元化による事務業務の効率化（定性的効果） 
 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

統合初年度であるため、該当事項は特になし 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし  
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【統-28】［経営の一体化（垂直統合）］ 

大阪広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 大阪府 

(2）事業体名 大阪広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 

(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 28 年４月～平成 31 年４月（３年間） 

(6）広域連携前の事業体等 ２市４町１企業団 

泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、

大阪広域水道企業団 

※ ただし、能勢町は令和６年４月から統合 

(7）直近の認可 事業区分 泉南水道事業 阪南水道事業 豊能水道事業 

目標年度 令和 10 年度 令和 10 年度 令和 10 年度 

計画給水人口 61,500 人 54,000 人 19,300 人 

計画一日最大給水量 21,920m3/日 19,210m3/日 6,830m3/日 

事業区分 忠岡水道事業 田尻水道事業 岬水道事業 

目標年度 令和 10 年度 令和 10 年度 令和 10 年度 

計画給水人口 16,800 人 9,000 人 15,400 人 

計画一日最大給水量 6,030m3/日 3,690m3/日 7,370m3/日 

事業区分 水道用水 

供給事業 

  

目標年度 令和２年度   

計画給水人口 -   

計画一日最大給水量 1,710,000 

m3/日 
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 広域連携の概要 

2.1 広域連携の計画 

・ 大阪府域の水道事業については、人口減少等に伴う水需要・料金収入の減少をはじめ、老

朽化した施設の更新・耐震化やベテラン職員の大量退職に伴う技術継承への対応など、様々

な課題に直面している。このため、府域では、将来にわたり安全・安心な水道水を安定的に

供給するため、大阪府が策定した「大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン）」に基

づき、府域の水道事業の効率化や運営基盤の強化につながる「広域化」（市町村水道事業との

連携拡大や統合）を推進し、当企業団を核とした「府域一水道」（大阪市を含む府内の全市町

村との水道事業統合）を目指しているところである。 

・ 広域化の推進に当たっては、これまで災害用備蓄水の共同製作、水質管理業務の共同化と

いった「業務の共同化」など連携に取り組みやすい分野から順次取組を進めてきた。 

・ 次に「経営の一体化」として、市町村水道事業との統合に向けた検討・協議を進め、現在

では、平成 29 年４月から、四條畷市、太子町、千早赤阪村の各水道事業、平成 31 年４月か

らは、泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町の各水道事業を企業団が引き継ぎ、

計９団体の水道事業を担っている。 

図１ ７事業体（能勢町含む）の位置図 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 
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2.2 広域連携の実績 

・ 当初計画を踏襲した経営戦略に基づき、施設整備を実施中。 
・ 統合効果である専門技術職の最適配置に伴い、現場における技術力のボトムアップが図ら

れ、新規事業の着実な推進に繋がっている。また、既存施設の点検を含めた施設整備計画の

詳細な検討を実施することが可能となったため、施工時期の優先度について見直しを行った。 
・ その結果、アセットマネジメントに基づく設備系の更新事業については、実際の老朽度・

危険度等に基づき、適切な施工時期の見直しを行い、一部の工事については施工時期の入替

え等を実施した。 
・ また、施設の統廃合に基づく最適配置計画についても、今後、技術力に基づく詳細な検討

を進めて行く予定である。 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 企業団の技術力・組織力を活用し、統合団体の水道施設及び水運用について俯瞰的に調査

を行い、施設能力に余裕のある施設、集中監視制御設備等の個別に保有している施設の統廃

合に加え、水道用水供給事業の用地活用や送水圧力の有効利用制度を考慮して効率的な施設

整備を検討する。 
・ また、将来、水源水量の低下や水質の悪化等の恐れがある自己水源の企業団水への切替や

企業団の現計画との整合についても考慮し検討する。 
 
3.2 計画の概要 

・ 施設整備計画については、施設の更新及び統合後の施設の最適配置に分けて検討した。 

・ 施設の更新については、アセットマネジメントの考え方に基づき適切な期間（更新基準年

数）で更新するとともに更新時のダウンサイジングを考慮し計画を策定した。 

・ 具体的な計画の概要は表１及び図２～６参照。また、スケジュール（計画）は、図７に示

す。 

 
表１ 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

施設区分 計画の概要 

遠方監視制御施設 泉南・阪南・忠岡・田尻・岬：整備により一元化 

豊能・能勢：整備により一元化 

送水施設（ポンプ場） 統合前：28 箇所→統合後：22 箇所（廃止６箇所） 

送水管 統合前：０km→統合後：φ100～300×6.2km 

配水池又は配水場 統合前：50 箇所→統合後：44 箇所（廃止６箇所） 

配水管 統合前：φ250×0.2km→統合後：φ150～350×2.2km 

（能勢町の単独の施設は統合前後に含まない） 
 
 
 
 



 

240 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-28】大阪広域水道企業団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図
２

 
施

設
整

備
計

画
図

（
豊

能
町

）
 

（
出

典
）「

大
阪

広
域

水
道

企
業

団
と

泉
南

市
・

阪
南

市
・

豊
能

町
・

能
勢

町
・

忠
岡

町
・

田
尻

町
・

岬
町

と
の

 

水
道

事
業

の
統

合
に

向
け

て
の

検
討

、
協

議
 
統

合
案

（
平

成
3
0
年

３
月

修
正

）
」

 



 

241 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-28】大阪広域水道企業団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 施設整備計画図（忠岡町） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 
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図４ 施設整備計画図（泉南市・田尻町） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」  
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図６ 施設整備計画図（能勢町） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 
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図７ スケジュール（計画） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 

  
 
3.3 検討手法 

・ 施設整備に係る計画水量については、水需要予測を行い決定している。 

・  人口の予測については、大阪府における直近の人口増減の傾向を反映させた「大阪府の将

来推計人口の点検について（平成 26 年３月推計 大阪府政策企画部）」を用いて「日本の地

域別将来推計人口（平成 25 年３月推計 国立社会保障・人口問題研究所）」における市区町

村別人口比を乗じて算出している。 

・ 水需要については、用途別に分類し近年 10 年間の実績を基に時系列分析によって将来水

量を各々予測し、有収水量を算出し計画一日平均給水量、一日最大給水量を算出している。 

・ 施設整備計画については、施設の更新及び統合後の施設の最適配置に分けて検討している。 

・ 施設の更新については、アセットマネジメントの考え方に基づき適切な期間（更新基準年

数）で更新するとともに更新時のダウンサイジングを考慮し計画を策定している。 

・ また、統合後の施設の最適配置については、「3.1 計画の方針」で記載したとおりである。 

・ 経営シミュレーションについては、直近の予算値、決算値を用いて単独経営及び統合の場

合の２ケースを行っている。施設整備費用については、施設整備計画により算出したものに

加え国交付金についても考慮している。 
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・ 単独経営と統合の場合の経営シミュレーションを比較検証した結果、統合した場合は将 

来の水道料金の値上げ抑制ができることが見込まれ、さらには、「事業費の低減」、「維持管理

費の低減」、「国交付金」等の統合に伴う効果額についても確認できた。 
 

 
 
3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

統合に伴い、各種システム（監視制御システム、料金システムなど）については一元化を

進めることを計画しているが、それぞれの水道事業のシステムの耐用年数や運用方法に違い

があることから、統合した後も引き続き検討を重ねているところである。 
 

3.5 計画変更の方針及び概要 

該当事項は特になし 
 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 
 
 

水需要予測 ・人口推計 ：「大阪府の将来推計人口の点検について」を用

いて「日本の地域別将来推計人口」における市

区町村別人口比を乗じて算出 
・水需要予測：時系列傾向分析により予測 計画一日平均給水量、計画 

一日最大給水量の算定 

・施設の更新及び統合後の施設の最適配置に区分して検討 施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果（計画策定時） 

 
ａ）経営の一体化による事業費削減（費用削減効果） 

項 目 内  容 
算定期間 平成 27 年４月～令和 37 年（平成 67 年）３月（40 年） 

算定手法 アセットマネジメント簡易支援ツールを用いたシミュレーショ

ン 

※今後 40 年間の市町村水道の事業費について、単独経営と統合

時の財政計画シミュレーションを実施し、その差分を効果として

算定。 

更新事業費は施設整備計画で検討した最適配置（アセットマネ

ジメント及びダウンサイジング）に基づき算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 6.7％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）経営の一体化による維持管理費削減（費用削減効果） 

項 目 内  容 

算定期間 平成 27 年４月～令和 37 年（平成 67 年）３月（40 年） 

算定手法 アセットマネジメント簡易支援ツールを用いたシミュレーショ

ン 

※今後 40 年間の市町村水道の事業費について、単独経営と統合

時の財政計画シミュレーションを実施し、その差分を効果として

算定。 

維持管理費は原則、平成 27 年度の決算値を採用するが、施設

の統廃合等による動力費、委託費等の増減を考慮する。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 9.4％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｃ）交付金の活用（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～令和 11 年（平成 41）年３月（10 年） 

算定手法 統合時の財政計画シミュレーション内において、平成 31～

40 年度の 10 年間について、施設整備事業費の 1/3 の財源

に国の交付金を見込み、総額（充当額）を効果として算

定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 100％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｄ）企業団の技術力・組織力を活用した非常時対応の発揮（定性的効果） 
ｅ）人員の適正配置による技術継承問題の解消（定性的効果） 
ｆ）技術管理者を中心とした専門技術職による確実な事業運営（定性的効果） 
ｇ）水源から蛇口までの総合的な水質管理（定性的効果） 
ｈ）新規サービスの導入等によるお客様サービスの維持・向上（定性的効果） 
 
4.2 広域連携により生み出される効果（計画変更時） 

該当事項は特になし 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇【統-28】大阪広域水道企業団 
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〇【統-28】大阪広域水道企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【統-29】群馬東部水道企業団 

【統-29】［事業統合（垂直統合）］ 

群馬東部水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 群馬県 

(2）事業体名 群馬東部水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 令和２年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 28 年５月～令和２年４月（３年 11 ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 ２水道用水供給事業１水道企業団 

群馬県企業局新田山田水道用水供給事業、群馬県企

業局東部地域水道用水供給事業、群馬東部水道企業

団 

(7）直近の認可 目標年度 令和６年度 

計画給水人口 444,000 人 

計画一日最大給水量 199,000m3/日 

 
図 1 群馬東部地域における水道施設配置概要図 
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〇【統-29】群馬東部水道企業団 

出典：群馬東部水道事業垂直統合基本計画（平成 31 年４月策定） 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

群馬東部水道企業団は、群馬県東部に位置する太田市、館林市、みどり市の３市と、邑楽郡の

板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町の５町の水道事業を平成 28 年４月に水平統合し、事

業運営を開始した。企業団の設立により群馬県企業局新田山田水道用水供給事業及び東部地域水

道用水供給事業の受水団体が１つにまとまったことから、水平統合の次のステップとして、維持

管理費及び更新費用の低減、災害対策の推進等の効果が期待できる垂直統合を実施した。 
【垂直統合基本計画における課題】 
 ➢ 企業団における最新実績に基づく水需要動向の把握 

  ・行政区域内人口 令和 6 年度までに 2.6％減少 

           令和 40 年度までに 26.7％減少 

・一日平均給水量 令和 6 年度までに 6.6％減少 

           令和 40 年度までに 29.6％減少 
➢ 水質が良好な水源等を有効利用した効率的な水道施設運用体制の構築 

 ・既存水源水量と受水量との合計と使用実績を比較すると余力がある 

・地下水水質悪化に伴う浄水処理コストの上昇 

 ➢ 水道施設や配水区域間の融通体制構築による安定供給の向上 

 ➢ 施設統廃合による更新事業や維持管理費の削減 

 ➢ 渇水・水質汚染事故発生時などの非常時対策 

【水運用計画】 

 ➢ 水運用計画基本方針 

  ・余力を活用して施設数の削減を図り、効率的な施設運用を実施する体制とする。 

  ・水質が思わしくない地下水水源については、水質監視を強化するとともに、他の地区から

の補給、あるいは表流水系への転換を図る。表流水への転換により地盤沈下の軽減に寄与

する。 

  ・みどり地区の北部は地形的な制約があり、現時点では統廃合は行わない。 

  ・東部地域水道浄水場においては利根川での水質事故対策に取り組む。 

 ➢ 施設整備について 

  ・特に大きな余力が発生するみどり地区及び太田藪塚・新田受水場系統の余力再分配が重要

となる。 

  ・地下水水源の余力については、地盤沈下抑制などのために水源の再編に取り組む。 

  ・館林地区の余力再分配については、地下水水源の水質が芳しくない地域への供給を可能な

限り拡大する方針とする。 

【管理体制の方針】【経営方針】 
・広域化基本計画を踏襲する。 

【施設再構築基本方針】 
 ➢ 水源及び水道施設の有効活用 
  ・効率的な水道施設の運用体制の構築、標高差の有効活用 
 ➢ 安定供給体制の向上 
  ・水道施設や配水区域間の融通体制の構築 
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 ➢ 維持管理費・更新費用の低減 
  ・余力活用による施設統廃合の促進、二重投資の削減 
 ➢ 災害対策の推進 
  ・融通施設整備による災害発生時の影響抑制、地下水水源保全 
【財政計画】 

財政シミュレーションの結果、損益については垂直統合した場合プラス約 11.9 億円（2024
年時点）、垂直統合しない場合約 11.6 億円（2024 年時点）となり、垂直統合により 0.3 億円

の収支改善が見込める。また、垂直統合を実施することで資金残高は減少するものの、その

減少幅を圧縮することができる結果となった。 
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

該当事項は特になし 
 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

 企業団の設立により群馬県企業局新田山田水道用水供給事業及び東部地域水道用水供給事業の

受水団体が１つにまとまったことから、水平統合の次のステップとして、垂直統合を実施するこ

ととした。 
 垂直統合基本構想及び基本計画を定め、施設再構築の基本方針を次のとおりとした。 

・水源及び水道施設の有効活用 
・安定供給体制の向上 
・維持管理費・更新費用の低減 
・災害対策 
 

3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２参照） 

また、計画スケジュールは、図３の通りである。 

 
施設区分 計画の概要 

浄水場 統合前 24 箇所→統合後 9箇所（△15 箇所） 

送水管 統合前 5,421m→統合後φ350～600×12,867m（7,446m） 

配水池または配水場 浄水池増設 容量 6,000m3 統合前 0m3→統合後 6,000m3（6,000m3） 

配水管 統合前 0km→統合後φ250×3,850m（3,850m） 

連絡管 統合前 0km→統合後 DCIPφ250～600×1,730m（1,730m） 

その他 既存浄水場の配水場化 統合前 0 箇所→統合後 5 箇所（5 箇所） 

その他 配水池の耐震化 統合前 0箇所→統合後 2 箇所（2 箇所） 

その他 水源廃止 統合前 0箇所→統合後 1 箇所（1 箇所） 
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〇【統-29】群馬東部水道企業団 
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3.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定。なお、人口推計は、コーホート要

因法にて算出した。水需要の推計は、構成団体別の推計値を合算して群馬東部地域の推計値

とし、時系列傾向分析等の手法により推計した。給水量は、生活用有収水量と都市活動用有

収水量を時系列分析にて推計し、将来の有収率と負荷率を設定し、一日平均給水量と一日最

大給水量を算出した。 

・ 施設整備再構築年次計画等の策定にあたっては、垂直統合基本構想及び基本計画に基づき、

老朽化の進む水源等の施設は廃止し、地下水や表流水等の安定水源とした施設を中心に計画

を検討した。 

・ 垂直統合を行う場合と行わない場合について財政計画のシミュレーションを実施し、垂直

統合の効果を財政面から検証した。 
 

 
 
3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

特になし 
 

3.5 計画変更の方針及び概要 

当初計画どおり 
 
3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

現時点でなし 
 

 

 

 

 

 

 

水需要予測 ・人口推計 ：コーホート要因法 
・水需要予測：時系列傾向分析により予測 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

・老朽化の進む水源等の施設は廃止し、地下水や表流水等

の安定水源とした施設を中心に計画を検討 
施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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〇【統-29】群馬東部水道企業団 

 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業費の削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年４月～令和７年３月（８年） 

算定手法 企業団及び群馬県企業局新田山田水道用水供給事業及び東

部地域水道用水供給事業における概算事業費を算定し、垂

直統合する場合としない場合の差分を効果として算定。 

概算事業費：施設規模に施工単価を乗じる方法で算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 35.1％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）水源及び水道施設の有効活用（定性的効果） 
ｃ）水道水の安定供給体制の向上（定性的効果） 
ｄ）維持管理費、更新費用の低減（定性的効果） 
ｅ）災害対策の推進（定性的効果） 
 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

当初計画どおりに実施 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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【統-30】［事業統合（水平統合）］ 

佐賀西部広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 佐賀県 

(2）事業体名 佐賀西部広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 令和２年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年２月～令和２年４月（13 年２ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 ３市３町１企業団 

多久市、武雄市、嬉野市、大町町、江北町、白石

町、西佐賀水道企業団 

(7）直近の認可 目標年度 平成 28 年度 

計画給水人口 188,000 人 

計画一日最大給水量 92,000ｍ3/日（用水供給事業 53,300 ｍ3/日） 

 

 
図１ 佐賀西部広域水道事業に参加する団体 

出典：佐賀西部広域水道事業統合計画書（平成 29年 12 月(変更)） 
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 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 佐賀西部広域水道企業団の構成団体である、多久市、武雄市、嬉野市、大町町、江北町、

白石町及び西佐賀水道企業団では、人口減少に伴う給水収益の低迷、職員の高齢化や減少に

よる技術継承の問題、施設の老朽化に伴う施設更新や耐震化等の設備投資費の増大、災害や

水質事故に対する危機管理体制の強化などの問題を抱えていた。これらの課題の解決を図る

ためには、経費削減、危機管理体制・組織体制の強化という面に効果をもたらす事業統合が

有効な施策であることから、構成団体の水道事業を統合し、用水供給事業である佐賀西部広

域水道企業団が水道事業を行うことになった。 
・  水道事業統合を行うことで水量が余剰となる水源及び浄水施設等の施設を統廃合して、維

持管理費及び施設の更新費用を削減することができる。 
・  広域化事業により、現在稼働している水道事業の 11 か所の浄水場のうち 6 か所を順次廃

止し、廃止した浄水場の区域に給水するための連絡管の整備、監視装置の集約など広域化に

必要な施設整備を行う計画である。また、広域化事業と並行して、運営基盤強化等事業によ

り、老朽管の更新を行うこととしている。 
・  その後、統合前の構成団体の区域ごとに設定されている水道料金を段階的に統合し、令和

16 年度に管内全域の料金統一を行うことで、広域化を実現する。 
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

統合初年度であり、計画の変更はない 
 
 

 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・  水道事業統合を行うことで水量が余剰となる水源及び浄水施設等の施設を統廃合して、維

持管理費及び施設の更新費用の削減を行う。 
・  広域化事業により、現在稼働している水道事業の 11 か所の浄水場のうち 6 か所を順次廃

止し、廃止した浄水場の区域に給水するための連絡管の整備、監視装置の集約など広域化に

必要な施設整備を行う計画である。 
・  また、広域化事業と並行して、運営基盤強化等事業により、老朽管の更新を行うこととし

ている。 
 



 

262 
 

〇広域連携事例集 

〇【統-30】佐賀西部広域水道企業団 

3.2 計画の概要 

参加団体の水源及び浄水施設等の統廃合計画は次の通りである。（詳細は図２参照） 

また、休廃止する水源及び浄水施設等の計画スケジュールは、図３の通りである。 

 
施設区分 計画の概要 

水源（ダム、地下水

等） 

事業前 14 箇所→事業後 6箇所（△8箇所） ※用水供給事業含む。 

浄水場 事業前 12 箇所→事業後 6箇所（△6箇所） ※用水供給事業含む。 

配水管 老朽管更新 L=173.5km 

連絡管 統合前 0m→統合後φ30～φ250×27.0km（27.0km） 

送水施設(ポンプ場) ポンプ場新設 12 箇所（12 箇所） 

遠方監視制御施設 一式 

 

 

 図２ 参加団体の水源及び浄水施設等の統廃合計画 

出典：佐賀西部広域水道事業統合計画書（平成 29年 12 月(変更)） 
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〇【統-30】佐賀西部広域水道企業団 

 

図３ 休廃止する水源及び浄水施設等のスケジュール 

出典：佐賀西部広域水道事業統合計画書（平成 29年 12 月(変更)） 
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3.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定した。なお、人口推計はコーホート

要因法、水需要推計は、水需要量を、構成団体別、用途別に分類し、各用途別有収水量の平

成 20 年度から平成 29 年度までの 10 年間の実績を基に、時系列傾向分析によって将来水量

を各々予測し、これらの総和を基にして計画一日平均給水量及び計画一日最大給水量を算定

した。 

・ 施設整備の基本的考え方は、老朽化の進む施設や小規模な浄水施設を廃止し、ダムや表流

水等の安定した水源を中心に再構築を行うこととする。なお、令和 41 年度の需要見込み水量

は、一日最大給水量で 38,619m3となり、施設能力 88,631 m3/日に対する最大稼働率は約 44%

となっている。施設の統廃合により、施設能力は 64,747 m3/日となるが、水運用は十分可能

な能力である。 

・ 企業団及び構成団体それぞれにおいて、事業統合した場合及び単独経営を継続した場合を

財政計画シミュレーションにより比較検討を行い、経済効果を確認した。なお、整理に当た

っては、交付金及び一般会計からの操出金を合計した。 
 

 
 
3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

特になし 
 

3.5 計画変更の方針及び概要 

当初計画どおり 
 
3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

現時点でなし 
 

 

 

 

 

水需要予測 ・人口推計 ：コーホート要因法 
・水需要予測：時系列傾向分析により予測 

計画一日平均給水量、計画 
一日最大給水量の算定 

・老朽化の進む施設や小規模な浄水施設を廃止し、ダムや

表流水等の安定した水源を中心に再構築を検討 
施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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〇広域連携事例集 

〇【統-30】佐賀西部広域水道企業団 

 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 令和２年４月～令和 42 年３月（40 年） 

算定手法 必要経費の積算値を用いたシミュレーション 

企業団及び構成団体において、事業統合後及び単独経営を

継続した場合における財政計画シミュレーションを実施

し、その差分を経済効果として算定した。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費、その他 

減価償却費、支払利息、受水費 

評価結果 14.9％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）災害・事故等の緊急時対応力強化（定性的効果） 
ｃ）職員体制の強化による運営基盤の維持向上や確実な技術の継承（定性的効果） 
ｄ）技術水準の維持向上による高い水準での施設の維持管理・運営の実施（定性的効果） 
 
4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

当初計画どおりに実施 
 
 

 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-1】中札内村、更別村 

【施-1】［施設の共同化（取水施設・浄水場）］ 

中札内村、更別村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 中札内村、更別村（２村） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設・浄水場 

(3）広域連携実現年月 昭和 47 年３月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 両村共にポンプ等により地下水を利用していたが、地下水位低下、市街地における水質汚

染により飲用不適なものが増加した。 

・ 恒久的な安定給水のため、取水施設、荒ろ過施設、導水管、ろ過施設（南札内浄水場）を

水量比により北海道が事業主体となり建設を行った。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画内容の変更なし。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水資源等の経営資源の共有化（定性的効果） 
ｂ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 
ｃ）事業統合による費用削減（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水資源等の経営資源の共有化（定性的効果） 
ｂ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 
ｃ）事業統合による費用削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-2】広島県企業局、広島市 

【施-2】［施設の共同化（取水施設）］ 

広島県企業局、広島市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 広島県 

(2）事業体名 広島県企業局、広島市（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設 

(4）広域連携実現年月 昭和 47 年６月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 高陽取水場の位置 

（出典）「広島市の水道」 令和元年（2019 年）5月発行 

広島市水道局（一部加筆・修正） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-2】広島県企業局、広島市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 高陽取水場は、昭和 40 年代に将来の水需要の増大に対応するため、高瀬堰の上流約 300ｍ

の太田川左岸、高陽町の土地区画整理区域を選定し、建設計画を進めていた。 

・ これと並行して、広島県においてもこの土地区画整理区域に水道用水供給事業及び工業用

水道事業の取水場施設計画を進めていたことから、両者協議のうえ、昭和 47 年６月 23 日付

で「高陽取水場の建設に関する協定書」を締結し、共同施設として昭和 47年 11 月に着工し、

広島県は昭和 54 年７月に、広島市は昭和 55 年７月に取水を開始した。 

・ 建設に際しては、用地買収費や工事費など取水場の建設に関する事業費はすべて両者の折

半負担とし、設計及び施行に関する業務については広島市がこれを受託することとした。 

・ 管理運営についても広島市が受託することとなり、昭和 54 年４月１日付で「高陽取水場の

管理事務の事務委託に関する協定書」を締結し、その運営経費については、広島県と広島市

の折半としている。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

県・市協議による協定に基づき、広島市が建設及び管理運営を実施。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同建設による合理的・経済的効果（定性的効果） 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同建設による合理的・経済的効果（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-3】広島県企業局、呉市 

【施-3】［施設の共同化（浄水場・配水池）］ 

広島県企業局、呉市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 広島県 

(2）事業体名 広島県企業局、呉市（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場・配水池 

(4）広域連携実現年月 昭和 49 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 40 年４月～昭和 49 年７月（９年４ヶ月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 共同施設の位置 

（出典）「呉市上下水道ビジョン 2014 － 2023」 平成 26年１月 呉市上下水道局（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-3】広島県企業局、呉市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 40 年代初頭の時代背景 

➢ 呉市 

終戦後、平和産業港湾都市として市勢が発展したため、水道事業の拡張が急務であり、

第５期拡張事業を計画 

➢ 広島県 

慢性的な水不足であった安芸灘島しょ部へ給水するため、安芸灘地域水道用水供給事業

（現在の広島水道用水供給事業）の建設を計画 

・ 事業概要 

   呉市と広島県は、呉市と安芸灘島しょ部が隣接している等地理的条件もあり、共同施行が

合理的かつ経済的であることから共同で事業実施することとした。 

［主な施設（当初）］ 

➢ 浄水施設 

     呉市の宮原浄水場内に共同の施設を建設 

     施設能力：37,000 ㎥／日 

     （呉分：23,500 ㎥／日，県分：13,500 ㎥／日） 

➢ 配水（送水）施設 

     休山隧道配水池：容量：20,000 ㎥ 

     配水（送水）管：呉：当該配水管から呉市東部地域に給水 

             県：休山隧道配水池から呉市戸田まで送水 

     ※ 呉市戸田から安芸灘島しょ部内の送水管は県単独施設のため県が建設 

・ 管理体制 

   これらの施設は、地方自治法第 252 条の 14 の規定により呉市が広島県から事務委任を受

け、維持管理・運転管理している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

  計画通り実施 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設投資の削減（定性的効果） 

ｂ）維持管理費等の削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

本施設の共同化は，昭和 47 年度に完了し供用を開始した。 
次の２項目について効果があると考えるが，50 年程度経過し当時の資料が存在しておらず，

具体的な効果を記載できない。 
ａ）建設投資の削減（定性的効果） 
ｂ）維持管理費等の削減（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-3】広島県企業局、呉市 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-4】栃木県野木町、茨城県古河市 

【施-4】［施設の共同化（浄水場）］ 

栃木県野木町、茨城県古河市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 栃木県、茨城県 

(2）事業体名 栃木県野木町、茨城県古河市（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 51 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
施設の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）「平成 31 年度古河市水道事業水質検査計画」（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-4】栃木県野木町、茨城県古河市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 37 年に茨城県古河市内にて一部給水を開始した古河市水道事業が、事業の拡大に伴

い、昭和 49 年に栃木県野木町内に思川浄水場を設置。同年古河市が同市内及び野木町の一部

を給水区域として、新たに参加した茨城県総和町とともに給水を開始。 

・ その後、昭和 49 年に野木町が事業認可を受け、昭和 51 年から３市町の共有施設として給

水を開始した。 

・ 平成 17 年に古河市及び総和町が合併し、現在は、古河市及び野木町の共有施設となってい

る。 

・ 現在の管理体制は、民間への一括管理を実施している。 

・ 費用負担については、施設の計画水量割合にて負担し、維持管理負担については、実配水

量の割合にて負担している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画どおり実施 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）職員体制の確保（定性的効果） 
ｂ）効率的な施設の活用による料金の安定化（定性的効果） 
ｃ）施設の効率的運用（定性的効果） 
ｄ）緊急対応力の強化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）職員体制の確保（定性的効果） 
ｂ）効率的な施設の活用による料金の安定化（定性的効果） 
ｃ）施設の効率的運用（定性的効果） 
ｄ）緊急対応力の強化（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-5】福岡市、糸島市 

【施-5】［施設の共同化（浄水場）］ 

福岡市、糸島市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、糸島市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 52 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 瑞梅寺浄水場の位置 

（出典）「福岡市水道長期ビジョン 2028」 平成 29(2017)年２月 福岡市水道局（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-5】福岡市、糸島市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

共同で瑞梅寺浄水場を整備 
・ 福岡県は、昭和 43 年度から瑞梅寺川上流地区において治水ダムの予備調査を開始してい

たが福岡市及び旧前原町（当時，現在：糸島市）の水事情を考慮し都市用水を含む多目的ダ

ムへ計画変更し、昭和 45年４月に福岡市，旧前原町に対し，ダム事業参画の勧奨を行った。

これを受け、福岡市，旧前原町は瑞梅寺ダムの共同事業者として参画した。 

・ 量水池～浄水場については，共同で施設整備を行うことでスケールメリットによる建設コ

スト縮減を図った。 

・ また，施設の維持管理について、協定書に基づき福岡市が一括で管理することにより，維

持管理費のコスト縮減等を図っており，福岡市，糸島市が応分の費用を負担している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

共同の施設整備及び管理の一体化によりコスト縮減を図った。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-6】千葉県企業局、北千葉広域水道企業団 

【施-6】［施設の共同化（配水池）］ 

千葉県企業局、北千葉広域水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 

(2）事業体名 千葉県企業局、北千葉広域水道企業団（１県１企

業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 昭和 56 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 48 年４月～昭和 56 年４月（８年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 共同施設の位置 

（出典）「北千葉広域水道企業団ＨＰ」（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-6】千葉県企業局、北千葉広域水道企業団 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 北千葉広域水道企業団の構成団体である八千代市及び習志野市への送水は、千葉県企業局

沼南給水場から送水管を経由し千葉県企業局の北船橋給水場を経て送水されている。 

・ 当初、千葉県企業局沼南給水場から八千代市及び習志野市線を単独で布設する予定であっ

たが、千葉県企業局の路線と重なるため、一部区間において経済性を考慮し共有施設とした。 

・ なお、共有施設の開始時期は昭和 56 年４月となっており、千葉県企業局と北千葉広域水道

企業団の間で定めた「共有施設の維持管理に関する協定書」に基づき、維持管理費等に係る

費用負担割合によって運営しており、北千葉広域水道企業団からの第三者委託を受けて、千

葉県企業局が管理している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画のとおり実施。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設費の削減（定性的効果） 
ｂ）維持管理費の削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）建設費の削減（定性的効果） 
ｂ）維持管理費の削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-7】福岡市、福岡地区水道企業団 

【施-7】［施設の共同化（配水池）］ 

福岡市、福岡地区水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、福岡地区水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 昭和 58 年 11 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 下原配水場の位置 

（出典）「福岡地区水道企業団水道ビジョン 2018」平成 31(2019)年１月 福岡地区水道企業団（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-7】福岡市、福岡地区水道企業団 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

共同で下原配水場を整備 
・ 福岡地区水道企業団は用水供給事業者として、筑後川総合開発事業にて開発される水量を

福岡都市圏事業体に供給することとなった。これに伴い福岡市は福岡地区水道企業団からの

受水施設として、福岡地区水道企業団は福岡都市圏東部地区事業体への送水施設として、下

原配水場を共同施設として整備した。   

・ 配水場の施設整備は，共同で行うことでスケールメリットによる建設コスト縮減を図った。 

・ また，施設の維持管理について、協定書に基づき福岡市が一括で管理することにより，維

持管理費のコスト縮減等を図っており，福岡市，福岡地区水道企業団が応分の費用を負担し

ている。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

共同の施設整備及び管理の一体化によりコスト縮減を図った。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットによる効率化，費用削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-8】唐津市、多久市 

【施-8】［施設の共同化（浄水場）］ 

唐津市、多久市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 佐賀県 

(2）事業体名 唐津市、多久市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 62 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 59 年 12 月～昭和 62 年３月（２年４ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 共同浄水場の位置 

（出典）「唐津市水道事業ビジョン 平成 29年８月 唐津市水道局」（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-8】唐津市、多久市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

小規模の浄水場だけを抱えて水道の拡張事業を計画していた厳木町（現在、唐津市と合併）と、

炭坑の坑内水の影響で地下水が利用出来ず水源に困窮する多久市が、それぞれ厳木ダムに水源を

求め、経費節減のために、両市町で浄水場を共同で建設することとなった。 

・ 水利権 

   唐津市（旧厳木町）4,000 ㎥／日、多久市 5,000 ㎥／日 

・ 建設工事 

   昭和 60 年度から昭和 61 年度までの２年間実施し、建設費用については、それぞれの水利

権割合（唐津市（旧厳木町）44.44％、多久市 55.56％）により負担 

・ 管理方法 

   多久市から委託を受けて唐津市が管理を実施 

・ 管理費の費用負担割合 

   経費区分に応じて、固定比率及び変動比率により費用負担 

  ➢ 固定費…人件費、施設の維持管理費及び基本動力費等  

   唐津市 44.44％、多久市 55.56％ 

  ➢ 変動費･･･電力量料金及び薬品費 

   当年度の送水量実績により按分 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 基本的に当初計画のとおりに施設整備を行い、その後の運営管理についても大きな支障も

なく現在に至っている。 

・ 建設から 30 年以上が経過しているため、改修計画を策定し設備更新等を行っている。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同建設による経費節減（定性的効果） 
ｂ）共同管理による経費節減（定性的効果） 
ｃ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 
ｄ）災害、事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同建設による経費節減（定性的効果） 
ｂ）共同管理による経費節減（定性的効果） 
ｃ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（定性的効果） 
ｄ）災害、事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし  
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〇広域連携事例集 

〇【施-9】旭川市、鷹栖町 

【施-9】［施設の共同化（浄水場）］ 

旭川市、鷹栖町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 旭川市、鷹栖町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 昭和 63 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 53 年 10 月～昭和 63 年４月（９年６ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 共同浄水場の位置 

（出典）旭川市水道・下水道ビジョン 平成 28 年２月 （一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-9】旭川市、鷹栖町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 鷹栖町は，旭川市の石狩川浄水場内に共同で浄水場を建設することを計画。 

・ 共同で設置した水道施設の運営管理及び水道水の処理を旭川市に委託し，その費用分担に

ついて協定を結ぶ。 

・ 共同施設の建設は旭川市が行い，その費用分担について協定を結ぶ。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 浄水施設は鷹栖町 3,333m3/日のうち，1,667m3/日を共同建設。残りの施設は水需要が想定

よりも伸びていないことから建設に至っていない。 

・ 配水池は鷹栖町 1,833.44m3のうち 1,100m3を共同建設。残りは建設に至っていない。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設建設費用の削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）技術の維持向上が期待できるとともに，施設の維持管理が高い水準で実施される。（定性的効

果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-10】茨城県企業局（県中央広域水道）、ひたちなか市 

【施-10】［施設の共同化（取水施設）］ 

茨城県企業局（県中央広域水道）、ひたちなか市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 茨城県 

(2）事業体名 茨城県企業局（県中央広域水道）、ひたちなか市 

（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設 

(4）広域連携実現年月 平成４年２月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 共同取水場の位置 

（出典）「ひたちなか市水道事業第３期基本計画概要版 ひたちなか市水道事業所」（一部加筆） 

 
 

 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 昭和 50～60 年代、勝田市（現・ひたちなか市）の水道は，那珂川の表流水を水源としてお

り、水戸市青柳の取水口から取水を行っていた。しかし、渇水時等には海水の遡上により表
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〇広域連携事例集 

〇【施-10】茨城県企業局（県中央広域水道）、ひたちなか市 

流水の塩分濃度が上昇し、取水が制限されることがたびたび起きていたため、取水口を上流

に移設する必要に迫られていた。 

・ 昭和 60 年３月に茨城県中央広域水道用水供給事業が創設され、勝田市水道事業との共同

工事により水戸市下国井に水戸取水場が建設されることになった。 

・ 勝田市が茨城県の広域水道整備計画に同意したのは県内市町村の中で最後であり、茨城県

中央広域水道用水供給事業創設の直後に共同建設が決定していることから，広域水道の計画

期間中から，取水場の共同建設について両者間での協議が行われていたものと推察されるが、

詳しい経緯については不明である。 

・  建設費用の負担割合については両者間の協定で定められている。運転，維持管理等に係る

費用についても同様だが、機械設備（取水ポンプ）は県と市それぞれの専用施設であり、運

転操作は各々の職員が行っている。 

・ 水戸取水場は平成４年に完成し、勝田市水道事業による取水が開始された。茨城県中央広

域水道用水供給事業による取水は、平成７年に茨城県中央水道事務所（水戸浄水場）の完成

に伴って開始された。 

・ 取水場建設にあたり、勝田市が茨城県中央広域水道用水供給事業との共同工事とした主な

目的は費用の削減のためであるが、計画上どの程度の削減を見込んでいたか、また、実際の

効果がどれほどのものであったかに関しては、ひたちなか市水道事業設立以前の事業であり，

当時から約 30 年が経過しているため、記録を発見することができなかった。 

・ また，平成 17 年以降は、ひたちなか市水道事業分の取水も茨城県中央広域水道用水供給事

業の専用施設である取水ポンプを使用して行う「合同取水」を行っている。これは，茨城県

中央広域水道用水供給事業の取水ポンプに大きな余力があるため、それを活用する趣旨で行

われているものである。ひたちなか市水道事業の取水場施設管理等負担金額を合同取水の開

始前後３か年の平均で比較すると、年間約 420 万円程度の減少がみられる。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画内容の変更なし 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設費用の削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）建設費用の削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-11】福岡市、福岡地区水道企業団 

【施-11】［施設の共同化（浄水場）］ 

福岡市、福岡地区水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、福岡地区水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成７年９月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 多々良浄水場の位置 

（出典）「福岡地区水道企業団水道ビジョン 2018」 平成 31(2019)年１月 福岡地区水道企業団（一部加筆） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

共同で多々良浄水場を整備 
・ 昭和 56 年３月に福岡県が策定した福岡地域広域的水道整備計画に基づき、多々良川総合

開発の一環として、福岡県が多々良川水系鳴渕川に多目的ダムを建設し、企業団は鳴淵ダム

の共同事業者として参画した。 
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〇広域連携事例集 

〇【施-11】福岡市、福岡地区水道企業団 

・ 浄水場については、当時、福岡市においても多々良川水系において浄水場の整備計画があ

ったため、国・県の指導及び経済性を考慮して福岡市水道局と当企業団が共同で施工し、完

了後の施設の維持管理については協定書に基づき福岡市水道局が行っている。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

多々良川の水質悪化に対処するため、オゾン処理方式による高度浄水処理を行い、水道水の

水質確保に努めている。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）高度浄水処理の導入など、スケールメリットを生かし経費を低く抑え、質が高い浄水が可能

となる。（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-12】古賀市、新宮町 

【施-12】［施設の共同化（配水池）］ 

古賀市、新宮町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 古賀市、新宮町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 17 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成９年～平成 17 年（８年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 立花第二配水池の位置 

（出典）「新宮町水道施設位置図（水質検査計画書）」（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-12】古賀市、新宮町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 共同配水池（古賀市・新宮町）建設の経緯 
平成９年頃 

 

 

 

 

・福岡地区水道企業団の新たな水源開発に伴い、供給用水の受水地

点を増設する必要が生じた為、古賀市、新宮町で共同配水池による

受水の検討を開始。 

  古賀市：第９期拡張事業で、2,300 ㎥の配水池容量不足が問題。 

 新宮町：第５期拡張事業で、1,900 ㎥の配水池容量不足が問題。 

平成 11 年 ・古賀市、新宮町の管理者レベル協議開始 

・基本的な計画について確認 

・合意に至った理由として、建設費及び維持管理費が有利であるこ

と又、水の融通性を図ることができ緊急時の応援給水も可能となり

お互いに安全で安定した水道事業につながることが確認された。 

・「新宮町立立花第二配水池」の建設に関する費用 849,500,000

円 

 古賀市 60.9%（495,305,700 円) 

 新宮町 39.1%（354,194,300 円） 

・共同施設の管理については、水道法第 24 条の 3 及び第 31 条の規

定により新宮町が共同施設を管理。 

平成 12 年 ・建設協定書、覚書の取り交わし 

平成 17 年 ・３月議会議決 

・４月供用開始 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

  計画内容の変更なし。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同で配水池を建設することにより建設費を削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 不明 

算定手法 【過去の実績値を用いたシミュレーション】 

単独経営と広域連携における建設費用について、各々実績値

をもとに算出し、その差分を効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 23.1％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【施-12】古賀市、新宮町 

ｂ）共同配水池の築造により配水系列が２系列となり、水の融通性が出てくる為、安定供給・緊

急時の対応等が可能となる。（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

 本内容の効果の有無については、今後検討予定 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-13】東京都、埼玉県 

【施-13】［施設の共同化（連絡管）］ 

東京都、埼玉県 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 東京都、埼玉県 

(2）事業体名 東京都、埼玉県（１都１県） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 平成 17 年９月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 15 年 10 月～平成 17 年９月（１年 11 ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 連絡管の位置 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

 
 
 

連絡管の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

名   称 朝霞連絡管 

口径・延長 φ800×44ｍ 

接 続 施 設  
東京 φ2200 

埼玉 φ1200 

融 通 水 量  日量 10 万 m3  

完  成 Ｈ17.9 
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〇広域連携事例集 

〇【施-13】東京都、埼玉県 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大地震や大規模な水質事故等の非常時における、給水安定性の向上を図るために、東京都

と埼玉県が水を相互に融通するための連絡管を整備 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 年１回以上の運用訓練を共同で実施（なお、融通の実績はない。） 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

一方の浄水場が機能停止した場合には、連絡管を通じて、他方から停止した浄水場の配水区

域に水を供給できる。（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

当初計画通り 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-14】東京都、川崎市 

【施-14】［施設の共同化（連絡管）］ 

東京都、川崎市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 東京都、神奈川県 

(2）事業体名 東京都、川崎市（１都１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 平成 19 年２月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年２月～平成 19 年２月（２年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 連絡管の位置 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

 
 
 

連絡管の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）「事業概要 令和元年版 東京都水道局」（一部抜粋） 

名   称 登戸連絡管 町田連絡管 

口径・延長 φ800×35ｍ φ400×54ｍ 

接 続 施 設  
東京 φ1600 

川崎 φ1200 

東京 φ500 

川崎 φ400 

融 通 水 量  日量 10 万 m3 日量 1.5 万 m3 

完  成 Ｈ19.2 Ｈ19.2 
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〇広域連携事例集 

〇【施-14】東京都、川崎市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大地震や大規模な水質事故等の非常時における、給水安定性の向上を図るために、東京都

と川崎市が水を相互に融通するための連絡管を整備 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 年１回以上の運用訓練を共同で実施 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

一方の浄水場等が機能停止した場合には、連絡管を通じて、他方から停止した浄水場等の配

水区域に水を供給できる。（定性的効果） 
 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

一方の浄水場等が機能停止した場合には、連絡管を通じて、他方から停止した浄水場等の配

水区域に水を供給できる。ただし、これまでに稼働実績なし。（定性的効果） 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-15】福岡市、福岡地区水道企業団 

【施-15】［施設の共同化（管路）］ 

福岡市、福岡地区水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡市、福岡地区水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

管路 

(4）広域連携実現年月 平成 19 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 福岡市と福岡地区水道企業団の送水管の共同利用の位置 

（出典）「福岡地区水道企業団 管路整備計画」平成 26 年２月（一部加筆） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 福岡市においては、市勢の発展に伴い需要が増大しつつある西部地区への配水幹線の整備   

の必要があった。 

・ 福岡地区水道企業団においては、糸島地区への送水を福岡市による振替送水を行っており、

水源開発の完了に伴う送水量の増量に対処するため、独自の送水管の整備の必要があった。 

・ 双方において、夫婦石浄水場から飯氏の間の布設予定箇所が同一であったため、経済性の

観点から共同施工とした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

維持管理は、福岡市において実施し福岡地区水道企業団は費用負担している。 

福岡市との共同管 
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〇広域連携事例集 

〇【施-15】福岡市、福岡地区水道企業団 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-16】久留米市企業局、大木町 

【施-16】［施設の共同化（配水池）］ 

久留米市企業局、大木町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 久留米市企業局、大木町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 20 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年～平成 20 年（４年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 西部配水場の位置 

（出典）久留米市ＨＰ（一部加筆） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成 17 年２月の広域合併に伴い、城島地区（江上配水場）、三潴地区（田川配水場）の老

朽化した配水場の更新や給水量の増加による施設能力不足解消のため、西部配水場整備事業

に着手した。 

・ また、久留米市と同様に配水場が老朽化し、供給能力が不足していた大木町の共同参画に

より建設、維持管理のコスト縮減や水の一体的運用（相互融通）を図るため、西部配水場（共
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〇広域連携事例集 

〇【施-16】久留米市企業局、大木町 

同配水場）を建設した。 

[管理等] 

➢ 西部配水場（共同配水場）については、久留米市と大木町での共同所有となり、維持管

理費については、久留米市が共同施設として一体的に行っている。 

➢ 共同配水本管（城島・大木配水本管）については、久留米市と大木町での共同所有とな

り、維持管理については、久留米市が共同施設として一体的に行うものとした。共同配水

本管に係る修繕等の変動経費は、久留米市及び大木町の計画一日最大施設能力の割合を乗

じて得た額。 

➢ 大木町系配水本管の所有及び維持管理については、大木町。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

概ね当初計画とおり 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）建設事業費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 １年 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

共同で建設した場合及び単独で建設した場合におけるシミュ

レーションを行い、その差分を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 17.5％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）維持管理費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 １年 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

共同で建設した場合及び単独で建設した場合におけるシミュ

レーションを行い、その差分を経済効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 25.3％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｃ）災害・事故等の緊急時対応力強化並びに受水運用の効率化（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-16】久留米市企業局、大木町 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

効果の検討については、その実施意義を含めて、内部で研究をしている段階。 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-17】福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 

【施-17】［施設の共同化（浄水場）］ 

福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県、熊本県 

(2）事業体名 福岡県大牟田市、熊本県荒尾市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成 21 年６月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 18 年９月～平成 21 年６月（２年９ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ありあけ浄水場の位置 

（出典）「荒尾市水道ビジョン」 平成 30（2018）年 荒尾市企業局 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 背景 

   福岡県大牟田市・熊本県荒尾市における県境を越えた浄水場共同化の背景には、両市の懸

案課題でもあった炭鉱専用水道を市水道に切り替える水道一元化という共通課題があった。

両市は石炭産業の発展と共に栄えた町であったが、鉱山の専用水道が市水道に先駆け創設さ

れ普及し、市域に二つの水道があることで行政運営上様々な不均衡を生じてきた。その一元

化の推進のためには、給水戸数の増加による新規水源の確保が必要であったが、熊本県有明

工業用水道事業が有する水利権の一部を転用することで新規水源の確保を行った。またその
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〇広域連携事例集 

〇【施-17】福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 

浄水処理施設として、共同浄水場である「ありあけ浄水場」の建設と運営に至った。 

・ 事業方式 

   ありあけ浄水場はＤＢＯ方式で、設計から運営までを一括で民間企業に発注を行っている。

15 年の長期にわたる浄水場の運営管理は、水道法第三者委託により運営することとした。こ

のＤＢＯ方式を採用した理由は、両市とも浄水場を有しておらずノウハウがないためであり、

ＰＰＰ導入の可能性について調査を行い、総合的に判断し実施に至った。 

・ 事業期間 

     設計・建設 平成 21 年６月 から 平成 24 年３月 

    維持管理  平成 24 年４月 から 平成 39 年３月 

・ 費用負担 

     設計、建設等の共同事業分は、基本的に計画最大浄水量のアロケによる負担とすることと

し、維持管理についても基本的に計画最大浄水量のアロケによる負担としている。 

・ 管理体制 

  浄水場の運営は民間企業により行われており、官側は両市によるモニタリングを実施し 

ている。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初の計画どおり、建設及び運用を行っている。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 21 年６月～平成 24 年３月（２年８ヶ月） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

導水、浄水、送水施設、用地費を事業費として、単独と共同

での比較を行った。 

効果算定 

対象費目 
建設改良費 

評価結果 約 16％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）既存導水施設の有効活用（定性的効果） 

ｃ）職員の育成強化（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

現時点において広域連携による効果は検討されていない。 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-17】福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 

 
 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

福岡県大牟田

市、熊本県荒

尾市 

県境を越えた水道広域化

と官民連携 

山下 格(大

牟田市企業

局) 

平成 25 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.86-87 

pp.300-301 施-17 
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〇広域連携事例集 

〇【施-17】福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 
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〇広域連携事例集 

〇【施-17】福岡県大牟田市、熊本県荒尾市 
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〇広域連携事例集 

〇【施-18】岩手県洋野町、八戸圏域水道企業団 

【施-18】［施設の共同化（取水施設～配水池）］ 

岩手県洋野町、八戸圏域水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 青森県、岩手県 

(2）事業体名 岩手県洋野町(旧種市町)、八戸圏域水道企業団 

（１町１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

取水施設～配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 22 年３月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 62 年 10 月～平成 22 年３月（22 年６ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 八戸圏域水道企業団（以下「企業団」という。）と種市町は、水道用水源の開発のため、青

森県とともに東北農政局が実施する２級河川新井田川水系世増ダムに共同事業者として参

画することとしていた。 

・ 企業団と種市町は、水需要の増加を見込んでおり、種市町では水源水量の低下による給水

制限や断水の解消が課題となっているなか、これらの課題に対応するため双方ともに施設を

整備する計画であったが、種市町側では、施設を町単独で整備するよりも企業団から受水し

た方が費用的に有利であると試算した。 

・ 試算結果から、種市町は岩手県生活衛生薬務課に相談し、その後、青森県環境衛生課及び

企業団と協議を進めていった。（昭和 62 年 10 月４者での第１回打合せ） 

・ 協議の中で、受水ではなく共同施設として事業を進めることとなり、企業団と種市町の共

同施設に関する覚書が締結され、共同施設の範囲や費用負担等について定められた。（昭和 63

年 12 月 27 日締結） 

・ 世増ダムを水源とする取水・導水・浄水・送水・配水施設の中で、企業団と種市町が共同

で利用する施設について、共同建設事業として実施することとし、水道施設の共同建設事業

実施に関する協定書を締結した。（平成２年３月 29 日締結） 

［協定の内容］ 

➢ 工事範囲：取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設 

（主な共同施設） 

取水導水施設：是川ポンプ場及び導水管 

浄水施設：白山浄水場新井田川系 

送水施設：送水管、配水施設：白山配水池（３,４,５号）及び南高台配水池（２号）） 

➢ 工期：平成９年度を目途 

➢ 概算事業費：15,425,907 千円（うち種市町は 781,690 千円） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-18】岩手県洋野町、八戸圏域水道企業団 

➢ 負担割合：各施設に係る水量を基に算出 

取水・導水施設 企業団 95.5%、種市町 4.5% 

浄水・送水施設 企業団 94.1% 種市町 5.9% 

配水施設    企業団 99.0%、種市町 1.0% 

➢ 工事は企業団が実施 

➢ 完成した施設は企業団と種市町の共有財産とし、負担率に応じた持分とする 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成 22 年度で共同建設が完了し、共同施設を運用している。 

・ 当初の協定書からの変更点は以下のとおり。 

[変更協定（１回目）] 平成９年３月 26 日 

➢ 工 期 平成９年度→平成 16 年度（世増ダム完成の遅れに伴うもの） 

➢ 事業費 15,425,907 千円→16,708,595 千円（物価上昇に伴うもの） 

➢ 配水施設容量 企業団 36,000 ㎥→35,000 ㎥ 種市 366 ㎥→353 ㎥ 

[変更協定（２回目）] 平成 14 年２月 12 日 

➢ 工 期 平成 16 年度→平成 22 年度（財政的理由及び世増ダム完成後の水質経過観察

に伴うもの） 

➢ 事業費 16,708,595 千円→28,683,270 千円（物価上昇及び浄水方法の変更（濃縮槽、

機械脱水設備）に伴うもの） 

[変更協定（最終）] 平成 23 年３月 31 日 

➢ 事業費 28,683,270 千円→18,105,267,617 円（確定金額） 

➢ その他の変更（種市町→洋野町 等） 

・ 共同施設の運用が当初予定より大幅に遅れたため、平成 11 年度から洋野町への分水を開

始し、共同施設整備完了まで継続した。分水は、企業団の白山浄水場馬淵川系から行った。 

・ 平成 22 年度から「八戸圏域水道企業団と洋野町の新規施設の維持・管理に関する協定書

（平成 22 年３月 24 日締結）」により、企業団が施設の維持管理を行い、毎年度かかった費用

を洋野町に負担金として請求している。 

・ また、施設の新設や更新等が新たに発生した場合、企業団と洋野町で協議し、協定書に基

づく負担割合により共同施設として建設している。 
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〇広域連携事例集 

〇【施-18】岩手県洋野町、八戸圏域水道企業団 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業費の削減（洋野町）（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成２年～平成 13 年(12 年) 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

※この試算は企業団との協議以前に洋野町が算出したもので

あり、単独整備と受水で比較したものである。協議開始以

後、改めて費用削減効果に関する試算を行った資料は残って

いない。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(負担金、用地費、事務費等) 

評価結果 31.1％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）事業費の削減（洋野町）（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成２年～平成 22 年 (21 年) 

算定手法 ①広域連携後は実績、②単独経営は必要経費の積算値 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、その他(負担金、用地費及び補償費、調査費、工

事雑費、事務費) 

評価結果 62.7％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-19】北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

【施-19】［施設の共同化（連絡管）］ 

北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合

（２市１町１事務組合） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

連絡管 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 14 年 12 月～平成 23 年４月（８年５ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 用水供給事業施設系統図（宗像地区事務組合、古賀市、新宮町） 

（出典）北九州市上下水道局ＨＰほか 

 
2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 経緯 

  平成 14 年 12 月、福岡県知事と福岡・北九州両市長会談により、北九州市と福岡都市圏との

導水構想に関する検討を行うことで合意していたところ、平成 17 年３月に発生した「福岡県西

方沖地震」を受け、災害時におけるライフライン確保の一つとして、緊急時に北九州市と福岡

都市圏で相互に水を融通する緊急連絡管整備の早期事業化に向けて検討を進めることとなった。

緊急連絡管の全長が約 47km あるため、緊急時に直ちに飲用水として使用するには、維持用水と

して常時水道用水を流しておく必要がある一方、沿線３市１町（宗像市、福津市、古賀市、新

宮町）においては、水源水質の悪化などの課題を抱えており、水源転換等を検討していた。こ

のため、北九州市が、緊急連絡管の維持用水を活用して、水道用水供給事業を創設することと

なった。 

追加 
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〇広域連携事例集 

〇【施-19】北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

・ 経過 

平成 14 年 12 月 

 

 

福岡県知事と福岡・北九州両市長によるトップ会談により、北九州市

と福岡都市圏との間で広域利水を図る導水構想に関する具体的な課題に

ついて、協議会を設立し、検討を行うことを合意。 

平成 15 年３月 

 

福岡県、北九州市及び福岡都市圏で「北部福岡広域水利用協議会」を

設立し、水に不安のない北部福岡地域づくりのための検討を開始。 

平成 17 年６月 

 

 

 

 

福岡県西方沖地震の発生（平成 17 年３月）を受けて、福岡県知事、福

岡・北九州両市長によるトップ会談を開催し、大規模な都市直下型地震

などを想定した危機管理体制を改めて検討する必要があるとして、災害

時におけるライフライン確保のために、緊急時用連絡管整備の早期事業

化に向けた検討を進めることを合意。 

平成 18 年 10 月 福岡県により「福岡地域広域的水道整備計画」が改定され、北九州市

が維持用水を活用して水道用水供給事業を創設することとなった。 

「北九州市水道用水供給事業」の事業認可。 

平成 19 年１月 施設整備に着手。 

平成 23 年４月 宗像市と新宮町に供給開始。 

平成 28 年４月 古賀市と福津市に供給開始。 

 

・ 概要 

  ➢ 事業内容 

ａ）緊急時に北九州市と福岡都市圏で１日最大５万㎥を相互融通する緊急連絡管事業と、

その維持用水を活用し沿線都市に１日最大２万㎥の水道用水を供給する水道用水供給

事業の共同事業。 

ｂ）維持用水は北九州市が供給し、沿線３市１町（宗像市、福津市、古賀市、新宮町）で

活用する。 

➢ 事業主体 

水道用水供給事業：北九州市、北部福岡緊急連絡管事業：福岡県 

➢ 主要施設 

ａ）北九州市の本城浄水場と福岡市の下原配水場（福岡市と福岡地区水道企業団の共同施

設）を総延長約 47ｋｍ、口径φ900～1,000mm の水道管で結び、中間地点に容量 4,000 ㎥

の垂見調整池を新設した。 

ｂ）構造的には平成７年１月に発生した阪神淡路大震災を想定したマグニチュード 7 クラ

スの内陸直下型地震に耐えられる鋼管や S 形ダクタイル鋳鉄管等の耐震管を採用してい

る。 

ｃ）本城浄水場については、ポンプ場、生物接触ろ過池、特高受配電設備及び排水処理施

設などを建設し、一部沈殿池や急速ろ過池などについては、既存の施設を改造し利用す

ることとした。 

➢ 水源 

企業誘致など北九州市の工業用水の将来需要を見極めたうえで、遠賀川河口堰の工業用

水道事業の水利権を水道用水供給事業に転用したものである。 
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〇広域連携事例集 

〇【施-19】北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

 

➢ 運用面 

ａ）平常時には、北九州市の本城浄水場で浄化したうえで、宗像地区事務組合に日量１万

３千㎥、古賀市に３千㎥、新宮町に４千㎥の計１日最大２万㎥を水道用水供給事業とし

て供給するものである。 

ｂ）緊急時については、ポンプの台数制御などにより１日最大５万㎥までの範囲で必要水

量を本城浄水場と下原配水場間で相互融通可能な施設としている。なお、緊急時の運用

にあたっては、福岡県、北九州市及び福岡都市圏で構成する「北部福岡緊急連絡管調整

会議」において、応援水量や期間など対応を決定することにしている。 

ｃ）緊急時の定義：自然災害、水道施設事故又はテロにより水道施設が被害を受け、独自

には安定給水の確保が困難であるとき。 

➢ 総事業費 

水道用水供給事業：北九州市 79 億円、国庫補助 35 億円 

北部福岡緊急連絡管事業：福岡県 70 億円、国庫補助 33 億円 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画どおり平成 23 年４月から水道用水供給を開始し、当初計画から変更無し。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）不安定水源の転換【受水団体】（指標による評価） 
 （宗像地区事務組合） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市からの用水供給計画受水量（㎥/日）を宗像地区事務

組合の計画水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 25.4% 

 

 （古賀市） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市からの用水供給計画受水量（㎥/日）を古賀市の計画

水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 18.1% 
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〇広域連携事例集 

〇【施-19】北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

 （新宮町） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市からの用水供給計画受水量（㎥/日）を新宮町の計画

水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 33.1% 

 

ｂ）本城浄水場の施設稼働率の向上（用水供給分）【北九州市】（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設稼働率（用水供給分のみ） 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を本城浄水場の施設能力（141,000 ㎥/日）で除し

て算出 

評価結果 14.2% 

 

ｃ）三次工水施設の一部の水道用水供給事業への売却益【北九州市】（定量的効果） 

項 目 内   容 

評価項目 売却益 

評価期間 平成 20 年４月～平成 22 年３月（２年） 

評価手法 施設売却収入の積算 

評価結果 約 2,500 百万円 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）不安定水源の転換【受水団体】（指標による評価） 
 （宗像地区事務組合） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を宗像地区事務組合の計画水量（㎥/日）で除して

算出 

評価結果 25.2% 
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〇広域連携事例集 

〇【施-19】北九州市、古賀市、新宮町、宗像地区事務組合 

 （古賀市） 
項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を古賀市の計画水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 9.8% 

 
 （新宮町） 

項 目 内   容 

評価項目 計画水量に占める北九州市からの用水供給受水率 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の１日平均給水量

（㎥/日）を新宮町の計画水量（㎥/日）で除して算出 

評価結果 17.3% 

 
ｂ）本城浄水場の施設稼働率の向上（用水供給分）【北九州市】（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 施設稼働率（用水供給分のみ） 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 緊急連絡管の維持用水を活用した用水供給の一日平均給水量

（㎥/日）を本城浄水場の施設能力（141,000 ㎥/日）で除し

て算出 

評価結果 11.8% 

 

ｃ）三次工水施設の一部の水道用水供給事業への売却益【北九州市】（定量的効果） 

項 目 内   容 

評価項目 売却益 

評価期間 平成 20 年４月～平成 22 年３月（２年） 

評価手法 施設売却収入の積算 

評価結果 約 2,500 百万円 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-20】津山市、岡山県広域水道企業団 

【施-20】［施設の共同化（浄水場）］ 

津山市、岡山県広域水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 岡山県 

(2）事業体名 津山市、岡山県広域水道企業団（１市１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 21 年～平成 23 年１月（２年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 共同使用している浄水場の位置 

（出典）「水道ビジョン～津山の水道を未来まで～」 平成 30 年３月 津山市水道局（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-20】津山市、岡山県広域水道企業団 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 津山市水道局が有する小田中浄水場と草加部浄水場は、岡山県広域水道企業団津山第１浄

水場と津山第２浄水場の施設整備に合わせ、施設共同化を行っている。 

・ 平成７年の小田中浄水場および津山第１浄水場の共同施設供用開始を皮切りに、津山市が

その管理を受託することで、施設の運転管理を一元化し省力化を図っている。 

・ 平成 23 年度より、これら共同浄水場の運転管理を民間事業者に委託（法定外委託）するに

あたり、その委託業務の発注・監理を、運転管理を受託している津山市が行うことで管理の

一体化を継続する。 

・ 運転管理は津山市が受託し、その費用分担は施設能力比や利用割合等に基づき岡山県広域

水道企業団が津山市に支払うものとする。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

本業務の対象施設は、平成７年より共同施設として津山市が管理を受託し一元管理する浄水

場を、民間に運転管理委託するものであった。 

既に、一元管理を行っていた施設の民間委託化であり、委託業務の発注・監理についても、

津山市が継続して行うこととし、効率的な運営としている。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同浄水場運転管理委託業務の効率化（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同浄水場運転管理委託業務の効率化（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-21】岐阜県(用供)、多治見市、可児市 

【施-21】［施設の共同化（配水池）］ 

岐阜県(用供)、多治見市、可児市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 岐阜県 

(2）事業体名 岐阜県（用供）、多治見市、可児市（１県２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 
調整池、配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 25 年４月(供用開始) 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年４月～平成 25 年３月（８年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 小名田調整・配水池の位置 

（出典）「新岐阜県営水道ビジョン」 平成 29 年３月 岐阜県都市建築部（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-21】岐阜県(用供)、多治見市、可児市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 小名田調整・配水池の整備イメージ図 

（出典）岐阜県提供資料 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 可児市西部地域への住宅団地の一層の拡大に伴う水需要増で、県営可茂上水道用水供給事

業全体の供給不足が予測されることとなり、第３次拡張事業(平成６年 12月 27 日認可)とし

て調整池、浄水施設及び管路の増設事業に着手した。その後、山之上調整池、増設ろ過池、

可児第２低区給水地点、揚水ポンプ設備、自家発電設備などの供用を開始している 

・ 平成 15 年度に、県営東濃上水道用水供給事業と県営可茂上水道用水供給事業を統合した

ことにあわせ、東濃地域（多治見市）の水需要の増加に対して合理的に対応するため、可茂

地域と東濃地域を連絡管で結ぶ「東濃西部送水幹線」を事業に加え、事業を実施することと

なった。 

・ 東濃西部送水幹線事業は、川合浄水場（可児市）と肥田調整池（土岐市）の約 30km を送水

管で連結することにより、東濃地域（多治見市）の需要増にも対応でき、また、緊急時にお

いて東濃地域と可茂地域の広域的な相互融通を可能とするものである。 

・ また、用水供給事業において、緊急時水融通に支障のない標高を確保できること、可児市

西部地域及び多治見市東部地域の人口集中地域に近いこと等から新設調整池、新設配水池の

位置を決定した。 

・ 新設調整池、新設配水池の建設にあたり、県、多治見市及び可児市がそれぞれ単独で施工

する場合と、共同施工した場合の建設費用を比較検討した結果、共同施設を建設することと

なった。 

➢ 小名田調整・配水池の建設に関する協定 

小名田調整・配水池（仮称）の設計調査に関する協定書（平成 17 年３月 30 日) 

小名田調整・配水池の整備事業に関する協定書（平成 18 年３月 27 日） 

➢ 小名田調整・配水池の維持管理に関する協定 

小名田調整・配水池における維持管理経費に関する確認書（平成 25 年３月 29 日） 

 
 
 

（調整・配水池）

（配水池）（配水池）

（調整池）



 

317 
 

〇広域連携事例集 

〇【施-21】岐阜県(用供)、多治見市、可児市 

2.2 広域連携(実績)の内容 

事業計画に関し、変更はなし。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設の共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年４月～平成 25 年３月(８年) 

算定手法 県、多治見市及び可児市それぞれで単独施工した場合と、共

同施工した場合の建設費用を比較検討し、その差分を費用削

減効果として算定。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 11.2％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

ｃ）施設整備水準の平準化（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）施設の共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年４月～平成 25 年３月(８年) 

算定手法 平成 17 年の基本設計時点における費用削減率を基に、広域連

携後の実績から単独施工時の費用を算出。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 11.2％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

ｃ）施設整備水準の平準化（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 

【施-22】［施設の共同化（浄水場・配水池）］ 

青森県十和田市・秋田県小坂町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 青森県、秋田県 

(2）事業体名 青森県十和田市、秋田県小坂町（１市１町） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場・配水池 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年３月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 24 年７月～平成 28 年２月（３年８ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 各簡易水道事業が在る自治体の位置関係 

（出典）地理院地図（国土電子 web）（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 十和田市の十和田湖畔地区簡易水道は、平成 22 年度に休屋、宇樽部、子ノ口の３地区を統

合整備し供用開始された簡易水道であるが、近年は観光客の減少やホテル、旅館等が減少し

たことにより給水量が低下しており、給水能力に対し一日平均 1,000m3 以上の余力が生じて

いた。 

・ 小坂町の休平地区簡易水道は、昭和 56 年に供用開始された簡易水道であるが、給水人口や

観光客の減少が続く一方、水道施設の老朽化が進行し更新の検討が必要となり、事業費の確

保が課題となっていた。 

・ 小坂町の施設更新費用の削減 

   小坂町休平地区の水道施設（水源、浄水場、配水池）は老朽化が進行し、更新の検討が必

要な時期である。一方、十和田市十和田湖畔地区簡易水道は近年整備された比較的新しい水

道施設であるが、施設利用率が低いため、給水能力に余力が生じている。十和田湖畔地区の

水道施設を共同利用して配水管を連絡管で接続し送水することにより、隣接する区域で同様

の施設を管理補修する重複投資を避け、小坂町は施設更新費用を削減できる。 

・ 十和田市の施設更新費用の削減 

   共同利用施設の更新時期については、十和田湖畔地区と休平地区の配水量の割合（直近３

ヶ年分）で更新費用を負担することとしているため、十和田市も費用削減できる見込みであ

る。 

・ 十和田市の負担金収入 

   連絡管には流量計が設置しており、十和田市は小坂町から送水量に応じて１m3 あたり 183

円及び消費税を負担してもらうこととしているため、毎年負担金の収入がある。（毎日水量を

検針し、１年分を一括で支払う） 

   当初は水道施設を共同利用するということで、十和田市では建設費用にかかる資本費につ

いても小坂町が負担する案もあったが、施設の資産問題や小坂町の負担が増加することから、

共同利用施設は十和田市で維持管理する（更新時は上記のとおり）こととし、水道水供給費

のみの負担とした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり実施。 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設更新費用の削減（小坂町）（定性的効果） 
ｂ）施設余剰能力の有効活用による負担金収入の増（十和田市）（定性的効果） 
ｃ）施設更新時の費用負担の軽減（十和田市）（定性的効果） 
 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）施設更新費用の削減（小坂町）（費用削減効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 

項 目 内   容 
算定期間 平成 27 年４月～平成 28 年１月(10 ヶ月) 

算定手法 [単独経営]における浄水施設・配水施設の施設更新費用（概

算）と[広域連携後]における送受水施設（連結管）工事費の

差額分を削減効果として算定。 

効果算定 
対象費目 

建設改良費 

評価結果 88.9％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）施設余剰能力の有効活用による負担金収入の増（十和田市）（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 平成 28 年３月～平成 29 年２月(１年) 

算定手法 施設共同利用負担金としての収益を算定。 

効果算定 
対象費目 

その他(その他営業収益) 

評価結果 約 1,700 千円 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

青森県十和田

市、秋田県小

坂町 

青森県十和田市と秋田県

小坂町における県境を越

えた簡水共同利用 

甲田 信二

(十和田市上

下水道部水

道課) 

水道 第 61 巻 第

4 号 pp.12-17 

pp.318-323 施-22 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 
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〇広域連携事例集 

〇【施-22】青森県十和田市・秋田県小坂町 
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〇広域連携事例集 

〇【施-23】周南市、光市 

【施-23】［施設の共同化（浄水場）］ 

周南市、光市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 山口県 

(2）事業体名 周南市、光市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

浄水場 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 24 年 12 月～平成 28 年７月（３年７ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 共同使用する浄水場の位置 

（出典）「周南市水道事業ビジョン」 2019 年３月 周南市上下水道局（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-23】周南市、光市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 周南市東部の熊毛地区で水道事業を行うにあたり、市内に新たに浄水場を建設するより、

隣接する光市の既存浄水場の浄水施設を利用し、新たに送水ポンプの建設を行い熊毛地区へ

送水する事により建設費を削減する事を目的とする。 

・ 課題：取水、浄水、送水業務に関して光市へ業務を委託する事に関し、委託料を両市の認

可水量で案分するのか、送水量の実績で委託料を支払うのかが課題となったが、当初は認可

水量で案分し、３年後に再度協議することとした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画から変更なし 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設の共同化による建設費の削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 不明 
算定手法 新設浄水場を建設する場合と光市林浄水場を活用し送水施設

を建設した場合の建設費の比較を行った。 
効果算定 
対象費目 

建設改良費 

評価結果 18.3％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 

ｂ）既稼働施設を共同利用することによる施設維持管理及び運転の効率化（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

  本事業による広域連携に係る効果（実績）については、建設費に維持管理費等を含めて効果

を算定する予定。今後の維持管理費等に係るデータ（実績）がある程度集積できた時点で検証

する予定。 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-24】広島県企業局（用供）、愛媛県今治市 

【施-24】［施設の共同化（管路）］ 

広島県企業局（用供）、愛媛県今治市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 広島県・愛媛県 

(2）事業体名 広島県企業局（用供）、愛媛県今治市（１県１市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 

管路 

(4）広域連携実現年月 平成 29 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 18 年５月～平成 29 年４月（10 年 11 ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 広島水道用水供給事業の用水供給区域 

（出典）広島県企業局ＨＰより 
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〇広域連携事例集 

〇【施-24】広島県企業局（用供）、愛媛県今治市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 広島県から愛媛県への用水供給について、今治市からの要望を踏まえ、愛媛県から広島県

に要請があり、広島県においても、水需要の低下による給水能力の余剰があり、他の受水市

町への影響がないことから、今治市の島嶼部（関前地区の岡村島と小大下島）に広島県用水

を越境供給することとした。 

・ 施設整備においては、既存の送水管を活用するとともに、調整池等を新設することで安定

給水を確保した。広島県の既設送水管から分岐して、呉市豊町（大崎下島）に今治市との分

水点を設置し、呉市豊町（大崎下島）にポンプ場を設け、岡村島までは既設の農道橋に送水

管を添架し、岡村島内に減圧水槽・調整池・配水池を新設した。また、岡村島から小大下島

へは既設の海底送水管を活用した。 

・ 今治市は島嶼部（関前地区の岡村島と小大下島）の安定給水を確保し、広島県は水需要の

減少による給水能力の余剰の有効活用につながり、両者共にメリットのある取り組みとなっ

た。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画のとおり 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）余剰能力の活用（定性的効果） 

ｂ）安定給水の確保（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）余剰能力の活用（定性的効果） 

ｂ）安定給水の確保（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-25】前橋市他４市１町１企業団 

【施-25】［施設の共同化（連絡管）］ 

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、安中市、富岡市、吉岡町、群馬東

部水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 群馬県 

(2）事業体名 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、吉岡町、

群馬東部水道企業団（５市１町１企業団） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 
連絡管 

(4）広域連携実現年月 昭和 58 年６月～平成 29 年 11 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 ９ヶ月（平均） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 災害や事故等による断水への備えとして、境界を接している他事業体と相互応援給水に関

する協定を締結のうえ、連絡管の設置及び共同による定期点検等を行う。 

・ 設置や維持管理に係る費用については双方による負担とし、応援に要した費用については、

応援を受けた事業体の負担とする。 

  〔整備スケジュール〕 

整備時期 整備区間 検討期間 

昭和 58 年６月 桐生市－群馬東部水道企業団間 ４ヶ月（昭和 58 年２月～６月） 

平成９年 11 月 前橋市－高崎市間 ４ヶ月（平成９年８月～11 月） 

平成 21 年 12 月 渋川市－吉岡町間 １年８ヶ月（平成 20 年４月～平成 21 年 12 月） 

平成 24 年２月 前橋市－伊勢崎市間 ７ヶ月（平成 23 年８月～平成 24 年２月） 

平成 29 年 11 月 桐生市－伊勢崎市間 １年（平成 28 年 11 月～平成 29 年 11 月） 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-25】前橋市他４市１町１企業団 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【施-26】亀岡市（用供）、南丹市 

【施-26】［施設の共同化（管路）］ 

亀岡市（用供）、南丹市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 京都府 

(2）事業体名 亀岡市（用供）、南丹市（２市） 

(3）広域連携の形態 施設の共同化 
管路 

(4）広域連携実現年月 令和元年６月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 30 年２月～令和元年６月（１年４ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 南丹市では、平成３０年度に上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給施設のすべてを統

合し、組織管理体制、施設設備の維持管理方針及び料金体系の見直し等を進めている。 

・ しかし、施設の老朽化や耐震化への対応等、水道事業の運営状況の見通しは厳しく、昭和

４７年度に建設され耐震性のない大薮浄水場の更新についても喫緊の課題となっていた。 

・ 平成３０年２月に南丹市は、当該浄水場の更新に代えて、隣接する亀岡市の水道施設から

水道用水の供給を受けることについて、亀岡市へ協議の申し出を行い、亀岡市としても既存

施設の余剰能力を有効活用した収益が期待されることから、同年６月から本格的な協議が始

まった。 

・ 両市の水道事業経営の合理化及び業務の効率化を図り、住民への水道サービスの向上に資

するためにの協議を積み重ね、平成３１年１月に「水道用水供給事業の推進に関する基本合

意書」を締結、両市の議会の議決を経て、令和元年６月に「水道用水の供給に関する基本協

定書」を締結し、事業実現に向けた取り組みを着実に進めてきた。 

・ 令和３年度中の給水開始を目指し、令和２年３月に亀岡市は、水道法に基づく水道用水供

給事業に係る創設認可の取得と、地方公営企業法の規定による水道用水供給事業設置に関す

る条例の整備を行い、現在、両市による送水管路の整備等を進めている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設更新の費用削減（南丹市）（定量的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【施-26】亀岡市（用供）、南丹市 

ｂ）施設の余剰能力の有効活用（亀岡市）（定量的効果） 

項 目 内   容 
算定期間 令和３年～令和７年(５ヶ年) 

算定手法 1 日配水能力(33,600ｍ3/日)に対する南丹市に供給する 1 日

平均配水量(1,181ｍ3/日) 

効果算定 
対象費目 

施設利用率 

評価結果 3.5％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

  該当事項は特になし 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-1】九十九里地域水道企業団他２企業団１組合 

【管-1】［管理の一体化（水質検査）］ 

九十九里地域水道企業団、八匝水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市

広域市町村圏組合 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 
(2）事業体名 九十九里地域水道企業団、八匝水道企業団、山武

郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合 
（３企業団１組合） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 
水質検査の共同実施（業務委託方式による共同水

質検査） 
(4）広域連携実現年月 昭和 52 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 各水道事業体から水質検査の一部を受託している。 
・ 費用負担は、検査項目に応じ、検査手数料として料金徴収。 
・ 要因負担では、原則として、採水及び検体の持ち込みについては、各水道事業体が実施す

る。 
・ 管理体制では、各水道事業体において、単独で検査施設を設置することが困難であるため、

共同検査にて対応する。  
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

  当初計画通り 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）用水供給事業体、末端給水事業体間における水質共同検査による情報共有化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）用水供給事業体、末端給水事業体間における水質共同検査による情報共有化（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 



 

336 
 

〇広域連携事例集 

〇【管-2】旭市、東庄町、東総広域水道企業団 

【管-2】［管理の一体化（水質検査）］ 

旭市、東庄町、東総広域水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 
(2）事業体名 旭市、東庄町、東総広域水道企業団（１市１町１

企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施（業務委託方式による共同水

質検査） 
(4）広域連携実現年月 昭和 56 年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 55 年 4 月～昭和 56 年 10 月（１年６ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 構成団体が水質検査を東総広域水道企業団と水質検査機関(水道法第 20 条に基づく登録機

関)へ委託した場合を比較、東総広域水道企業団に委託することにより、検査費用の諸経費

が削減。 

・ 検査を委託することにより、構成団体職員の人員削減を図る。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

  当初計画とおり 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）構成団体が水質検査を委託することにより水質検査費用の諸経費削減（定性的効果） 

ｂ）構成団体職員の人員削減（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）構成団体が水質検査を委託することにより水質検査費用の諸経費削減（定性的効果） 

ｂ）構成団体職員の人員削減（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-3】千葉県企業局、印旛郡市広域市町村圏事務組合 

【管-3】［管理の一体化（維持管理）］ 

千葉県企業局、印旛郡市広域市町村圏事務組合 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 
(2）事業体名 千葉県企業局、印旛郡市広域市町村圏事務組合

（１県１組合） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

浄水処理の一体化 
(4）広域連携実現年月 昭和 57 年 12 月（浄水加工委託） 

平成 17 年４月（第３者委託） 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 51 年 6 月～昭和 57 年 12 月（６年７ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 印旛広域水道の水の流れ 

（出典）印旛広域水道ビジョン 平成 23年 印旛郡市広域市町村圏事務組合 
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〇広域連携事例集 

〇【管-3】千葉県企業局、印旛郡市広域市町村圏事務組合 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 当組合は、昭和 51 年６月に地方公営企業法に基づく水道用水供給事業の設置を行い、昭和

56 年３月に印旛広域水道用水供給事業を創設した。 

・ 創設事業計画は浄水場を設けるとするものであるが、一部構成団体からの早期供給要望に

対応するため、千葉県水道局（現 千葉県企業局）と浄水加工委託に関する協定を締結するこ

とにより、早期の用水供給の開始を目指した。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 昭和 57 年 11 月に千葉県水道局（現 千葉県企業局）と浄水加工委託に関する協定を締結

し、昭和 57 年 12 月から一部構成団体に水道用水の供給を開始した。 

・ 平成 17 年度からは、これまでの浄水加工委託方式に変えて千葉県企業局施設の行政財産

使用許可を受けて浄水処理業務を千葉県企業局に第３者委託する方式に変更した。 

・ 千葉県企業局とは、「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を締結し、それに基づ

き千葉県企業局の水道施設の行政財産使用許可並びに業務委託契約を結んでいる。 

・ 費用負担としては、行政財産使用許可を受けている施設に対する使用料、業務委託契約に

おける業務委託料を支払っている。 

・ また当組合は発足当初より、千葉県企業局と連携して事業を行っており、千葉県企業局の

施設の余裕部分を使用させてもらうことで投資を抑制しており、効率的な運営を行っている。                                          

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）構成団体への早期の用水供給（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）構成団体への早期の用水供給（定性的効果） 

ｂ）浄水場建設費等の投資の抑制（定性的効果） 

ｃ）業務委託活用による職員数の抑制（定性的効果） 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-4】福岡地区水道企業団他１企業団４市７町 

【管-4】［管理の一体化（水質検査）］ 

福岡地区水道企業団、大野城市、筑紫野市、太宰府市、春日那珂川水道企業団、

宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、糸島市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡地区水道企業団、大野城市、筑紫野市、太宰

府市、春日那珂川水道企業団、宇美町、志免町、

須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、糸島

市（４市７町２企業団） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 

(4）広域連携実現年月 昭和 59 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 58 年 12 月～昭和 59 年３月（４ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 各事業体の位置 

（出典）地理院地図（国土電子 web）（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-4】福岡地区水道企業団他１企業団４市７町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 福岡地区水道企業団水質センターは福岡都市圏の共同検査センターとして、当初は 14 市  

町１企業団、現在 11 市町２企業団の水質検査を受託している。 

・ 昭和 59 年度以前、福岡市以外の構成団体は水質検査を福岡県に委託していたが、県の検査

受け入れにも限界があり、十分な検査が行えなくなった。そこで福岡県より要請を受け、当

企業団水質センターが福岡都市圏内の水質検査を受託するようになった。 

・ 水質センターは広域的な水質管理を推進し、水源から給水栓まで連続した水道のさらなる

水質向上を目指し、各構成団体と相互に水質情報を共有するだけでなく、浄水方法や水質管

理等について構成団体へ技術支援を行っている。 

・ また平成９年 10 月に福岡県が策定した福岡地域広域的水道整備計画により福岡都市圏の

共同検査センターとして、位置づけられた。 

 【平成 29 年度受託実績】 

検査件数 5,591 件、検査項目 31,109 項目  

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 各構成団体の水質検査を水質センターに集約することで、試験検査の多様化・高度化に対

処でき、効率的な検査の実施が可能となった。 

・ また水質センターは構成団体との連絡を密にし、必要に応じて技術支援するなど水質管理

の強化・向上に貢献している。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットによる効率化、費用削減（定性的効果） 

ｂ）福岡県が行っていた検査の継続実施（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）機器が高価であり、スケールメリットを生かし安価で質の高い検査が可能である。（定性的効

果） 

ｂ）各構成団体の水質検査計画に沿った検査を実施し、水質基準改正等に適切に対応できている。

（定性的効果） 

ｃ）検査結果に対する信頼性確保を目的に平成 19 年２月に水道ＧＬＰの認定を取得し更なる向

上を目指している。（定性的効果） 

ｄ）管理基準逸脱時のノウハウを蓄積しており、素早い対応、助言が可能な体制である。（定性的

効果） 

ｅ）災害・事故等の緊急時対応強化（定性的効果） 

 
4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし  
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〇広域連携事例集 

〇【管-5】小諸市他１市４町４村２企業団 

【管-5】［管理の一体化（水質検査）］ 

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽

井沢町、御代田町、立科町、浅麓水道企業団、佐久水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 長野県 
(2）事業体名 小諸市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北

相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、浅麓水道

企業団、佐久水道企業団（２市４町４村２企業

団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 
(4）広域連携実現年月 昭和 61 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 57 年～昭和 61 年４月（４年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 各事業体の位置 

（出典）地理院地図（国土電子 web）（一部加筆） 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ それぞれ経営する水道事業のうち水質検査業務を一括で共同処理するため組織した。 

・ 費用負担については、検査量による負担。 

・ 要員負担については、多くの団体で専門職員がおらず施設母体でもあり水質検査を行って

いた佐久水道企業団からの派遣に依存するようになった。 

・ 運営管理については協議会（佐久圏域水道水質検査協議会）として行う。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

 特に記載なし 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）検査結果の迅速化（定性的効果） 

ｂ）水質に関する専門的知識の向上（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）検査結果の迅速化（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 検査期間 

評価期間 － 

評価手法 検査に係る期間の差分を効果とする。 

評価結果 効  果 △７日間 

広域連携後 ３日間 

単独経営 10 日間 

ｂ）水質に関する調査、研究、アドバイスが可能になった。（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【管-6】［管理の一体化（水質検査）］ 

長野県上伊那広域水道用水企業団、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島

町、南箕輪村、中川村、宮田村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 長野県 
(2）事業体名 長野県上伊那広域水道用水企業団、伊那市、駒ヶ

根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川

村、宮田村（２市３町３村１企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 
(4）広域連携実現年月 平成４年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 62 年 10 月～平成４年９月（５年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 各事業体の位置 

（出典）地理院地図（国土電子 web）（一部加筆） 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 上伊那圏域の水道広域化については「長野県水道基本構想」に基づき、昭和 54 年に「上伊

那圏域広域的水道整備計画」が策定され、水道水の水質検査も上伊那広域水道用水供給事業

に合わせて、圏域内全ての水道の水質管理の共同化を図ることが、この計画の中で示された。

これを受け上伊那地域広域行政事務組合を中心として、長野県を含む関係機関により具体的

実施方法について研究、協議が重ねられた。昭和 62 年 10 月「上伊那圏域共同水質検査施設

整備研究協議会」が設置され、共同水質検査体制のメリットとして次の諸点が上伊那広域行

政事務組合理事者会に答申された。 

   ➢ 検査結果が迅速に判明するため、緊急時の水質検査に即応でき、適切な水質管理が可

能となる。 

  ➢ 市町村指導、職員の研修等の実施により、市町村の水質管理能力の向上が図られる。 

  ➢ 圏域全体の水質汚染等の状況把握と対応が可能となる。 

  ➢ 構成市町村の協調が高められ水道の統合＝広域整備への契機となる。 

  ➢ 民営水道や、自家用水道についても、受託検査や指導を行うことによって、圏域全体

の水質管理のレベルアップが図られる。 

・ また、「共同水質管理センター運営に係る今後の方針」として、現在圏域内の水道の多くは、

その水質検査を上伊那薬剤師会検査センターに委託している状況に鑑み、上伊那薬剤師会と

の調整を十分に行ったうえで、上伊那圏域の 10 市町村は共同して「水質管理センター計画」

を進めることが確認された。 

・ 水道担当部課長会及び理事者会は、平成元年から２年度にわたり上伊那薬剤師会との調整

と併せ、検査センターの運営形態、組織、経費の負担方法等についての調査、検討を重ねる

なかで、後段の諸点を骨子とした上伊那圏域水道水質管理協議会規約案の成立をみた。 

・ 一方薬剤師会検査センターの調整については、同センターに於ける水道水検査手数料が検

査料収入の 40％を占めている事情の中では同検査センターの存続に係る問題であり、上伊

那薬剤師会より「水道水質管理協議会の行う水質検査は企業団の水質の監視までとされたい」

との申し出も有り難航した。水道水質管理協議会は、次の諸点につき薬剤師会の理解を得る

べく調整を重ねた。 

  ➢ 水道水の水質検査は原則（水道法）として水道事業者が行うこととされている。 

  ➢ 昭和 54 年度に策定された「上伊那圏域水道整備計画」の中でも水質管理センターの設

置は水道の維持管理事項（管理センターを設置し、維持管理業務の共同化と専門技術者

養成を図り、多様化する維持管理業務に対処する）として各市町村議会及び県議会で議

決されている。 

  ➢ 上伊那広域水道用水供給事業の供給開始に併せて、企業団の浄水場内に水質管理セン

ターを設置し、水質検査の業務を行うことで全郡的に合意されている。 

・ 調整の結果、薬剤師会とは「現在薬剤師会検査センターで水質検査を担当している職員を

人材派遣として水道水質管理センターに出向してもらう」ことで合意をみた。 

・ 上伊那圏域水道水質管理協議会規約案は、平成３年３月末までに各市町村及び企業団議会

で議決された。 

・ 平成３年４月１日、上伊那 10 市町村長と長野県上伊那広域水道用水企業団企業長との連

名で長野県知事に「上伊那圏域水道水質管理協議会設置届」が提出され、同協議会が設立さ
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れた。 

・ 上伊那圏域水道水質管理センターの規約策定の基本事項 

 ➢ 企業団と 10 ヶ市町村（現在は８市町村)は水質検査センターを運営するための組織（仮

称 上伊那圏域水道水質管理協議会）を結成する。 

  ➢ 経費は検体数に準じた負担金（検査手数料）等で対応する。但し、現行手数料を超え

ない額とする。 

  ➢ 水質検査は、企業団の建設する検査施設を使用する。 

  ➢ 検査業務は、企業団の水道用水供給開始に対応させる。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 比較した平成 24 年より水質基準項目の変更があり、統廃合により水源の減少、給水栓の減

少により全体の検査数の減少。 

➢ 水源数      170(平成５年) ⇒ 120(平成 24 年) ⇒ 116(平成 29 年) 

  ➢ 給水栓水    167(平成５年) ⇒ 116(平成 24 年) ⇒ 109(平成 29 年) 

・ クリプトスポリジウム等検査、同指標菌検査を平成 10 年から実施 

・ 平成 23 年度より全市町村の対象水源での検査完全実施 

・ 平成 29 年実績 クリプトスポリジウム等検査 213 件 同指標菌検査 818 件 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）施設、検査機器等の共同利用、年間をとおして計画的に検査を行い、仕事量を平準化するこ

とによる人件費の削減。（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 26 年４月～平成 27 年３月（１年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

登録検査機関による見積もり、検査施設、機器維持管理費、 

人件費、消耗品、薬品費積算 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(検査機器修繕費と消耗品、試薬

類の一括購入) 

評価結果 12.1％ 

      ※ 評価結果のプラスは「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）上伊那圏内の民間水道を含むほぼ全ての水道水質検査が同一レベルで行える。（定性的効果） 

ｃ）多くの給水栓の検査と企業団の検査を行う事により、高価な検査機器の有効利用が行える。

（定性的効果） 

ｄ）スケールメリットにより、試薬、器具を安価に購入し、無駄なく有効に使用でき、迅速で正

確な検査が安価に行える。（定性的効果） 

ｅ）水道事故、住民からの苦情などによる水質検査も迅速に対応できる。（定性的効果） 
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3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水質検査費用の低減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年４月～平成 30 年３月（１年） 

算定手法 登録検査機関への検査委託と、実際の決算による比較 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(試薬、消耗品代) 

評価結果 48.4％ 

      ※ 評価結果のプラスは「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）クリプトスポリジウム等検査、同指標菌検査の低減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年４月～平成 30 年３月（１年） 

算定手法 登録検査機関への検査委託と、実際の決算による比較 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(試薬、消耗品代) 

評価結果 32.9％ 

      ※ 評価結果のプラスは「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｃ）データベースを駆使したデータの蓄積により、水質のわずかな変化も判明。（定性的効果） 

ｄ）化学的知識を有する職員により市町村の浄水処理、水質事故への助言、手助けが可能。（定性

的効果） 

ｅ）計画的な職員採用により、技術の継承が出来る。（定性的効果） 

ｆ）検査料金が高いクリプトスポリジウム等検査も職員が行える。（定量的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇【管-7】大阪広域水道企業団他１企業団 32 市９町１村 

【管-7】［管理の一体化（水質検査）］ 

大阪広域水道企業団、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高

槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川

市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真

市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭

山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子

町、河南町、千早赤阪村、泉北水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 大阪府 

(2）事業体名 大阪広域水道企業団、堺市、岸和田市、豊中市、

池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守

口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田

林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、

和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂

津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四

條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、

豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬

町、太子町、河南町、千早赤阪村、泉北水道企業

団（32 市９町１村２企業団） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 

(4）広域連携実現年月 平成５年 12 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成４年 12 月～平成５年 12 月（１年） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 経緯 
年 月 内 容 

平成４年 12 月 ○水質基準改正（平成５年 12 月１日施行） 

水質基準項目が大幅に増加 

○各市町村単独で高価な検査機器の整備や高度な検査技術の確保が困難に 

平成５年６月 要望①：日本水道協会大阪府支部、大阪府営水道協議会、大阪府簡易水道

協会から大阪府に要望 

「市町村共同水質検査体制整備について」 

①市町村共同水質検査体制の創設への支援 

②施設整備費の助成 

③運営費負担の軽減のための支援 

平成５年７月 要望②：大阪府市長会、大阪府町村長会から大阪府に要望（要望①と同一
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の要望） 

平成５年８月 ○大阪府環境保健部長から大阪府営水道水道企業管理者に依頼 

・ 市町村共同水質検査体制の整備について、特段の配慮をすること 

 

平成５年８月 ○「大阪府市町村水道水質共同検査運営協議会」発足 

平成５年 11 月 ○国庫補助：水道水源開発等施設整備費（水質検査施設整備費） 

平成５年 12 月 ○「市町村水道水質共同検査」発足 

・ 府内 44 水道事業体（43 事業体、１企業団）で発足 

・ 市町村の自己検査を共同化し、府営水道（及びサービス公社）が水質

検査を実施（現在は大阪広域水道企業団が運営事務局を行っている） 

 
・ 設立目的 

平成４年の水質基準の大幅な改正により、水質検査を行うために高額な分析機器や高度な

分析技術を持った技術者が必要となり、各事業体でここに水質検査を行うことが難しい状況

となった。そこで市町村が共同で水質検査体制を構築することで、これらの課題を解消でき

ること。 
・ 費用負担、要員負担について 

大阪広域水道企業団の水質管理センター内に検査室を設置し、検査は大阪広域水道企業団

の常勤職員と非常勤職員が連携して行い、運営事務局は水質管理センターが行う。分析機器

は大阪広域水道企業団の機器を共同使用するが、不足する機器については共同検査費用から

負担する。共同検査費用は検体数に応じて各市町村が負担する。 
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画の記載内容と同じ。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）検査機器を個別に購入する必要がない（定性的効果） 

ｂ）専門の検査担当者の配置により検査技術の確保・継承が容易（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）検査機器を個別に購入する必要がない（定性的効果） 

ｂ）専門の検査担当者の配置により検査技術の確保・継承が容易（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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【管-8】［管理の一体化（水質検査）］ 

君津広域水道企業団、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 
(2）事業体名 君津広域水道企業団、木更津市、君津市、富津

市、袖ケ浦市（４市１企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施（業務委託方式による共同水

質検査） 
(4）広域連携実現年月 平成６年１月 

(5）広域連携実現までに要した期間 昭和 57 年～平成６年（14 年） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 水道事業体の検査能力の向上と効率化、迅速化を図るため、４市と企業団の水質検査業を   

共同で行うものである。 

・ 検査体制としては、企業団の水質検査班が４市からの水質検査を受託している。 

・ 検討にあたっては、水質検査料金の設定が課題であり、単に検査に要する費用だけを算定

するのではなく、民間企業との料金比較等により決定するものとした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成６年から段階的に受託項目数を増加し、水質センターの竣工や水質検査機器の整備に

より平成 10 年４月から全ての検査を受託することとなり、現在に至る。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）検査能力の向上（定性的効果） 

ｂ）検査の効率化（定性的効果） 

ｃ）検査の迅速化（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）原水から給水までの総合的な水質管理（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-9】周南市、下松市、光市 

【管-9】［管理の一体化（水質検査）］ 

周南市、下松市、光市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 山口県 

(2）事業体名 周南市、下松市、光市（３市） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 

(4）広域連携実現年月 平成６年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成５年１月～平成６年 10 月（１年９ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 各事業体の位置 

（出典）地理院地図（国土電子 web）（一部加筆） 

 
 
 
 

周南市 

下松市 

光市 
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〇広域連携事例集 

〇【管-9】周南市、下松市、光市 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成４年度に厚生省より水質基準の大幅な改正が行われた。これにより検査項目数と検査

頻度が増加することから、職員の確保、分析に必要な機器の整備等を行うことが困難となっ

た。平成５年度山口県水道水質管理計画が策定され、これに基づき隣接する周南３市が別々

に行っていた水質検査を共同で行い効率化を図ることにした。 

・ また、経費分担等については以下のとおりである。 

  （設立当時） 

➢ 名称    周南都市水道水質検査センター協議会 

➢ 構成事業体 徳山市（現・周南市）水道局、下松市水道局、光市水道局 

➢ 運営方法  構成事業体による協議会設置  

          （地方自治法第 252 条の２の２第１項の規定による） 

➢ 職員構成  徳山市水道局５人･下松市水道局 1 人･光市水道局 1 人 

➢ 担任事務  水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に関する

こと。 

➢ 検査レベル 水質基準（平成４年 12 月 21 日付）に対応する検査。 

➢ 建物    徳山市水道局水質試験室の改装 

➢ 総床面積  264.15 ㎡ 

➢ 総事業費  101,357,407 円（内国庫補助金 17,241,000 円） 

➢ 検査設備整備費用負担（平成６年度 国庫補助金額を除く） 

           光市水道局    16,722,342 円 下松市水道局 17,218,629 円  

徳山市水道局 50,175,436 円 

➢ 負担割合  光市水道局    19.88％ 下松市水道局 20.47％ 

徳山市水道局 59.65％ 

➢ 要員負担  光市水道局  委員１人、検査員１人 下松市水道局 委員１人、検査

員１人、徳山市水道局 会長１人、検査員５人 

➢ 管理体制  会長 １人（水道事業管理者） 委員 １人（水道事業管理者）  

委員 １人（水道事業管理者） 検査員７人（内所長１人 職員） 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成 10 年４月、周南都市水道水質検査センター協議会に新南陽市（現・周南市）水道局が

加入。（周南地域の合併予定に伴い加入） 

➢ 構成事業体 徳山市水道局、下松市水道局、光市水道局、新南陽市水道局 

➢ 職員構成  徳山市水道局５人･下松市水道局１人･光市水道局１人･ 

新南陽市水道局１人 

➢ 負担割合  光市水道局 18.83％、下松市水道局 17.08％、徳山市水道局 49.02％、 

          新南陽市水道局 15.07％ 

➢ 要員負担  光市水道局 委員１人、検査員１人、下松市水道局 委員１人、検査員

１人、徳山市水道局 会長１人、検査員５人、新南陽市水道局 委員１人、

検査員１人 
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〇広域連携事例集 

〇【管-9】周南市、下松市、光市 

➢ 管理体制  会長 １人（水道事業管理者）、委員 １人（水道事業管理者）、委員 １

人（水道事業管理者）、委員 １人（水道事業管理者）、検査員 ８人（内

所長１人 職員） 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）配属職員の共有化（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 配属職員割合 

評価期間 平成６年（１年） 

評価手法 ３市の単独経営（７人×３市＝21 人）の合計人数と広域連携

後（７人）における配属職員数を算定し、その差分を効果と

する。 

評価結果 効  果 66.7% 

広域連携後 33.3% 

単独経営 100.0% 

 

ｂ）施設の共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成６年（１年） 

算定手法 ３市が単独経営を行った場合と、構成３市において施設の

共同化を行った場合における、分析機器の購入費の差分を

算定。 

効果算定 

対象費目 

その他(器具備品費) 

評価結果 66.7％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 
ｃ）災害・事故等の緊急時対応力強化（定性的効果） 

ｄ）職員体制の確保強化により、運営基盤の維持向上や確実な技術の継承の仕組みを構築（定性

的効果） 

ｅ）運営資源の共有化と効率的活用が可能となり、高い検査精度の維持が可能（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-9】周南市、下松市、光市 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）配属職員の共有化（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 配属職員割合 

評価期間 平成 10 年（１年） 

評価手法 ４市の単独経営（８人×４市＝32 人）の合計人数と広域連携

後（８人）における配属職員数を算定し、その差分を効果と

する。 

評価結果 効  果 75.0% 

広域連携後 25.0% 

単独経営 100.0% 

 

ｂ）施設の共同化による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 10 年（１年） 

算定手法 ４市が単独経営を行った場合と、構成４市において施設の

共同化を行った場合における、分析機器の購入費の差分を

算定。 

効果算定 

対象費目 

その他(器具備品費) 

評価結果 75.0％ 

 

項 目 内   容 

算定期間 平成 10 年（１年） 

算定手法 ４市が単独経営を行った場合と、構成４市において施設の

共同化を行った場合における、分析機器の賃借料の差分を

算定。 

効果算定 

対象費目 

その他(賃借料) 

評価結果 75.0％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｃ）災害・事故等の緊急時対応力強化（定性的効果） 

ｄ）職員体制の確保強化により、運営基盤の維持向上や確実な技術の継承の仕組みを構築（定性

的効果） 

ｅ）運営資源の共有化と効率的活用が可能となり、高い検査精度の維持が可能（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし  
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〇広域連携事例集 

〇【管-10】北千葉広域水道企業団他７市 

【管-10】［管理の一体化（水質検査）］ 

北千葉広域水道企業団、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、習志野市、

八千代市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 
(2）事業体名 北千葉広域水道企業団、松戸市、野田市、柏市、

流山市、我孫子市、習志野市、八千代市（７市１

企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 
（業務委託方式による共同水質検査） 

(4）広域連携実現年月 平成８年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 
 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成５年度千葉県策定の「千葉県水道水質管理計画」に沿い、当企業団を共同検査の核と

して、千葉県を除く構成団体は自己検査を除くすべてを共同検査とする。 

・ 共同水質検査に係る費用については、検査料金として徴収。 

  
2.2 広域連携(実績)の内容 

平成５年度千葉県策定の「千葉県水道水質管理計画」に沿い、平成８年度から当企業団が核

となり、千葉県を除く構成団体の水質検査を「共同水質検査」として実施した。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同化による検査機器等整備費の削減（定性的効果） 

ｂ）構成団体の職員（水質）の削減（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同化による検査機器等整備費の削減（定性的効果） 

ｂ）構成団体の職員（水質）の削減（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-11】中之条町他１市３町５村 

【管-11】［管理の一体化（事務処理）］ 

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、沼田市、片品村、川

場村、昭和村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 群馬県 
(2）事業体名 （吾妻地域）中之条町、長野原町、嬬恋村、草津

町、高山村、東吾妻町（４町２村） 
（利根沼田地域）沼田市、片品村、川場村、昭和

村（１市３村） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査業務の一括発注 
(4）広域連携実現年月 平成 11 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 10 年４月～平成 11 年３月（１年） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 経緯 
  群馬県北部の吾妻地域、利根沼田地域内の水道事業等に係る水質検査業務については、各地

域を所管する保健所において一部項目の実施や外部委託に係る事務を行っていたが、保健所職

員数の減少や水道法の改正に伴う検査機関の増加等を契機として、地元の水道協会を介した全

項目の一括発注を検討し、水質検査費用の削減を図った。 

・ 水質検査対象施設数、検体数 
➢ 吾妻地域：146 施設、約 200 検体／月 

（上水道：５施設、簡易水道：55 施設、専水・小水道：86 施設） 

➢ 利根沼田地域：169 施設、約 190 検体／月 

（上水道：５施設、簡易水道：74 施設、専水・小水道：90 施設） 

・ 実施方法 
➢ 年度毎に各水道事業の水質検査計画を踏まえて業務委託仕様書を作成し、仕様書に沿っ

た委託先を選定のうえ、年度当初に一括発注している 

➢ 実際の業務については各水道事業において検体を各地域の水道協会に搬入し、持ち込ま

れた検体の確認及び委託先への引き渡しを各水道協会で実施している 

➢ 費用負担については、検査費用の実費を各水道事業者が負担している 

  
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画どおり 
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〇広域連携事例集 

〇【管-11】中之条町他１市３町５村 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水質検査の一括発注による委託経費削減（定性的効果） 

ｂ）各事業者による業務委託に係る事務の軽減（定性的効果） 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水質検査の一括発注による委託経費削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 （利根沼田地域）平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

各事業で個別に委託した場合の経費の合計額と、一括発注

した場合の経費をそれぞれ算出し、その差額を効果として

算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 66.0％ 

 

項 目 内   容 

算定期間 （吾妻地域）平成 30 年４月～平成 31 年３月（１年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

各事業で個別に委託した場合の経費の合計額と、一括発注

した場合の経費をそれぞれ算出し、その差額を効果として

算定。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 74.8％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）各事業者による業務委託に係る事務の軽減（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-12】坂戸、鶴ヶ島水道企業団他１市３町 

【管-12】［管理の一体化（水質検査）］ 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団、日高市、毛呂山町、鳩山町、越生町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 埼玉県 
(2）事業体名 坂戸、鶴ヶ島水道企業団（坂戸市、鶴ヶ島市）、

日高市、毛呂山町、鳩山町、越生町（１市３町１

企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施（業務委託方式による共同水

質検査） 
(4）広域連携実現年月 平成 11 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成５年～平成 11 年（６年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 坂戸、鶴ヶ島水道企業団、日高市、毛呂山町、鳩山町、越生町の位置 

（出典）「埼玉県水道整備基本構想～埼玉県水道ビジョン～」 平成 23 年３月改定 埼玉県 （一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-12】坂戸、鶴ヶ島水道企業団他１市３町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 坂戸、鶴ヶ島水道企業団は原水として鉱物質を多く含む井戸を多数保有し、水質監視が必

要であったことから、昭和 46 年度から坂戸浄水場にて水質検査を着手した。その後、昭和

51 年度から現在の鶴ヶ島浄水場水質検査室が本稼動した。しかし、揮発性有機化合物、農薬

等の検査は行っていなかった。 

・ 昭和 49 年度に発足した入間西部水道研究会（越生町、毛呂山町、日高市、坂戸、鶴ヶ島水

道企業団で構成され、技術研究、調査、講習、情報交換を目的とした組織）の中で共同水質

検査体制についてたびたび協議がなされていた。また、同企業団が自己検査体制を整備して

いたこともあり、緊急の水質検査に対し迅速な対応をとってきた経緯から、委託検査の要望

が同企業団に寄せられていた。 

・ その後、同企業団において全項目を自己検査可能とするため体制の見直しを図り、水質検

査室整備基本構想が立案され、共同水質検査体制について、入間西部水道研究会との間で改

めて協議がなされた。その結果、越生町、毛呂山町、日高市が各々で水質検査を行うには施

設、検査職員及び機器の整備が必要なため、当時自己検査整備計画中であった同企業団へ検

査を委託したいとの要望が高まった。 

・ その要望に答えるべく、同企業団は水質検査室の拡張とそれに伴う施設整備及び分析機器

整備の見直しを行い、共同水質検査体制に対する計画を立案した。その後その計画について

の協議が行われ業務委託方式による共同水質検査体制に移行することとなった。 

・ そのため、平成７～９年度には水道水源開発等施設整備費（水質検査施設整備費）国庫補

助金（以下「国庫補助金」という）の交付申請を行い、実験台、ドラフトチャンバー等の施

設設備や、分光光度計、イオンクロマトグラフ、固相抽出装置付ガスクロマトグラフ質量分

析計等の機器を整備し、平成９年度に越生町、平成 10 年度に毛呂山町、平成 11 年度に日高

市と鳩山町が加わり、１市３町１企業団の共同水質検査体制が構築された。 

・ また、平成 16、18 年には、水質基準改正に対応できるよう国庫補助金を申請し、臭素酸用

イオンクロマトグラフ-ポストカラム装置、シアン用イオンクロマトグラフ-ポストカラム装

置、パージ・トラップ装置付ガスクロマトグラフ質量分析計等を整備し、水質管理の強化を

図った。 

・ 平成 24 年度には共同水質検査体制における連携に関する協定を締結している。本体制は

業務委託方式による共同水質検査で、要員の確保や水質検査機器の整備運用は同企業団が行

い、他の事業体は採水や水質検査費用を負担している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画内容の変更なし 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水質管理の効率化（定性的効果） 

ｂ）緊急時の迅速な対応（定性的効果） 

ｃ）分析機器の効率的な稼動（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-12】坂戸、鶴ヶ島水道企業団他１市３町 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水質管理の効率化（定性的効果） 

ｂ）緊急時の迅速な対応（定性的効果） 

ｃ）分析機器の効率的な稼動（定性的効果） 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-13】いわき市、双葉地方水道企業団 

【管-13】［管理の一体化（水質検査）］ 

いわき市、双葉地方水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福島県 
(2）事業体名 いわき市、双葉地方水道企業団（１市１企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

双葉地方水道企業団からいわき市が受託すること

により水質検査を共同で実施 
(4）広域連携実現年月 平成 12 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 10 年８月～平成 12 年３月（１年８ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 広域連携の内容 

福島県が策定した「福島県水道水質管理計画」に基づき、平成 12 年度から双葉郡の広野

町、楢葉町、富岡町、大熊町、及び双葉町の５町に供給する水道水について、水道法に基づ

く水質基準項目及び管理目標設定項目等の検査を双葉地方水道企業団からいわき市が受託

して実施している。 

・ 現在の課題 

水質検査の受託に当たっての検査費用（受託料）の算定に苦慮している。また、原発事故

の影響（給水エリアが事故前に比べ縮小していることなど）により検体数が安定していない。 

・ 費用負担 

費用負担については、検査項目ごとに原価計算を行った上で、原価に基づく費用を負担す

ることとしている。 

・ 協定書等 

本市と双葉地方水道企業団との間では協定書等は締結していない。 

福島県が策定する「福島県水道水質管理計画」（計画期間 平成 25 年～令和４年）において

双葉地方水道企業団の検査体制を本市による委託検査として定めているほか、「福島県水道

整備基本構想 2013 福島県くらしの水ビジョン」により広域水道圏を設定し、同計画資料に

より浜通り（本市と双葉地方水道企業団）の検査体制を共同検査と表示している。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通り 
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〇広域連携事例集 

〇【管-13】いわき市、双葉地方水道企業団 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）地域水道事業の基盤強化（定性的効果） 
ｂ）検査費用の負担による検査機器整備（更新）費用等の削減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）地域水道事業の基盤強化（定性的効果） 
ｂ）検査費用の負担による検査機器整備（更新）費用等の削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-14】福島地方水道用水供給企業団他３市３町 

【管-14】［管理の一体化（水質検査）］ 

福島地方水道用水供給企業団、福島市、伊達市、二本松市、国見町、川俣町、桑

折町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福島県 
(2）事業体名 福島地方水道用水供給企業団、福島市、二本松

市、伊達市、国見町、桑折町、川俣町（３市３町

１企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

用水供給事業者とその構成団体が共同水質検査体

制を構築し、水質検査を共同で実施 
(4）広域連携実現年月 平成 15 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 10 年 10 月～平成 15 年４月（４年６ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 福島地方水道用水供給企業団の用水供給区域 

（出典）平成 30 年度 水道用水供給事業年報 福島地方水道用水供給企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【管-14】福島地方水道用水供給企業団他３市３町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 施設管理の複雑化と水質管理の高度化に対応し、渇水や地震等の不測の事態に備えるため、

福島県の構想に基づき、水道事業体間で共同管理体制の整備を図るとともに、広域的な水質

などに関する応急体制を確立する。（昭和 60 年県北ブロック広域的水道整備計画及び平成５

年度水道水質管理計画） 

１日 15 万トンを供給する浄水場なので水質検査設備を整備することとなり、その施設整

備をするにあたり、共同水質検査体制を構築し、新設の検査施設を有効活用し、周辺の水道

事業体の水質管理強化を図る。 

・ 検討の際に生じた課題等 

企業団及び関係市町が計画を策定する前に示されていた福島県による整備方針の内容は、

福島県が構想した福島県北ブロック 16 市町（２市 14 町）で構成する協議会運営の水質検査

センターを設置し、水質管理の共同化を推進するものであった。 

平成 10 年 10 月に、福島地方水道用水供給企業団（以下、企業団という。）が県北地方共

同水質検査体制整備について、初めて協議を開始した時点での問題点や課題は以下の通りで

ある。 

  ➢ 水道水検査の実施主体が、水道事業者及び公的機関から民間検査機関へ移行する過渡期

であったため、共同水質検査体制を整備する意欲が下がっていた。 

  ➢ 当時の民間検査機関の水質検査料金が非常に低かったために、共同化による費用の上昇

への懸念が、市町より示された。 

  ➢ 水質専門職員の確保に関し、雇用形態等（構成市町からの派遣か、プロパーの採用か）

が課題とされた。 

  ➢ 県の構想では、用水供給する区域以外の市町も対象になっていたが、意向調査では共同

化への不参加の意思が示された。 

 

・ 費用負担等について 

➢ 共同水質検査体制構築のため、補助金、負担金及び企業債にて機器等の整備費用を捻出

した。 

➢ 要員負担は、共同化以前から自己検査体制をとっていた福島市から職員の派遣をうけた。 

➢ 水質管理の内容は、水道法 20 条に基づく水質基準検査及び厚生労働省通知に基づく水

質管理目標設定項目検査の受託実施が主な内容で、その他、水質異常の臨時検査の請負、

構成市町から水質に関する苦情等に対してのアドバイス、次年度の検査申し込みを調査す

ることより検査項目等に不足がないかなど確認を行っている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 本計画については、当初計画の目的に基づき企業団に水道水質基準項目検査を実施可能な

分析機器等の整備を実施し、県北地方の１市 11 町（当時）の水質検査を受託する方式で共

同水質検査体制を構築した。 

・ 当初計画からの変更点としては、共同水質検査に参画した市町が当初の 16 市町から水道

用水を供給する 12 市町になったことと、共同水質検査体制が、協議会形式から企業団施設

利用の業務委託による方式になったことである。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-14】福島地方水道用水供給企業団他３市３町 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）新規整備施設の共同利用による施設・検査設備の効率的な利用（指標による評価） 

項 目 内   容 

評価項目 自己検査及び受託検査の予定数 

評価期間 平成 15 年４月～平成 16 年３月（１年） 

評価手法 浄水場運転のために元々必要な施設を共同で利用することに

より増えた検査検体数をその効果とする。 

評価結果 効  果 906 検体 

広域連携後 1483 検体 

単独経営 557 検体 

 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水質検査の共同化により、構成団体を含めた水質の状態が一括的に把握可能となり、水質に

不安のある水源の転換が促進され、水質改善に寄与（定性的効果） 

 

 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-15】小林市、えびの市、高原町 

【管-15】［管理の一体化（事務処理）］ 

小林市、えびの市、高原町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 宮崎県 

(2）事業体名 小林市、えびの市、高原町（２市１町） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査委託料及び量水器の共同見積りを実施 

(4）広域連携実現年月 平成 18 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 不明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 小林市、えびの市、高原町の位置 

（出典）「小林市新水道事業ビジョン【経営戦略】令和元年度～令和 10年度（2019～2028）」（一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-15】小林市、えびの市、高原町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

２市１町の３事業体においてスケールメリットを活かして経費削減を図るため、水質検査委

託料及び量水器の共同見積もりを実施する。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

  当初計画通り 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）スケールメリットにより水質検査費用の軽減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年～平成 18 年（１年） 

算定手法 過去の個別見積もり(平成 17 年)と共同見積もり(平成 18)

の実績値比較（えびの市データより） 

効果算定 

対象費目 

維持管理費（水質検査委託料単価） 

評価結果 4.7％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）スケールメリットにより新品量水器単価の軽減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 23 年～平成 24 年（１年） 

算定手法 過去の個別見積もり(平成 23 年)と共同見積もり(平成 24

年)の実績値比較（えびの市データより） 

効果算定 

対象費目 

維持管理費（新品量水器φ13mm 単価） 

評価結果 31.3％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）スケールメリットによりバータ量水器単価の軽減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 23 年～平成 24 年（１年） 

算定手法 過去の個別見積もり(平成 23 年)と共同見積もり(平成 24

年)の実績値比較（えびの市データより） 

効果算定 

対象費目 

維持管理費（バータ量水器φ13mm 単価） 

評価結果 31.9％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-15】小林市、えびの市、高原町 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）スケールメリットにより水質検査費用の軽減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 17 年～平成 18 年（１年） 

算定手法 過去の個別見積もり(平成 17 年)と共同見積もり(平成 18

年)の実績値比較（えびの市データより） 

効果算定 

対象費目 

維持管理費（水質検査委託料単価） 

評価結果 4.7％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）スケールメリットにより新品量水器単価の軽減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 23 年～平成 24 年（１年） 

算定手法 過去の個別見積もり(平成 23 年)と共同見積もり(平成 24

年)の実績値比較（えびの市データより） 

効果算定 

対象費目 

維持管理費（新品量水器φ13mm 単価） 

評価結果 31.3％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）スケールメリットによりバータ量水器単価の軽減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 23 年～平成 24 年（１年） 

算定手法 過去の個別見積もり(平成 23 年)と共同見積もり(平成 24

年)の実績値比較（えびの市データより） 

効果算定 

対象費目 

維持管理費（バータ量水器φ13mm 単価） 

評価結果 31.9％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-16】長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町 

【管-16】［管理の一体化（事務処理）］ 

長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 山形県 
(2）事業体名 長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊

町（２市４町） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水道料金システムなどのシステム共同化 
(4）広域連携実現年月 平成 21 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 19 年４月～平成 21 年３月（２年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町の位置 

（出典）「山形県水道ビジョン」 平成 30年３月 山形県 （一部加筆） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-16】長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 山形県南部に位置する置賜地方の３市５町では、昭和 46 年から置賜広域行政事務組合（以

下「置広」）を活用して行政業務全般の電算共同処理を実施してきたが、業務の単独化が増

えると同時にシステムの単独化が進み共同処理は減っていた。 

・ しかし、景気が悪化してくると水道事業も含め行政全般の財政状況が一層厳しくなった。

コスト削減のため、置賜３市５町及び置広及び県で行政電算システムの共同化の検討を平成

19 年に開始し、平成 20年に協定書を取り交わし、７市町（水道システムは６市町）は、ノ

ンカスタマイズを基本としたシステム共同導入を決定した。 

・ 平成 20 年にプロポーザルにより業者を決定し、平成 21 年から各市町が順次運用開始し平

成 29 年度末まで共同で利用することとなった。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 当初計画の目的に基づき、水道料金システム及び企業会計システムの置賜地域２市４町の

共同利用を実施。 
・ 共同利用はノンカスタマイズを基本としたものの、メーター検針サイクルや料金計算にば

らつきがあるため一部カスタマイズの追加費用が発生する場合があり、今後更にコストを軽

減させるには課題と考えられる。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）システム関連費用の軽減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 21 年４月～平成 30 年３月（９年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

共同化導入前と導入後の年間システム経費の比較。（水道

関係システムを含む経費） 

効果算定 
対象費目 

維持管理費 

評価結果 40.2％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）業務の標準化（定性的効果） 
ｃ）業務の効率化（定性的効果） 
ｄ）システム管理負荷の軽減（定性的効果） 
 
 
 
 
 



 

370 
 

〇広域連携事例集 

〇【管-16】長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町 

3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）システム関連費用の軽減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 21 年４月～平成 30 年３月（９年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

共同化導入前と導入後の年間システム経費の比較（水道関

係システムを含む経費）により、その差分を効果とする。 

効果算定 
対象費目 

維持管理費 

評価結果 43.6％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）業務の標準化（定性的効果） 
ｃ）業務の効率化（定性的効果） 
ｄ）ＡＳＰサービスによるシステム管理負荷の軽減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-17】旭川市、東神楽町 

【管-17】［管理の一体化（維持管理）］ 

旭川市、東神楽町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 北海道 
(2）事業体名 旭川市、東神楽町（１市１町） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

浄水場における施設の余剰能力を利用した共同使

用 
(4）広域連携実現年月 平成 21 年 12 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 17 年 10 月～平成 21 年 12 月（４年２ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 旭川市の給水区域及び主要施設の位置 

（出典）旭川市水道・下水道ビジョン 平成 28 年２月 
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〇広域連携事例集 

〇【管-17】旭川市、東神楽町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 東神楽町は、旭川市の忠別川浄水場で共同処理を行うことを計画。 
・ 浄水場の管理は旭川市が行い、水道施設の使用料，水道施設の維持管理と水処理に要する

費用分担について協定を結ぶ。 
・ 水需要の減少から，共同処理施設の建設には至っていなく，旭川市の余力分を利用。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画とおり実施 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同処理による建設改良費の削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 20 年４月～平成 30 年３月（10 年） 

算定手法 共同処理を計画した東神楽町で単独整備案及び共同処理案

について概算工事費を算定。差分を費用削減効果として算

定。 

効果算定 
対象費目 

建設改良費 

評価結果 44.4％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
ｂ）浄水場の運転管理が高い水準で実施できる（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）施設余剰能力の有効活用による施設の効率的運用（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 施設利用率 
評価期間 平成 29 年４月～平成 30 年３月（１年） 

評価手法 単独経営と広域連携後における忠別川浄水場の施設利用率を

算定し，その差分を効果とする。 

評価結果 効  果 1.31% 

広域連携後 63.46% 

単独経営 62.15% 
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〇広域連携事例集 

〇【管-17】旭川市、東神楽町 

項 目 内   容 
評価項目 施設最大稼働率 

評価期間 平成 29 年４月～平成 30 年３月（１年） 

評価手法 単独経営と広域連携後における忠別川浄水場の施設最大稼働

率を算定し，その差分を効果とする。 

評価結果 効  果 1.21% 

広域連携後 73.34% 

単独経営 72.13% 

 
ｂ）技術の維持向上が期待できるとともに、施設の維持管理が高い水準で実施される。（定性的効

果） 
ｃ）施設建設費用の削減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-18】松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村 

【管-18】［管理の一体化（水質検査）］ 

松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 長野県 
(2）事業体名 松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村（２町

３村） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 
(4）広域連携実現年月 平成 22 年 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 21 年６月～平成 22 年３月（10 ヶ月） 

 
2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 計画内容 

水質検査の共同委託  

・ 計画検討の経過 

平成 21 年４月下伊那北部総合事務組合設立（主に火葬場設置について） 

平成 21 年７月～計５回下伊那北部総合事務組合事務共同化に向け水道ワーキング会議を

開催。各自治体同意が得られたことから予算化を行い、平成 22 年度より実施に至る。 

・ 検討の際に生じた課題及び対応等 

   経費削減効果はあまりなかったが、採水や契約等担当者の負担軽減が図られた。 

・ 費用負担や要員負担割合 

自治体ごとの水質検査費用を負担金として支出。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

水質検査を共同委託 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）入札、契約、発注、支払等の一連の事務負担軽減（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）入札、契約、発注、支払等の一連の事務負担軽減（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-19】福岡県南広域水道企業団、久留米市 

【管-19】［管理の一体化（水質検査）］ 

福岡県南広域水道企業団、久留米市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡県南広域水道企業団、久留米市（１市１企業

団） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 

(4）広域連携実現年月 平成 22 年７月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 12 年７月～平成 22 年７月（10 年） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 共同水質検査実施に至る背景 
  ➢ 水質検査の共同委託 
       久留米市内に久留米市、企業団の２つの水道水質検査施設があり、かつ検査設備と検査内

容が概ね同様であることから、これらを集約することで業務の効率化が可能である。  

    ➢ 水質基準項目の増加や検査方法の高度化に対応する検査設備及び検査能力を維持向上す

る必要があり、経費や要員等の負担増が見込まれる。 

  ➢ 厚生労働省の水道ビジョンにおいて、財政基盤の強化や技術共有化等の観点から新たな

「広域化」として、施設の共同化と共同管理等の連携が必要とされている。 

・ 実施までの流れ 

～平成 12 年６月 河川・水源ダムの共同水質調査（採水地点を分担し、各機関で各々測定

しデータ共有を行った） 

平成 12 年７月 水質管理体制検討プロジェクト発足 

平成 13 年４月 河川・水源ダムの一部検査を分担（採水地点をは従来通り分担しつつ、

検査項目の一部も各機関で分担して測定しデータ共有を行った） 

平成 16 年４月 共同水質検査体制に係る覚書の締結 

平成 20 年４月 河川・水源ダムの検査一元化（河川調査はすべて企業団、水源ダム調査

はすべて久留米市の検査施設で実施し、必要な人員をそれぞれに参集さ

せる） 

平成 22 年７月 水道水質検査業務の共同実施に関する協定書締結 

 

・ 共同検査の範囲 
  ➢ 水源水質監視に係る水質検査（河川・ダム水源調査） 
    ➢ 水道法に基づく水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試験所規範）を活用した水質検査（原水・

浄水・給水栓水） 
・ 共同水質検査の場所 
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〇広域連携事例集 

〇【管-19】福岡県南広域水道企業団、久留米市 

  企業団の水質検査施設を主に活用する（久留米市の検査施設も利用可能） 
・ 水道ＧＬＰの取り扱い 

  水質検査を実施する事業体の水道ＧＬＰを適用する。 
  両者の水質担当職員を、それぞれの水道ＧＬＰ要員として相互に登録し実施する。 

・ 経費負担 
 企業団水質管理に係る備消品費の当該年度執行額を、水質検査業務量（検査項目数）に応じ

て負担する。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画通り 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水質管理の効率化による経営基盤の強化（業務の効率化）（定性的効果） 
ｂ）専門職員の集中による技術力の向上（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水質管理の効率化による経営基盤の強化（業務の効率化）（定性的効果） 
ｂ）専門職員の集中による技術力の向上（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-20】室蘭市、登別市 

【管-20】［管理の一体化（維持管理）］ 

室蘭市、登別市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 北海道 
(2）事業体名 室蘭市、登別市（２市） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

浄水場の一部の共同使用 
(4）広域連携実現年月 平成 23 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 18 年～平成 22 年（４年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）室蘭市水道ビジョン 平成 31 年３月 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 室蘭市から登別市への分水を解消することを目的に、室蘭市が登別市内に所有する千歳浄

水場の一部を登別市が共同使用し、室蘭市から分水している給水区域へ登別市が給水する。 

・ 昭和 56 年に登別市と締結した協定に基づき、室蘭市が登別川水系登別川にもつ水利権

60,000m3/日のうち 20,000m3/日を登別市に譲渡。 

・ 室蘭市と登別市は、水道施設の共同使用と管理に関する基本協定、浄水処理水量並びに浄

水処理業務および維持管理業務に関する実施協定を締結。 

・ 実施協定に基づき、登別市がもつ 20,000m3/日の水利権のうち 1 日最大 8,300m3について、

登別市は室蘭市に対し、浄水処理・送水・施設の監視・保守点検・維持監視・物品の調達を
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〇広域連携事例集 

〇【管-20】室蘭市、登別市 

委託する。 

・ 費用 78 円/m3＋税 

・ 登別市の要員負担なし。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成 22 年７月９日付で流水使用の権利譲渡の承認を受けた。 

・ 平成 23 年３月 28 日付で施設の共同使用に関する基本協定、および浄水処理及び維持監視

業務に関する実施協定を締結し、同年４月１日より施設の共同使用を開始。 

 

 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）情報の共有による管理レベルの向上、および責任の明確化（定性的効果） 
ｂ）危機管理体制の強化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）情報の共有による管理レベルの向上、および責任の明確化（定性的効果） 
ｂ）危機管理体制の強化（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-21】中土佐町、四万十町 

【管-21】［管理の一体化（事務処理）］ 

中土佐町、四万十町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 高知県 

(2）事業体名 中土佐町、四万十町（２町） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水道料金システムの共同構築・利用 

(4）広域連携実現年月 平成 24 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 23 年３月～平成 24 年３月（１年） 

 
2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 平成 22 年度 高知県中西部電算協議会（当時 ５市町「土佐市・須崎市・中土佐町・津野町・

四万十町」）で、基幹系システム（住記・税・福祉・水道など）自治体クラウド（共同利用）を

進めており、指名型プロポーザルで業者決定した。（水道料金システムは３市町「須崎市・中

土佐町・四万十町」のみが対象） 

・ しかし、同年度「仕様化（要件定義）作業」の中で、水道料金システムに関して提案システ

ムが３市町の業務内容に沿わない仕様（実際は平成 24 年度当初稼働に構築も間に合わない状

況）であった事から、２市町（須崎市・中土佐町）の既存業者に対して、「基幹系システム調

達仕様内容（指名型プロポーザル）」で提案を求めた所、価格点（安価）・技術点とも高評価（高

い点数）であった為、３市町共同利用（須崎市サーバー室へサーバー設置）が決定した。 

・ 平成 23 年度においては、既存業者と（それぞれで）導入委託契約及び機密保持契約を締結

し、構築作業を行い、平成 23 年度末迄に完成し、平成 24 年度～平成 28 年度の５年間サービ

ス利用契約を（それぞれで）契約締結し運用しており、サーバー等の管理運営は、高知県中西

部電算協議会（当時３市町「須崎市・中土佐町・四万十町から情報担当を派遣」）で行なって

いる。 

・ 平成 28 年度において「自治体情報セキュリティ強化対策（強靭化）」などにおける「ポリシ

ー（考え方）の差異」などにより、平成 28 年度末をもって須崎市が脱退する事となり、２町

共同化再構築を行い、サーバー設置場所を四万十町サーバー室に移して運用を行っている。  
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〇広域連携事例集 

〇【管-21】中土佐町、四万十町 

【経 過】 
平成 21 年８月頃～ 

  

基幹系システム（住記・税・福祉・水道など） 

自治体クラウド（共同利用）化検討 

平成 22 年４月７日 高知県中西部電算協議会 発足（須崎市役所内） 

平成 22 年６月～８月 基幹系システム 業者選定プロポーザル 

平成 22 年８月 基幹系システム 業者選定プロポーザル（第１位）業者決定 

平成 22 年８月～ 基幹系システム仕様化（要件定義）作業 

平成 23 年３月 

 

平成 23 年４月～ 

基幹系システム仕様化（要件定義）の結果、「水道料金シス

テム」は別調達決定 

２市町（須崎市・中土佐町）既存業者へ提案（見積）依頼 

平成 23 年 12 月～翌年３月 

 

既存業者と水道料金システム３市町共同導入委託契約締結

（構築作業） 

平成 24 年４月～29 年３月 既存業者と水道料金システムサービス利用契約締結 

平成 29 年３月 ２町（中土佐町・四万十町）共同再構築 

平成 29 年４月～ ２町（中土佐町・四万十町）共同利用 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

  計画内容の変更なし 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）システム共同化による費用削減（定性的効果） 
ｂ）ＩＣＴ－ＢＣＰ対策（遠隔バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
ｃ）システム管理職員体制の強化により、システム安定利用（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）システム共同化による費用削減（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 23 年 12 月～平成 34 年３月(13 年) 

算定手法 単独利用と共同利用の見積（契約）比較 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費 

評価結果 35.7％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｂ）ＩＣＴ－ＢＣＰ対策（遠隔バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
ｃ）システム管理職員体制の強化により、システム安定利用（定性的効果） 
ｄ）ハンディ端末等の予備機共有化（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-21】中土佐町、四万十町 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-22】福岡県南広域水道企業団他１企業団７市３町 

【管-22】［管理の一体化（水質検査）］ 

福岡県南広域水道企業団、大川市、筑後市、柳川市、大牟田市、八女市、朝倉

市、みやま市、大木町、広川町、筑前町、三井水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 福岡県南広域水道企業団，大川市、筑後市、柳川

市、大牟田市、八女市、朝倉市、みやま市、大木

町、広川町、筑前町、三井水道企業団（７市３町

２企業団） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査 

(4）広域連携実現年月 平成 25 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 24 年４月～平成 25 年４月（１年） 

 
2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 企業団と構成団体においては、「水質検査に係る業務契約書（昭和 62 年４月締結）」を締結

し、「水質検査受託規程（企業団の内部運用規程）」に基づき、構成団体の水質検査を「受委

託検査」として企業団が水質検査を実施していた（久留米市、朝倉市以外の総ての構成団体）。 

・ 構成団体は、前述の「業務契約書」を担保として、企業団に水質検査を依頼するための「随

意契約理由」の根拠としていた。しかし、昭和 62 年の契約であることから、約半数の団体

で現在の市町村合併後の形態と整合が取れていなかった。また、民間の検査機関が水道水質

検査に参入が可能になり、登録検査機関の検査料金との格差が生じていた。さらに、業務委

託と捉えた場合、適切な契約事務を行うべきであることから、従来行っていた企業団のみの

１社随意契約を継続することが難しくなっていた。 

・ そのため、従前行っていた水質検査を「受委託検査」ではなく「共同水質検査」として行

うこととし、構成団体と企業団が連携して水質検査業務を共同で実施することにより水質管

理の強化を図った。 

・ 実施にあたり、従前の「業務契約書」を廃止し「共同水質検査に関する協定書」を新たに

締結した。また、福岡県南広域水道企業団水質検査受託規程を福岡県南広域水道企業団共同

水質検査規程へ全面改正した。 

【水質検査業務】 
項  目 企業団 構成団体 

試料の採水 ○ ○ 
試料の運搬 ○  
水質検査 ○  
検査結果の評価 ○ ○ 
浄水処理への反映 ○ ○ 
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〇広域連携事例集 

〇【管-22】福岡県南広域水道企業団他１企業団７市３町 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画通り 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水質検査に関する技術力の向上（定性的効果） 
ｂ）水質管理の強化（定性的効果） 
ｃ）水質検査体制の効率化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）水質検査に関する技術力の向上（定性的効果） 
ｂ）水質管理の強化（定性的効果） 
ｃ）水質検査体制の効率化（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 

【管-23】［管理の一体化（水質検査）］ 

大阪広域水道企業団、松原市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、柏原市、藤井

寺市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 大阪府 
(2）事業体名 大阪広域水道企業団、松原市、富田林市、河内長

野市、羽曳野市、柏原市、藤井寺市、大阪狭山

市、河南町、太子町、千早赤阪村（７市２町１村

１企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水質検査の共同実施 
(4）広域連携実現年月 平成 25 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 19 年２月～平成 25 年４月（６年２ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 河南水質管理ステーションのしくみ 

（出典）大阪広域水道企業団 HP 
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〇広域連携事例集 

〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 経緯 
平成 19 年２月 20 日 

平成 22 年３月９日 

 

 

 

 

 

 

・河南水道協議会から大阪府水道部に向け要望書を提出 

給水人口、給水収益が減少する中、安心・安全・持続の

水道事業の構築が必要。 

 ①二系統送水と複数分岐の実現 

 ②非常用連絡管の設置 

 ③水道事業の広域化 

 ④共同化の第一歩として、河南地域に水質検査のステ

ーションの設置 

平成 19 年 10 月～平成 20 年９月、

平成 20 年 11 月～平成 21 年 11 月 

大阪府と河南ブロックで「水道広域化勉強会」を実施。 

 

平成 23 年９月 30 日 

 

 

 

河南水道協議会に技術管理者レベルで構成する「広域化

検討部会」を設置。 

同部会には副部会長に当企業団南部水道事業所長、事務

局長に当企業団広域連携課長が参画し部会運営をサポー

ト 

平成 23 年 10 月 17 日 

 

河南水道協議会から当企業団に向け「河南ブロックでの

共同検査施設の設置について」要望 

平成 24 年３月 19 日 河南水道協議会広域化検討部会に水質担当者による「水

質管理検討ＷＧ」を設置 

平成 24 年３月 27 日 

 

河南水道協議会主担者会で河南地域における水道事業の

広域化の進め方（ロードマップ）を合意 

平成 24 年 11 月 15 日 

 

 

水質管理検討ＷＧ（４回）、広域化検討部会（５回）を

経て、臨時主担者会において水質管理ステーションの業

務、費用負担について合意 

 

 

水質管理検討ＷＧ（１回）、広域化検討部会（２回）を

経て、平成 25 年４月より事業開始 

平成 25 年３月 27 日 基本協定締結 

平成 25 年４月１日 年度協定、派遣協定、機器譲渡協定締結 

 

・ 設立目的 
  これまで市町村が個々に行ってきた水質管理業務の全般を、共同で実施することにより中長

期的に河南地域で以下の効果の発現を目的とする。 
① 水質管理専門職の安定した確保と専門技術の継承 
② 河南地域全体の水質管理レベルの維持・向上 
③ 緊急時の迅速な対応 
④ 高額な分析機器の効率的な更新 
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〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 

・ 費用負担、要員負担について 
  ステーションの運営費用は全額構成団体 10 団体が負担しており、分析機器等の所有権は本

来市町にあるが、運営している企業団が管理している。運営費用は取水量、水質検査検体数等

をもとに按分比を設定している。要員は、設立当初は構成団体からも派遣されていたが、現在

は企業団職員と非常勤職員のみとなっている。 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画のとおり実施。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）河南地域の水質管理拠点ができたことで緊急時の迅速な対応が可能となった（定性的効果） 
ｂ）河南地域において中長期的に継続して水質管理を行う体制ができた（定性的効果） 
ｃ）水質管理費用の縮減（定性的効果） 
ｄ）河南地域の水質管理レベルの向上（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）河南地域の水質管理拠点ができたことで緊急時の迅速な対応が可能となった（定性的効果） 
ｂ）河南地域において中長期的に継続して水質管理を行う体制ができた（定性的効果） 
ｃ）水質管理費用の縮減（定性的効果） 
ｄ）河南地域の水質管理レベルの向上（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
 

5 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

大阪広域水道企業団、松原

市、富田林市、河内長野

市、羽曳野市、柏原市、藤

井寺市、大阪狭山市、河南

町、太子町、千早赤阪村 

大阪府河南地

域における広

域的な共同水

質管理体制 

鯛谷 将司

(大阪広域水

道企業団) 

平成 25 年度全

国会議（水道

研究発表会）

講演集 pp.88-

89 

pp.384-385 管-23 

 

大阪広域水道企業団、松原

市、富田林市、河内長野

市、羽曳野市、柏原市、藤

井寺市、大阪狭山市、河南

町、太子町、千早赤阪村 

大阪府河南地

域における水

道事業の広域

化に関する調

査・検討 

羽口 武士

(大阪広域水

道企業団) 

平成 25 年度全

国会議（水道

研究発表会）

講演集 pp.90-

91 

pp.386-387 管-23 

 

 



 

387 
 

〇広域連携事例集 

〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 

 

  



 

388 
 

〇広域連携事例集 

〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 
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〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 
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〇【管-23】大阪広域水道企業団他７市２町１村 
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〇広域連携事例集 

〇【管-24】八戸圏域水道企業団他１市９町５村 

【管-24】［管理の一体化（水質検査）］ 

八戸圏域水道企業団、久慈市、東北町、横浜町、野辺地町、三戸町、五戸町、田

子町、軽米町、葛巻町、洋野町、新郷村、六ヶ所村、普代村、九戸村、野田村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 青森県、岩手県 
(2）事業体名 （青森県）八戸圏域水道企業団、東北町、横浜

町、野辺地町、三戸町、五戸町、田子町、新郷

村、六ヶ所村、（岩手県）久慈市、軽米町、葛巻

町、洋野町、普代村、九戸村、野田村 
（１市９町５村１企業団） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 
水質データ管理の共同化 

(4）広域連携実現年月 平成 27 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 26 年５月～平成 27 年３月（11 ヶ月） 

 
2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 青森県 12 事業体、岩手県９事業体を正会員として構成する北奥羽地区水道事業協議会（事

務局：八戸圏域水道企業団）において、平成 25 年度に「八戸圏域周辺地域における新たな

広域的水道基本調査」（八戸圏域水道企業団発注）が行われた。この調査で、簡易水道など

の小規模水道は、運転管理・維持管理面はもとより、施設整備費用確保など、経営基盤の強

化が求められていることが分かった。 

・ その解決に向け示された４つの共同化メニューの１つに水質データ管理の共同化が挙げら

れた。水質データについて、水質専門職員を有する八戸圏域水道企業団に集約し管理するこ

とで、水質検査結果のデータベース化を図りながら、水質傾向や異常時の対応をサポートす

るという内容である。このことによって、水質事故リスクの低減を図り、各水道事業体にお

ける水質管理体制を強化し水道水の安全性向上を図ることを目的としている。 

・ 平成 26 年５月に、青森県、岩手県及び北奥羽地区水道事業協議会正会員の参加で、新たな

水道広域化懇話会（18 会員参加、うち首長 11 名参加）を開催した。懇話会の中で、新たな

広域化を進めていくことが了承され、４つの共同化についての各専門部会も立ち上げ、検討

していくこととなった。その後、専門部会の打合せを行っていく中で、平成 27 年度から水

質データ管理の共同化を行う計画となった。 

・ 実施内容の計画は以下のとおり。 

   ① 各事業体で各々検査を委託している水質検査の結果を企業団にも通知する。（原水及び

浄水を採水地点ごとに） 

   ② 企業団でデータを一括管理し、結果や考察を１年に１回各事業体へ報告する。 

     ③ 緊急時や異常時の連絡体制を構築し、必要に応じて企業団が助言や調査を行う。また、

各事業体からの水質に関する問い合わせ対応も行う。 

   ④ 各事業体の水質担当職員の研修を、企業団職員を講師として年１回程度行う。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-24】八戸圏域水道企業団他１市９町５村 

   ⑤ 参加事業体は、毎年企業団に負担金を支払う。 

（年間負担金＝1,500 円(基本料金)＋200 円(管理料金)×浄水検体数） 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

計画通り行ったが、参加事業体は 21 事業体中 16事業体であった。（企業団含む） 

  ただし、今後の参加について、企業団から不参加事業体へ働きかけている。 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 
ｂ）監視体制の強化（定性的効果） 
ｃ）水質異常時の対応の強化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）安定した水質の水道水の供給（定性的効果） 
ｂ）監視体制の強化（定性的効果） 
ｃ）水質異常時の対応の強化（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
 

5 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

（青森県）八

戸圏域水道企

業団、東北

町、横浜町、

野辺地町、三

戸町、五戸

町、田子町、

新郷村、六ヶ

所村、（岩手

県）久慈市、

軽米町、葛巻

町、洋野町、

普代村、九戸

村、野田村 

北奥羽地区水道事業協議

会広域連携に係る共同化 

早瀬 久司

(八戸圏域水

道企業団) 

平成 27 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.114-115 

pp.390-391 管-24 
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〇広域連携事例集 

〇【管-24】八戸圏域水道企業団他１市９町５村 
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〇広域連携事例集 

〇【管-24】八戸圏域水道企業団他１市９町５村 
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〇広域連携事例集 

〇【管-25】石狩東部広域水道企業団他１企業団１市１ 

【管-25】［管理の一体化（維持管理）］ 

石狩東部広域水道企業団、恵庭市、由仁町、長幌上水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 北海道 
(2）事業体名 石狩東部広域水道企業団、恵庭市、由仁町、長幌

上水道企業団（１市１町２企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

受水団体の配水池の一部運転管理を石狩東部広域

水道企業団が受託 
(4）広域連携実現年月 平成 27 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 24 年６月～平成 27 年３月（２年９か月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）石狩東部広域水道企業団水道事業ビジョン（平成 31 年３月） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-25】石狩東部広域水道企業団他１企業団１市１ 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 連携の開始時期： 平成 27 年度～ 恵庭市 
平成 28 年度～ 由仁町 
平成 29 年度～  長幌上水道企業団 

・ 連携の内容：管理の一体化の推進を目的とし、受水団体配水池の一部運転管理を石狩東部広

域水道企業団が行う。 
  ➢ 恵庭市（恵庭市水道事業配水管理業務の受託） 
    柏木配水池及び牧場配水池に係る水運用管理、水質監視、機器の運転操作及び緊急時対応

等の受託。 
  ➢ 由仁町（由仁町古山配水池一部運転管理業務の受託） 
       由仁町所有の古山配水池の一部水運用管理及び緊急時対応の受託。（ただし、故障対応・

修繕は含まない。操作対応は漁川浄水場中央操作室において行う。） 
    ➢ 長幌上水道企業団（マオイの丘配水場一部運転管理業務の受託） 
       長幌上水道企業団所有のマオイの丘配水場の一部水運用管理及び緊急時対応の受託（た

だし、故障対応・修繕は含まない。操作対応は漁川浄水場中央操作室において行う。） 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

恵庭市（恵庭市水道事業配水管理業務の受託）において、平成 29 年度から受託業務を拡大

（巡視点検、保安点検、採水業務の追加。配水池の修繕工事の受託） 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ） 受水団体にとって効率的な事業運営が可能。退職等による技術職員の減少問題（技術の継承）

の対応（定性的効果） 
ｂ）石狩東部広域水道企業団にとって受水団体配水池まで、水量を一括管理・調整できること

で、運転監視業務の効率化、危機管理体制の強化及び運転管理の安定化を図ることが可能

（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ） 受水団体にとって効率的な事業運営が可能。退職等による技術職員の減少問題（技術の継承）

の対応（定性的効果） 
ｂ）石狩東部広域水道企業団にとって受水団体配水池まで、水量を一括管理・調整できること

で、運転監視業務の効率化、危機管理体制の強化及び運転管理の安定化を図ることが可能

（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-26】神奈川県他３市１企業団 

【管-26】［管理の一体化（水質検査）］ 

神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 神奈川県 
(2）事業体名 神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県

内広域水道企業団（１県３市１企業団） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水源水質検査などの共同実施 
(4）広域連携実現年月 平成 27 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 23 年１月～平成 27 年３月（４年３ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 用水供給模式図 
（出典）神奈川県内広域水道企業団ＨＰ 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

広域水質管理センター（以下、「センター」という。）は、従来の企業団の水質管理に関する業

務に加えて、以下の業務を新たに実施することにより、今まで以上の安全・安心な水道水づくり

に貢献する。 
【業務内容) 

  ① 相模川及び酒匂川水系の水源域における水質検査及びその結果に関する評価 
    ② 相模川及び酒匂川水系の水源域で発生した水質事故の対応 
  ③ 水源域の水質に関わる調査・研究 
  ④ 検査結果等の５事業者の情報提供に係る対応 
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〇広域連携事例集 

〇【管-26】神奈川県他３市１企業団 

【実施場所】 
実施場所は、旧水質管理センター（企業団）とする。 
なお、水質事故対応の迅速化や定期水質検査の効率化のため、谷ケ原浄水場（県企業庁）

と飯泉取水管理事務所（企業団）の２箇所の事業所が協力する体制とする（全て既存の施設

を有効活用する）。 
【業務対象エリア】 

   各事業者が個別に実施していた水源水質検査をセンターに一元化する。水源水質事故は、

対応エリアを３つに分けて前述の３箇所が対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 水源事故対応エリア図 
（出典）神奈川県内広域水道企業団提供資料 

 
 

2.2 広域連携(実績)の内容 

当初計画通り 
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〇広域連携事例集 

〇【管-26】神奈川県他３市１企業団 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）水源水質検査の効率化（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 検査回数（サンプル数） 
評価期間 平成 27 年４月～平成 28 年３月（１年） 

評価手法 水源水質調査について、各事業者単独実施の場合と広域水質

管理センターによる一元実施の場合の検査回数（サンプル

数）の差分を効果とする。 
評価結果 効  果 198 回 

広域連携後 312 回 

単独経営 510 回 

 
ｂ）事故発生時の初期対応の更なる迅速化（定性的効果） 
ｃ）水源水質課題調査や技能知識の共有化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

    効果については、今後検証していく予定 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
 

5 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献・ 

掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

神奈川県、横

浜市、川崎

市、横須賀

市、神奈川県

内広域水道企

業団 

神奈川県内５水道事業者

の連携による広域水質管

理センターの設立 

河村 裕之

(神奈川県内

広域水道企

業団) 

平成 29 年度全国

会議（水道研究発

表会）講演集 

pp.182-183 

pp.397-398 管-26 
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〇広域連携事例集 

〇【管-26】神奈川県他３市１企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【管-26】神奈川県他３市１企業団 
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〇広域連携事例集 

〇【管-27】北九州市、宗像地区事務組合 

【管-27】［管理の一体化（事務処理）］ 

北九州市、宗像地区事務組合 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 北九州市、宗像地区事務組合（１市１事務組合） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

宗像地区事務組合が北九州市に対して水道事業を

包括的に委託 

(4）広域連携実現年月 平成 28 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 26 年２月～平成 28 年４月（２年２ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 宗像地区事務組合の主要な水道施設図 

（出典）宗像地区事務組合ＨＰ 
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〇広域連携事例集 

〇【管-27】北九州市、宗像地区事務組合 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 概要 
  北九州市は、宗像地区事務組合に対し、平成 23 年度から水道用水の供給を開始し、平成 24

年度には「緊急時の相互応援」、「技術研修等への職員の受入れ」及び「広域連携の推進」を内

容とする技術協力の協定を締結した。 

このような状況の中、宗像地区事務組合では、技術職員の不足などから、安定給水を継続し

ていくために必要な技術の継承が難しくなっていた。 

平成 26 年２月、宗像地区事務組合は北九州市に、水道事業の包括的な業務受託の検討を依頼

した。北九州市としては、双方にメリットのある受託方法の検討を進めた結果、平成 26 年 11

月に包括業務受託の実施に向けて基本協定を締結し、平成 28 年４月から受託を開始した。 

・ 受託内容 
  ① 水道の管理に関する技術上の業務 
   ② 給水に関する業務 
  ③ 水道料金、手数料等の徴収に関する業務 
  ④ 水道施設の建設改良工事に関する業務 

      ※ 宗像地区事務組合が引き続き自ら実施する業務 
   ・事業経営管理の機能 
      ・建設改良工事に係る設計･工事の発注･契約事務 

・ 受託方法 

  ① 水道の管理に関する技術上の業務は、水道法第 24 条の３「第三者委託」制度を適用する。 

②～④の業務は、地方自治法第 252 条の 16 の２「事務の代替執行」制度を適用する。 

    このうち、北九州市の職員が直接実施する業務以外の技術的な業務実施の部分については、

北九州市の外郭団体である株式会社北九州ウォーターサービスを活用する。 

    また、③の業務では民間事業者（平成 28 年度のみ前年度の業者、平成 29 年度以降はプロポ

ーザル方式で選定）を活用する。 

・ 検討の際に生じた課題 

  平成 26 年 11 月に宗像地区事務組合水道事業包括業務委託に関する基本協定を締結した際

は、 受託方法は、地方自治法第 252 条の 14 の規定による「事務の委託」制度を適用する予定

であった。 

しかし、委託に向けた準備を進める中で、同制度では、消費税法上の課題（宗像地区事務組

合が支払う負担金に「仕入れ控除」が認められず二重課税になる）が生じることが判明したこ

とから、この課題を解決する為、変更協定を平成 27 年７月に締結し、地方自治法第 252 条の

16 の２「事務の代替執行」制度を適用することとした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

計画どおり平成 28 年４月から水道事業包括委託を開始しており、当初計画から変更なし。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-27】北九州市、宗像地区事務組合 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）宗像地区水道事業包括業務受託の受託収益【北九州市】（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 北九州市の宗像地区水道事業における収益 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市の宗像地区水道事業包括業務受託実施計画における

収入と支出の差を算出した。（Ｈ28 予算）。 

評価結果 効  果 約 40 百万円 

広域連携後 約 40 百万円 

単独経営 0 百万円 

 
ｂ）包括委託による費用削減【宗像地区事務組合】（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 24 年４月～平成 25 年３月（１年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

包括委託前の平成 24 年度決算額を基に、包括委託した場合と

しなかった場合の予算を試算し、比較算出した。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費 

評価結果 0.5％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）技術力の確保【宗像地区事務組合】（定性的効果） 
ｄ）緊急時対応の充実【宗像地区事務組合】（定性的効果） 
ｅ）地域貢献及び水道技術の継承【北九州市】（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）宗像地区水道事業包括業務受託の受託収益【北九州市】（指標による評価） 
項 目 内   容 

評価項目 北九州市の宗像地区水道事業における収益 

評価期間 平成 28 年４月～平成 29 年３月（１年） 

評価手法 北九州市の宗像地区水道事業包括業務受託実施実績における

収入と支出の差を算出した。（平成 28 年決算）。 

評価結果 効  果 約 25 百万円 

広域連携後 約 25 百万円 

単独経営 0 百万円 
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〇広域連携事例集 

〇【管-27】北九州市、宗像地区事務組合 

ｂ）包括委託による費用削減【宗像地区事務組合】（費用削減効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 25 年４月～平成 28 年３月（３年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

包括委託前の平成 25,平成 26,平成 27 年度の３ヵ年の平均決

算額を基に算定。 

包括委託をしなかった場合（上記３ヵ年平均決算額）と、包

括委託をした場合(平成 28 年度決算額）を比較算出した。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費、人件費、その他(建設改良工事の材料を支給材料

とすることによる効果) 

評価結果 0.8％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
ｃ）技術力の確保【宗像地区事務組合】（定性的効果） 
ｄ）緊急時対応の充実【宗像地区事務組合】（定性的効果） 
ｅ）地域貢献及び水道技術の継承【北九州市】（定性的効果） 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-28】かすみがうら市、阿見町 

【管-28】［管理の一体化（事務処理）］ 

かすみがうら市、阿見町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 茨城県 
(2）事業体名 かすみがうら市、阿見町（１市１町） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

上下水道料金等収納業務委託の共同発注 
(4）広域連携実現年月 平成 27 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 25 年８月～平成 27 年４月（１年８ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ かすみがうら市、阿見町の位置 
 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 茨城県かすみがうら市、阿見町の１市１町が上下水道料金等徴収業務委託（受付、開閉栓、

検針、調定、収納、滞納整理、給水停止、電算処理、その他以上に附帯する業務）の広域共同

委託発注を導入した。 

・ 取組の背景として、土浦市、かすみがうら市、稲敷市、阿見町、美浦村の水道関連業務等を

受託している同一の民間事業者から、市町村の委託期間が終了する平成 26 年度末を前に（稲

敷市は平成 27 年度末まで）、平成 27 年度以降、３市１町１村のほぼ中央に位置し、公共交通



 

407 
 

〇広域連携事例集 

〇【管-28】かすみがうら市、阿見町 

の整備が進んでいる土浦市内にお客様センターを開設し、上下水道料金等収納業務を集約・効

率化すれば、委託料の削減が図れるとの提案を受け、３市１町１村が検討を開始した。 

・ 検討の結果、平成 27 年度からの実施について内部協議の整ったかすみがうら市と阿見町の

１市１町で導入することとなった。平成 27 年４月～１市１町による広域連携委託を実施する。 

【取組の具体的内容とねらい】 
上下水道料金等徴収業務の広域共同委託発注をすることにより、委託料の削減を図るもの

である。 
【他の自治体の参考となると考えられる点】 

➢ 水道事業体間で事業の統合を行わなくても周辺団体との共通化できる業務があれば採

用し得る手法である。 
➢ 小規模な団体において、単独では民間事業者が参入するに足る事業規模を有していない

場合、事業規模を確保できることで民間参入を促すことができる。 
【課題】 

団体毎の従来の民間委託範囲の相違により、共同できる相手を探すことや、受託適格業者

の基礎的情報を得ることができるか等の課題がある。 
 
2.2 広域連携(実績)の内容 

委託期間内（平成 27 年度～31 年度）であることから、総合的な評価は今後実施する。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同発注による委託費の費用削減効果がある。（定量的効果） 
ｂ）各自治体が広域化を見据えた意見交換、住民サービスの向上、人事交流による委託範囲の拡

充を図ることができる。（定性的効果） 
ｃ）官民で良い関係を構築できている。（定性的効果） 
ｄ）上下水道料金徴収業務委託費の削減効果（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 平成 25 年８月～平成 29 年４月（３年） 

算定手法 【過去の実績値を用いたシミュレーション】 
構成市町において、単独委託と広域連携をした場合におけ

る財政計画シミュレーションを実施しその差額分を経済効

果として算出。 
効果算定 
対象費目 

その他（委託費） 

評価結果 11.8% 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同発注による委託費の費用削減効果がある。（定量的効果） 
ｂ）各自治体が広域化を見据えた意見交換、住民サービスの向上、人事交流による委託範囲の拡

充を図ることができる。（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-28】かすみがうら市、阿見町 

ｃ）官民で良い関係を構築できている。（定性的効果） 
ｄ）上下水道料金徴収業務委託費の削減効果（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 平成 25 年８月～平成 29 年４月（３年） 

算定手法 【過去の実績値を用いたシミュレーション】 
構成市町において、単独委託と広域連携をした場合におけ

る財政計画シミュレーションを実施しその差額分を経済効

果として算出。 
効果算定 
対象費目 

その他（委託費） 

評価結果 11.8% 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-29】長野県・天龍村 

【管-29】［管理の一体化（事務処理）］ 

長野県、天龍村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 長野県 
(2）事業体名 長野県、天龍村（１県１村） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

代替執行制度を活用した水道施設整備の実施 
(4）広域連携実現年月 平成 29 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期

間 
平成 26 年７月～平成 29 年４月（２年９ヶ月） 

 
2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 計画の内容 

  地方自治法の規定に基づく代替執行制度を活用して、長野県企業局が天龍村の簡易水道再編

（更新）事業を支援することとした。 

天龍村の代替執行は、天龍村・長野県双方の議決を経て、規約を定め、長野県が天龍村の事

務の一部を天龍村の名において管理・執行することができ、その事務は天龍村が行ったものと

して効力を有するものである。 

  類似の制度に、「地方自治法の事務の委任」や「過疎地域自立促進特別措置法の過疎代行」が

あるが、今回の代替執行制度では、天龍村の基準により長野県が事務処理を行うことから、事

務の権限が天龍村に残り、天龍村長が県による事務の執行状況を把握し、村民・村議会に対し

説明責任を負い、かつ村議会の監督も及ぶため住民目線での事業推進が確保できるという点が

他の制度にはない最大の特徴である。 

・ 計画検討の経過 

  平成 26 年７月に長野県内で発生した土石流災害で企業局職員を現地に派遣した際に小規模

自治体における水道事業の現状を把握し、同年８月の地方紙に天龍村の水道施設の現状が掲載

され、天龍村と支援方策の意見交換を開始した。また、同年 11 月に改正地方自治法が施行さ

れ「事務の代替執行制度」が創設され、同制度により天龍村を支援する仕組みの検討を開始し

た。 

  平成 28 年 10 月に天龍村からの要請を受け、同年 11 月に双方の議会に規約を協議する議案

を提出し議決を経た後、同 12 月に規約を制定し、合意書（参考２参照）に双方調印、長野県

が代替執行する旨と規約の告示を行い総務大臣に届けを行った。その後、平成 29 年２月に双

方の議会における関連予算の提出・議決を経て同年４月から県企業局の南信発電管理事務所に

土木職の職員１名を配置し、代替執行を開始した。 

・ 対象事業 

  対象とした「天龍村鶯巣(うぐす)簡易水道再編事業」は、総事業費 153 百万余円、実施期間

は平成 26 年度から令和元年度までの６年間、事業内容は、国庫補助を活用し、導配水管布設

替 2.9ｋm を予定している。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-29】長野県・天龍村 

  このうち平成 29 年度から令和元年度までの３年間が代替執行期間であり、平成 29 年度は

0.79ｋｍ、平成 30 年度は 0.34ｋｍを整備し、令和元年度は 0.41ｋｍを整備する予定である。 

・ 計画におけるそれぞれの役割・費用 

  代替執行に係る天龍村と県企業局のそれぞれの役割、費用負担については次のとおりである。 

  ① 県企業局は、この事業について、設計積算、補助金事務、工事監督、関係機関との調整

を行う。 

    ② 天龍村は、施工業者の選定、工事の発注・契約、完了検査、工事代金の支払い、起債の

借入・償還、地元との調整を行う。 

    ③ 天龍村は、代替執行の事務費として、年額約 31 万円を負担する。（自動車の燃料費など

の実費分） 

・ 検討の際に困ったことや生じた課題及び対応 

    検討の際に困ったことは、事例がなかったため、議案の提出方法や規約に盛り込む項目や内

容について、支援先自治体と何度も協議・調整を行った。 

   検討の際に生じた課題として、今回のケースにおいては、事務の代替執行のために専属で一

人の担当者を配置するほどの事業量ではなかったため、職員の配置状況と合わせて支援を検討

していく必要性があり、その対応策として、委託自治体に最寄りの企業局現地機関において、

事業拡張のため土木職員を増員する計画があったため、現地機関での業務を本務とし、水道事

業課の代替執行事務と兼務することとした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

(1）本計画については、当初計画（規約で定めた事務分担）に基づき、事務の代替執行を実施し、

概ね計画通り進捗しており、令和元年度をもって事業完了予定である。 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）専門的知識を有する技術職員の不足による課題の解消（定性的効果） 
ｂ）経費の縮減（設計積算に係る村の委託料の縮減）（費用削減効果） 

項 目 内   容 
算定期間 平成 29 年４月～令和２年３月（３年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

未支援時（②単独経営）に村が設計積算（設計書を作成する

ための測量設計）の業務委託に要していた費用実績と、支援

後（①広域連携後）に村が設計積算に要した費用を比較し、

その差分を費用削減効果として算定。 

※支援後の設計積算に要する費用は、企業局職員が測量設計

を行うため委託費用は発生しない。（JR 近接工事区間を除

く） 

効果算定 
対象費目 

建設改良費 

評価結果 100％ 

    ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-29】長野県・天龍村 

 
ｃ）企業局技術職員のスキルアップ（地域の特性に応じた技術の習得）（定性的効果） 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

  現在事業実施中であり、効果（実績）については、事業完了後に算定する予定。 
 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-29】長野県・天龍村 

（参考１） 長野県企業局 HP 掲載資料 
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〇広域連携事例集 

〇【管-29】長野県・天龍村 

（参考２） 長野県企業局 HP 掲載資料 
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〇広域連携事例集 

〇【管-30】奈良市他 11 市 15 町１村１県１団体 

【管-30】［管理の一体化（事務処理）］ 

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、

香芝市、葛城市、五條市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀

町、下市町、明日香村 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 奈良県 

(2）事業体名 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、

桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、五條市、

宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、上牧町、王寺町、広陵

町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、明日香村、奈

良県地域振興部、日本水道協会奈良県支部（12 市 15

町１村１県１団体） 

(3）広域連携の形態 管理の一体化 

給水装置工事事業者の指定関連と同業者への講習実施

の一部事務を共同実施※講習実施事務は未実現 

(4）広域連携実現年月 平成 29 年９月(指定関連事務) 

※講習実施事務は未実現 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 27 年４月～平成 29 年８月（２年５ヶ月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図１ 対象水道事業位置図 ※上水道エリア対象 

（出典）新県域水道ビジョン 平成 31 年３月 奈良県 
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〇広域連携事例集 

〇【管-30】奈良市他 11 市 15 町１村１県１団体 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 目的 
  給水装置工事事業者の指定関連と同業者への講習実施の一部事務を共同実施することにより、

各会員の業務を軽減する。 
・ 機関 

  日本水道協会奈良県支部（以後「奈良県支部」という）が窓口となり、各会員（28 市町村）

が協力して実施する。奈良県地域振興部は、助言・調整を行う。 

・ 内容 
  「給水装置工事事業者に関する一部事務の共同化」として、次の事務を共同で行う。 

  ➢  指定関連事務の一部（指定行為は含まない） 
       各会員に対する指定給水装置工事事業者の①新規申請、②変更の届出、③廃止・休止・

再開の届出、④給水装置工事主任技術者の選任・解任の届出を、奈良県支部で共同受付

を行う。 
      工事事業者は、複数会員に対する申請・届出でも１通を奈良県支部に提出し、奈良県支

部では書類上の審査のみを行い、あて先となる各会員に送付する。 
      奈良県支部では、各会員の指定給水装置工事事業者のデータベースを共同管理し、奈良

県支部の会員向けホームページを通じてデータの送受信を行っている。 
     なお、指定・指導等の処分は、各会員が業者に対して行うものとする。 
   ➢ 講習実施事務 
       業者の技術水準保持のため、奈良県支部が窓口となり各会員と共同で講習会を開催す

る。水道法改正が延びたため実現していないが、共同開催の実施経験のある日本水道協

会他府県支部に調査を行い、開催に向けて進めている。 
・ 費用負担 

各会員の会費となる奈良県支部会計予算と各会員の水道事業会計予算で負担する。 
・ 要員負担、管理体制 

   指定関連事務は、奈良県支部が窓口となり管理する。講習実施事務は、未定。 
・ 課題・対応策等 
  奈良県支部総会で、「給水装置工事事業者に関する一部事務の共同化」の実施を議決し、全会

員で覚書を締結して、全会員の参加に向けて調整を行った。 
  事務担当者会議を課題ごとに開催して調整すると共に、事務や運用の統一化を行い、実施に

向けて進めた。奈良県地域振興部も参加し助言を行った。 
  １会員のみに申請する場合、当該会員で受領することも可とし、チェック後受領して奈良県

支部に転送することで対応している。 
あくまでも、給水装置工事事業者への指定・指導等の処分は、各会員が行うことで整理し

た。 
  講習実施事務は、水道法改正が成立したことから早期の実施をめざしているが、「ひと、もの、

かね」の検討など今後の課題がある。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-30】奈良市他 11 市 15 町１村１県１団体 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 指定関連事務の一部は、当初計画どおり（平成 29 年９月から実現） 
・ 講習会実施事務は、実績なし（水道法改正により講習内容が変わることがと想定されたこ

とから、検討・実施を改正案が可決されるまで延期した。） 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）複数水道事業者への申請・届出を１件で、また書類上の審査も１件で済ませられる。（業務の

重複をなくす。）（定性的効果） 
ｂ）奈良県支部の共同受付で書類上の審査が完了するので、各会員はその分を他業務へ回せる。

（人件費）（定性的効果） 
ｃ）指定給水装置工事事業者の各会員のデータが統合され、名寄せすることにより相違点が確認

できるので指導等が可能となると共に、データも正確になる。（定性的効果） 
ｄ）工事事業者が複数水道事業者に申請・届出する場合、奈良県支部に１件の提出で済むので、

負担を減らせる。（定性的効果） 
ｅ）指定給水装置工事事業者の講習を実施することにより、業者の質を向上すると共に、不適格

業者を排除する。（定性的効果） 
ｆ）県内では、複数水道事業者に重複指定を受けている工事事業者が多く、また講習の実施実績

が少ないことから、全会員共同で開催し効率化を図る。（定性的効果） 
ｇ）統合され名寄せした指定給水装置工事事業者のデータベースを活用して、講習会実施の案内

や受講証明書の作成をする。（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）奈良県支部の共同受付で書類上の審査が完了するので、各会員はその分を他業務へ回せる。

（人件費）（定性的効果） 
ｂ）指定給水装置工事事業者の各会員のデータが統合され、名寄せすることにより相違点が確認

できるので指導等が可能となると共に、データも正確になる。（定性的効果） 
ｃ）共同受付をすることにより、奈良県支部 28 市町村の指定関連事務が水道法に規定されると

おりに統一された。（定性的効果） 
ｄ）工事事業者が複数水道事業者に申請・届出する場合、奈良県支部に１件の提出で済むので、

負担を減らせる。（定性的効果） 
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〇広域連携事例集 

〇【管-30】奈良市他 11 市 15 町１村１県１団体 

ｅ）複数水道事業者への申請・届出を奈良県支部に共同受付として１件だけ提出することによる

削減効果（指標による評価） 
 

項 目 内   容 

評価項目 申請・届出件数の削減率 

評価期間 平成 29 年９月～平成 31 年３月（１年７ヶ月） 

評価手法 申請・届出件数と市町村別申請・届出件数の総数の差分を効

果とする。 

評価結果 効  果 1,475 件(80.3%の効果) 

広域連携後 362 件(申請・届出件数) 

単独経営 1,837 件(市町村別申請・届出件数の総数) 

 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-31】木古内町、知内町 

【管-31】［管理の一体化（維持管理）］ 

木古内町、知内町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 北海道 
(2）事業体名 木古内町、知内町（２町） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

水道施設運転維持管理業務の共同委託 
(4）広域連携実現年月 平成 30 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 27 年４月～平成 30 年３月（３年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木古内町水道事業給水区域図 

（出典）木古内町水道事業ビジョン 平成 29 年３ 月 

知内町水道事業給水区域図 

（出典）知内町水道事業ビジョン 平成 30年６月 
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〇広域連携事例集 

〇【管-31】木古内町、知内町 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 概要 

  本業務は小規模水道事業体における広域連携と官民連携を実現した業務である。木古内町は

人口と給水収益の減少が著しい約 4,200 人の事業体であり、課題は長期的に水道施設を適正に

維持管理し、安定して給水することであった。 

・ 課題解決に対する問題点 

同町の水道担当は熟練職員の退職により１名となったが、人件費抑制により職員の補充が困

難な状況であった。この結果、水道施設全般を１名で維持管理することが困難となり民間事業

者への委託を想定した。しかし、同町の水道単独は小規模で民間の受注や創意工夫を期待でき

ず、さらには委託に多額の費用を投入できないことが問題点だった。 

・ 解決の方向性と具体策 

  このため、民間の採算確保と行政の委託費圧縮バランスをどう設定するかが重要と考えた。

そこで採算確保のため事業規模拡大による創意工夫の発揮できる状況を作るべく、同町と同じ

課題を持つ近隣町村との共同委託化に着目し、給水区域が平地で隣接している町との地勢利用

で都市形状を１つの町として考えた。 

  さらに事業規模拡大のため、下水道事業との共同管理に着目した。当町や近隣町村の下水道

維持管理業者による上下水道一体型の長期的な包括民間委託を提案し２業種の連携拡大を可

能とした。 

委託費圧縮は上記の規模拡大による民間の創意工夫の発揮と２町で協定を締結のうえ同一

の民間事業者を共同選定し競争原理を作用させた。 

・ 成果 

  受注者にとっては規模拡大と長期的包括委託でスケールメリットが得られた。行政は民間の

参入で長期の安定した事業運営を可能とし、共同委託により約 30%の歳出削減を可能とした。 

 
2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成 30 年度から開始したため、現時点で変更はない。 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）単独発注に比べ歳出削減（定性的効果） 
ｂ）災害・事故等の緊急時対応力強化（バックアップ機能の強化）（定性的効果） 
ｃ）技術水準の維持向上が期待できるとともに、施設の維持管理・運営が高い水準で実施され

る。（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

平成 30 年度から開始したため、現時点で実績は把握していない。 
 

4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-32】下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町 

【管-32】［管理の一体化（会計事務）］ 

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 静岡県 
(2）事業体名 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町 

（１市４町） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

会計事務の共同化 
(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 30 年２月～平成 31 年４月（１年２ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

【共同化のねらい】 

  １市４町における公営企業の財務会計システムを共同発注によりクラウド化の上、共同利用

する。 

・ 単独市町でシステム導入（更新）する場合と比較し、イニシャルコストとランニングコストを

合わせた、トータルコストの削減を図る。 

・ 公営企業会計に従事する専門職員が不足する中で、人事異動等によって会計事務が滞りかね

ないという技術承継の問題を、市町間の職員の情報交換により緩和を図る。 

【経緯】 

・ 人口が減少し、料金収入も減少していく中で、施設等の更新需要が一斉に到来し、地方公営企

業は一層の業務の効率化が求められている。賀茂地域についても同様であり、業務効率化の

一つとして広域連携について平成 28 年度から検討を行った。 

・ 平成 28 年度に、県が事務局となっている「賀茂地域広域連携会議」を活用し、水道事業の業

務効率化について検討を開始した。業務の効率化の一つとして広域連携を模索する中で、賀

茂地域は地理的に分断されており、施設や管路の統合といったハード面での広域化策が困難

なことが判明した。 

・ 平成 29 年度に、ソフト面での広域連携に絞って実現可能性を検討したところ、各市町が水道

事業や観光施設事業、下水道事業で使用する公営企業の財務会計システムの更新時期を市町

間で合わせられることが分かったことから、共同発注とクラウド化について具体的な検討を

行った。その結果、クラウド化の上、システムを共同利用することにより十分な効果があるこ

とが検証できた。 

・ 平成 30 年度、システム開発業者との検討を進め、各首長への説明を経た上で、「賀茂地域広

域連携会議」で共同発注を議決し、７月に１市４町で、共同発注の「協定書」を締結した。共

同化の範囲と期間、費用構成を定めた「実施計画書」を作成し、これを基に各市町が個別に業

者と契約した上でシステムの構築と試験運用を行い、平成 31 年４月１日からクラウドでの共

同運用を開始した。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-32】下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町 

2.2 広域連携(実績)の内容 

費用削減効果については、運用開始から２年弱という状況であることから、今後効果検証を実

施する予定である。 
 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）システムのクラウド化、共同利用による費用削減（定量的効果） 
項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～令和６年３月（５年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

システムを、①単独で更新した場合、②単独でクラウド化

した場合、③共同でクラウド利用した場合のそれぞれにおい

て、イニシャルコスト及び５年間のランニングコストを試算

し、費用比較した。 

①に比して③は約 10％、②に比して③は約 20％の費用削減効

果がある試算となった。 

効果算定 

対象費目 

システム導入費用 

評価結果 10％(対①)、20％(対②) 

 
ｂ）システム開発業者によるリモートサポート（定性的効果） 
ｃ）災害時等のデータ保全効果（定性的効果） 
ｄ）市町間担当職員の情報交換による技術補強（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

費用削減効果については、運用開始から２年弱という状況であることから、今後効果検証を実

施する予定である。 

 

 
4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-33】大津市、彦根市、草津市、甲賀市 

【管-33】［管理の一体化（共同委託発注）］ 

大津市、彦根市、草津市、甲賀市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 滋賀県 
(2）事業体名 大津市、彦根市、草津市、甲賀市（４市） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

共同委託発注 
(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 30 年４月～平成 31 年３月（１年） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

【目的】 

  積算単価の特別調査(※)を複数の水道事業者(市町村等)が共同で発注することにより、同一

品目の調査費重複の整理とスケールメリットによる調査費用の節減を図る。 

（※）水道事業者の単価表および専門調査事業者の刊行する物価資料に掲載されていないため、

専門調査事業者による調査が必要な材料等の単価調査 

【概要】 

・ 県内水道事業者の多くは、定期刊行されている物価資料等に掲載されていない品目を利用し

た設計積算を実施する場合、専門の調査会社による単価調査委託やメーカーへ見積調査など

を実施し、独自に単価を設定している。 

・ そこで、県内全水道事業者が参加し、事務局を本県が担う滋賀県水道協会により共同委託発

注を行い、委託費については参加する水道事業者から負担金として納付されるスキームを構

築した。 

・ 調査結果は、滋賀県水道協会に設置する積算単価調査委員会が認証することとし、結果の妥

当性を検証する。 

・ 参加事業者としては取組初年度（H31 年度)では県内３事業者、２年度目（R2 年度）では県内

４市が参加とスケールメリットを最大限に活用するため参加事業者の拡大を図っている。 

【費用負担】 

  滋賀県水道協会により共同委託発注を行い、委託費については参加する水道事業者から調査

品目数量により按分を行い負担金として納付。 

【要員負担】 

  滋賀県水道協会を事務局とし、発注とりまとめから納品までの一連の事務を担当している。 

【管理体制】 

  参加事業者により構成される積算単価調査委員会を構成し、納品成果物および業務全般の妥

当性を検証している。 

【検討課題】 

  各事業者により水道材料の呼称が異なるため、名称の整理に時間を要した。今後も参加事業
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〇広域連携事例集 

〇【管-33】大津市、彦根市、草津市、甲賀市 

者により協議検討を進めることで、呼称や仕様の統一化を図り、県内の水道技術仕様の統一の

礎となることを目標とする。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

・ 平成 31 年度 大津市、彦根市、草津市にて事業実施 

・ 令和 ２年度 大津市、彦根市、草津市、甲賀市にて事業実施 

 
 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同発注による費用削減効果（定量的効果） 
項 目 内   容 

算定期間 令和２年４月～令和２年８月（５ヶ月） 

算定手法 【その他】 

各水道事業者が単独で発注した場合の費用と共同発注を行

った場合の費用を比較し算出した。 

※当初契約額を計画とした。 

効果算定 

対象費目 

（その他）業務委託費用 

評価結果 26.5％ 

 
ｂ）水道技術仕様の統一化（定性的効果） 
ｃ）水道技術者間の情報交換の活発化（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同発注による費用削減効果（定量的効果） 
項 目 内   容 

算定期間 令和２年４月～令和２年８月（５ヶ月） 

算定手法 【その他】 

各水道事業者が単独で発注した場合の費用と共同発注を行

った場合の費用を比較し算出した。 

※完了支払額を実績とした。 

効果算定 

対象費目 

（その他）業務委託費用 

評価結果 26.5％ 

 

 
4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
 



 

424 
 

〇広域連携事例集 

〇【管-34】大分市他７市 

【管-34】［管理の一体化（営業事務）］ 

大分市、別府市、杵築市、国東市、佐伯市、中津市、豊後大野市、豊後高田市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 大分県 
(2）事業体名 大分市、別府市、杵築市、国東市、佐伯市、中津

市、豊後大野市、豊後高田市（８市） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

応急給水袋の共同購入 
(4）広域連携実現年月 令和元年９月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 31 年２月～令和元年９月（８ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 大分県では「大分県水道ビジョン（平成 31 年３月）」を策定するため、平成 30 年度から資材

の共同購入や人材育成など、水道事業の効率化を推進するための取組について検討を行って

きた。その取組の一つとして、応急給水袋の共同購入について検討を開始した。 

・ 大分市が中心となり、県内 18 市町村の購入意向調査を実施したところ、８市の参加が決定。

購入意思のある市と大分市が協定書を締結し、一括購入した後、各市へ配布する流れとなっ

た。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

大分市が取りまとめを行い、８市で一括購入を行った結果、概算で 5.4％の費用削減効果が得

られた。 

 
3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同購入による費用削減（定量的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）共同購入による費用削減（定量的効果） 

項 目 内   容 

算定期間  

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

個別購入の場合の経費と比較し、共同購入による費用削減

効果を算出 

効果算定 

対象費目 

その他（消耗品購入費） 

評価結果 5.4％ 
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〇広域連携事例集 

〇【管-34】大分市他７市 

 
4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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〇広域連携事例集 

〇【管-35】橿原市、大和高田市 

【管-35】［管理の一体化（営業事務）］ 

橿原市、大和高田市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 奈良県 
(2）事業体名 橿原市、大和高田市（２市） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

営業事務の共同化 
(4）広域連携実現年月 令和元年 10 月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 27 年５月～令和元年９月（４年４ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 橿原市及び大和高田市における上下水道事業の効率化のため、両市の上下水道部お客さまセ

ンターを共同化し、スケールメリットによるコストダウンを図る。 

・ 共同化にあたって当初の見積では想定されたコスト削減には至らなかった。その要因として

は第一に、当初の想定では両市それぞれにお客さまセンターを設置するため、ハード面及び

人件費の面でのコストが共同化前とほぼ変わらない点が浮かびあがった。そして第二に、両

市で使用している上下水道料金システムが異なり、共同化後も２つのシステムを併用する予

定であったという点が挙げられた。検討を重ねた結果、第一の問題点についてはお客さまセ

ンターを橿原市に集約し、電話回線は大和高田市側も従来の番号でお客さまセンターに繋が

るように設定した。お客さまセンターは橿原市にあるが、地理的に大和高田市に近い土地に

あるため両市で効率的な運用が可能であると考えられた。第二の問題点については大和高田

市側が橿原市と同様のシステムを導入することが決定し、委託業者が２つのシステムの操作

方法を学ばなければならないという課題を回避することができた。 

・ 委託内容については「水道メーター検針・点検業務」・「上下水道使用開始・中止受付業務」・

「電話対応業務」・「水道開閉栓業務」・「上下水道料金算定・請求業務」・「上下水道料金収納・

滞納整理及び給水停止業務」・「水道メーター等取替及び維持管理業務」が２市共通業務であ

り、「上下水道関係書類受付業務」・「上下水道埋設管調査業務」の２点が橿原市のみ委託する

業務となっている。 

・ 業者選定にあたっては企画提案型（プロポーザル）方式を採用した。参加企業には 2 市の総

額で見積を徴収し、契約は２市それぞれ別個で取り交わした。費用負担については両市の調

定件数・給水戸数・有収水量・総人口を分析した結果、橿原市 65：大和高田市 35 の比率で按

分することとなった。お客さまセンターは橿原市に設置しているが、大和高田市上下水道部

とテレビ電話による連絡体制を構築し、隔地からの指示を可能としている。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

本計画については、当初計画に基づき橿原市及び大和高田市におけるお客さまセンターの共同

化を実施した。運用についても当初計画した仕様書の通りとしている。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-35】橿原市、大和高田市 

3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）管理の一体化による費用削減（定量的効果） 
項 目 内   容 

算定期間 令和元年 10 月～令和４年９月（３年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

構成事業体において、管理の一体化後及び単独管理を継続

した場合における必要経費の積算を行い、その差分を経済効

果として算定（税抜）。 

効果算定 

対象費目 

橿原市：その他（営業費、総係費、委託料） 

大和高田市：その他（委託料） 

評価結果 橿原市：７％、大和高田市：19.9％ 

 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

ａ）管理の一体化による費用削減（定量的効果） 

項 目 内   容 

算定期間 令和元年 10 月～令和４年９月（３年） 

算定手法 【過去の実績値を用いたシミュレーション】 

構成事業体において、単独管理を行っていた従前の契約金

額と管理の一体化後の按分費用実績との差分を経済効果とし

て算定（税抜）。 

但し、夜間の電話対応について等従前の契約と仕様が異な

る部分が有る。 

効果算定 

対象費目 

橿原市：その他（営業費、総係費、委託料） 

評価結果 橿原市：0.9％ 

 

 
4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
 
 

 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

橿原市、大和

高田市 

橿原市・大和高田市お客

さまセンター業務委託共

同化の効果 

小島 篤史、

（橿原市上

下水道部 ） 

令和２年度水道研

究発表会講演集 

pp.16-17 

pp.425-426 管-34 
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〇広域連携事例集 

〇【管-35】橿原市、大和高田市 
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〇広域連携事例集 

〇【管-35】橿原市、大和高田市 
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〇広域連携事例集 

〇【管-36】舞鶴市・宮津市 

【管-36】［管理の一体化（営業事務）］ 

舞鶴市・宮津市 

 
1 基本情報 

(1）都道府県 京都府 
(2）事業体名 舞鶴市、宮津市（２市） 
(3）広域連携の形態 管理の一体化 

窓口業務等の共同委託 
(4）広域連携実現年月 令和２年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 30 年 10 月～令和２年４月（１年６ヶ月） 

 
 

2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

京都府北部の舞鶴市及び宮津市の２市で上下水道事業の窓口業務等委託（受付、滞納整理、開

閉栓、検針、収納、調定、その他付帯する業務）の共同発注を実施した。（委託期間：令和２年度

～令和５年度の４年間）  
【取組の背景】 

・ 宮津市及び舞鶴市では、それぞれの市が個別に窓口業務委託の検討を進めていたが、経営効

率と安心安全の向上を目指し広域化議論を行っていた京都府北部 5 市 2 町における協議にお

いて、両市が各々窓口業務委託を検討していることが確認された。 

【検討を開始した契機・導入過程】 

・ この委託における課題として、いかに効率よく事業を進めるかということと、両市とも規模

が小さいため、参加業者募集に応じる対象者がいない可能性があるということが課題であっ

たが、宮津市から舞鶴市に、共同で入札を行う提案があり、双方がそれぞれの事情に応じた設

計書並びに仕様書を作成した上で、プロポーザル方式で委託を行うこととなった。 

【具体的内容とねらい】 

・ 内容的には、プロポーザル実施要領・仕様書の原案作成及び資格審査、質問回答のとりまとめ

を舞鶴市が行い、業者選定審査は共同で、また、最終契約はそれぞれの市で実施する。 

・ 将来的には、京都府北部５市２町の共同発注による事務の効率化とサービス向上を行ってい

きたいと考えている。 

【効果・メリット】 

・ 宮津市と舞鶴市という別の組織のまま共同発注等が可能。 

・ 発注金額が大きくなり、両市で兼用できる事務があることから、提案価格の低減と委託への

参加希望者の確保ができる。 

・ 同一業者への委託となったことで、受託業者職員のローテーション等により緊急時に柔軟に

委託業者職員の派遣が可能となる。 

【課題（京都府北部５市２町で広域連携を進めていくための課題を含む。）】 

・ 各市の窓口でしか出来ない業務以外のものについて、一か所で事務を行うことによる費用削

減について今後協議が必要。 
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〇広域連携事例集 

〇【管-36】舞鶴市・宮津市 

・ 京都府北部５市２町で広域連携を進めるにあたり、コンセッション等のデメリットの新聞記

事が出回る中、議会や市民等に対して、広域化等のメリットを十分理解してもらうことがこ

れまでの課題としてあげられる。 

・ 今後の課題としては、京都北部５市２町の水道事業においては、経営状況及び料金格差が大

きいため、早急な経営統合や料金統合はしない方針で進めているが、そのような方針の基で

きる広域化によるメリットをいかに発揮させるかということ。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

委託期間内（令和２年～令和４年）であることから、総合的な評価は今後実施する。 

窓口業務委託費は計画どおり削減見込み。 

 
 
3 広域連携による効果 

3.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）共同発注による委託費の経費削減（定量的効果） 
項 目 内   容 

算定期間 令和２年４月～令和６年３月（４年） 

算定手法 【必要経費の積算値を用いたシミュレーション】 

両市それぞれ委託内容が異なるため、舞鶴市、宮津市の委

託前の経費と共同発注委託後の金額を比較しその差額を経済

効果として算出した。 

効果算定 

対象費目 

人件費、維持管理費 

評価結果 舞鶴市：6.7％、宮津市：3.2％ 

 
ｂ）同一業者への委託となったため断水等の対応において、柔軟に委託業者職員の派遣が可能に

なる。（定性的効果） 
ｃ）近隣他市でも同一業者が受注しているため、３市連携による事務の効率化とサービス向上が

期待できる。（定性的効果） 
 
3.2 広域連携により生み出される効果［実績］ 

委託期間内（令和２年～令和４年）であることから、総合的な評価は今後実施する。 

窓口業務委託費は計画どおり削減見込み。 
 
 
4 その他特筆すべき事項 

  該当事項は特になし 
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 参考資料（本事例集に掲載した論文一覧） 

1.1 日本水道協会 全国会議（水道研究発表会）講演集 

事業体名 論文タイトル 
著者※代表者のみ 

（所属） 
収集文献・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

佐賀東部水道

企業団 

水道事業の広域統合 栗山 光明 

（佐賀東部水道企業団） 

第 49 回全国水道研究発表会講演集

pp.2-3 

pp.21-22 統-4 

北九州市 自治体の枠組みを超えた水道事業の広域化 －北九

州市水道事業と水巻町水道事業の統合－ 

坂口 雅典 

（北九州市上下水道局） 

平成 25 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.84-85 

pp.83-84 統-17 

福岡県大牟田

市、熊本県荒

尾市（１市１

町） 

県境を越えた水道広域化と官民連携 山下 格 

（大牟田市企業局） 

平成 25 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.86-87 

pp.300-301 施-17 

大阪広域水道

企業団、松原

市、富田林

市、河内長野

市、羽曳野

市、柏原市、

藤井寺市、大

阪狭山市、河

南町、太子

町、千早赤阪

村（７市２町

１村１企業

団） 

 

大阪府河南地域における広域的な共同水質管理体制 鯛谷 将司 

（大阪広域水道企業団） 

平成 25 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.88-89 

pp.384-385 管-23 
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事業体名 論文タイトル 
著者※代表者のみ 

（所属） 
収集文献・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

大阪広域水道

企業団、松原

市、富田林

市、河内長野

市、羽曳野

市、柏原市、

藤井寺市、大

阪狭山市、河

南町、太子

町、千早赤阪

村（７市２町

１村１企業

団） 

大阪府河南地域における水道事業の広域化に関する

調査・検討 

羽口 武士 

（大阪広域水道企業団） 

平成 25 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.90-91 

pp.386-387 管-23 

岩手中部水道

企業団 

岩手中部地域の広域化による垂直・水平統合（Ⅰ）

－岩手県中部水道企業団の創設－ 

菊池 明敏 

（岩手中部水道企業団) 

平成 26 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.42-43 

pp.107-108 統-19 

岩手中部水道

企業団 

岩手中部地域の広域化による垂直・水平統合（Ⅱ）

－広域化統合によるダウンサイジング－ 

小田嶋 明彦 

（岩手中部水道企業団) 

平成 26 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.44-45 

pp.109-110 統-19 

岩手中部水道

企業団 

岩手中部地域の広域化による垂直・水平統合（Ⅲ）

－簡易水道事業統合と広域化－ 

千葉 章世 

（岩手中部水道企業団） 

平成 26 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.46-47 

pp.111-112 統-19 

岩手中部水道

企業団 

岩手中部地域の広域化による垂直・水平統合（Ⅳ）

－広域化統合による料金業務の最適化－ 

小原 太吉 

（岩手中部水道企業団） 

平成 26 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.48-49 

pp.113-114 

 

統-19 

東京都水道局 多摩地区統合を例に見る水道事業広域化の分析 山内 孝浩 

（東京都水道局） 

平成 26 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.50-51 

pp.48-49 統-9 
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事業体名 論文タイトル 
著者※代表者のみ 

（所属） 
収集文献・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

（青森県）八

戸圏域水道企

業団、東北

町、横浜町、

野辺地町、三

戸町、五戸

町、田子町、

新郷村、六ヶ

所村、（岩手

県）久慈市、

軽米町、葛巻

町、洋野町、

普代村、九戸

村、野田村 

（１市９町５

村１企業団） 

北奥羽地区水道事業協議会広域連携に係る共同化 早瀬 久司 

(八戸圏域水道企業団) 

平成 27 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.114-115 

pp.390-391 管-24 

秩父広域市町

村圏組合 

秩父地域の水道事業の広域化（I）－人口減少と施設

等の老朽化－ 

町田 忠男 

（秩父市水道部） 

平成 27 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.118-119 

pp.159-160 統-22 

秩父広域市町

村圏組合 

秩父地域の水道事業の広域化（Ⅱ）－広域化に向け

た事務調整の取組み「料金業務を中心に」－ 

若林 裕季 

（秩父市水道部） 

平成 27 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.120-121 

pp.161-162 統-22 

岩手中部水道

企業団 

水道ビジョン策定による広域化事業計画の見直し－

統合後に見えた本当のビジョン－ 

千葉 章世 

(岩手中部水道企業団) 

平成 28 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.156-157 

pp.115-116 統-19 

秩父広域市町

村圏組合 

秩父地域の水道事業の広域化（Ⅲ）－特徴と課題－ 町田 忠男 

(秩父広域市町村圏組合) 

平成 28 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.160-161 

pp.163-164 統-22 
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事業体名 論文タイトル 
著者※代表者のみ 

（所属） 
収集文献・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

宗像地区事務

組合 

宗像地区事務組合から北九州市上下水道局への水道

事業包括業務委託－水道事業広域化から水道事業包

括業務委託の取組み－ 

青谷 幹生 

（宗像地区事務組合） 

平成 28 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.162-163 

pp.56-57 統-11 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪

村との水道事業の統合に係る検討、協議（Ⅰ）－統

合によるメリットの検討及び統合案の策定－ 

吉川 大輔 

（大阪広域水道企業団） 

平成 28 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.168-169 

pp.180-181 統-24 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と四條畷市・太子町・千早赤阪

村との水道事業の統合に係る検討、協議（Ⅱ）－垂

直統合における広域化効果の算定－ 

澤 深太郎 

（日水コン） 

平成 28 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.170-171 

pp.182-183 統-24 

秩父広域市町

村圏組合 

広域化に伴う水道料金差額分補助金の算出方法 栗島 俊 

(秩父広域市町村圏組合) 

平成 29 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.14-15 

pp.165-166 統-22 

岩手中部水道

企業団 

垂直・水平統合における部分最適化と全体最適化 小原 太吉 

(岩手中部水道企業団) 

平成 29 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.114-115 

pp.117-118 統-19 

岩手中部水道

企業団 

広域化における小規模水源の可能性－良質な水源が

もたらすもの－ 

千葉 章世 

(岩手中部水道企業団) 

平成 29 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.168-169 

pp.119-120 統-19 

岩手中部水道

企業団 

岩手県中部水道企業団広域統合の効果－統合から 3

年間の検証－ 

菊池 明敏 

(岩手中部水道企業団) 

平成 29 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.170-171 

pp.121-122 統-19 

香川県広域水

道企業団 

香川県における水道事業の広域化－県内一水道を目

指して－ 

遠藤 智義 

（高松市上下水道局） 

平成 29 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.174-175 

pp.191-192 統-25 
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事業体名 論文タイトル 
著者※代表者のみ 

（所属） 
収集文献・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

神奈川県、横

浜市、川崎

市、横須賀

市、神奈川県

内広域水道企

業団（１県３

市１企業団） 

神奈川県内５水道事業者の連携による広域水質管理

センターの設立 

河村 裕之 

（神奈川県内広域水道企

業団） 

平成 29 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.182-183 

pp.397-398 管-26 

岩手中部水道

企業団 

岩手県中部水道企業団統合 5 年目の効果分析と外部

評価の実施－定量的分析及び定性的分析による評価

－ 

菊池 明敏 

(岩手中部水道企業団) 

平成 30 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.102-103 

pp.123-124 統-19 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と泉南市、阪南市、豊能町、能

勢町、忠岡町、田尻町、岬町との水道事業の統合に

係る検討、協議－統合によるメリットの検討手法－ 

辻中 孝信 

(大阪広域水道企業団) 

平成 30 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.108-109 

pp.246-247 統-28 

香川県広域水

道企業団 

香川県広域水道企業団の始動－業務の統一化と運営

基盤強化に向けた企業団本部の役割－ 

金子 瞳 

(香川県広域水道企業団) 

平成 30 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.112-113 

pp.193-194 統-25 

香川県広域水

道企業団 

香川県広域水道企業団における積算業務システムの

検討と導入 

中尾 信博 

(香川県広域水道企業団) 

平成 30 年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.130-131 

pp.195-196 統-25 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能

勢町・忠岡町・田尻町・岬町との水道事業の統合に

おける施設の最適配置の検討 

日野 孝彦 

(大阪広域水道企業団) 

令和元年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.140-141 

pp.248-249 統-28 

香川県広域水

道企業団 

香川県水道事業広域化に伴う水質検査計画統一に向

けた取組－旧用水供給事業の検査計画見直し－ 

久保 啓二 

(香川県広域水道企業団) 

令和元年度全国会議（水道研究発

表会）講演集 pp.150-151 

pp.197-198 統-25 

橿原市、大和

高田市 

橿原市・大和高田市お客さまセンター業務委託共同

化の効果 

小島 篤史 
（橿原市上下水道部 ） 

令和２年度水道研究発表会講演集 

pp.16-17 

pp.425-426 管-35 
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1.2 全国簡易水道協議会機関誌 「水道」 

事業体名 論文タイトル 
著者※代表者のみ 

（所属） 
収集文献・掲載ページ 

報告書 

ページ 

関連 

事例 

会津若松市 会津若松市と湯川村における水道事業統合の概要 五十嵐 司也 

(会津若松市水道事業管理者) 

水道 第 56 巻 第 4号 pp.7-15 pp.64-72 統-13 

北九州市 水巻町水道事業の北九州市への統合について 谷 和雄 

(北九州市上下水道局) 

水道 第 58 巻 第 2号 pp.1-6 pp.85-90 統-17 

岩手中部水道

企業団 

岩手中部水道企業団の設立について 菊池 明敏 

(岩手中部水道企業団) 

水道 第 59 巻 第 4号 pp.14-23 pp.125-134 統-19 

香川県広域水

道企業団 

香川県における水道広域化の取組について 高原 康 

(香川県広域水道事業体設立

準備協議会事務局) 

水道 第 60 巻 第 5号 pp.11-16 pp.199-204 統-25 

青森県十和田

市、秋田県小

坂町（１市１

町） 

青森県十和田市と秋田県小坂町における県境を越え

た簡水共同利用 

甲田 信二 

(十和田市上下水道部水道課) 

水道 第 61 巻 第 4号 pp.12-17 pp.318-323 施-22 

小諸市 小諸市における簡水統合と市民を交えた水道事業づ

くり 

土屋 哲也 

(小諸市上下水道課) 

水道 第 62 巻 第 6号 pp.1-6 pp.137-142 統-20 

かずさ水道広

域連合企業団 

君津地域の統合・広域化について 倉持 俊哉 

(君津広域水道企業団) 

水道 第 63 巻 第 1号 pp.13-19 pp.212-218 統-26 

かずさ水道広

域連合企業団 

かずさ水道広域連合企業団の設立～君津地域の統合

広域化の検討について～ 

小島 肇 

(かずさ水道広域連合企業団) 

水道 第 64 巻 第 5号 pp.20-27 pp.219-226 統-26 
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〇官民連携事例集 

 

 官民連携事例集 

2.1 事例集の作成方法  

本事例集は、令和２年度官民連携事例調査（令和２年 11 月）事例に基づき、整理したものである。 

 
2.2 事例集の記載内容 

2.2.1 事例リスト 

官民連携事例集の「事例先リスト」を表１に、官民連携事例調査結果より「先行事例における事業

範囲」を表２に示す。 

事例の並びは、施設整備では管路 DB 方式、施設 DB 方式、DBM 方式、DBO 方式、運営管理では施設包

括委託、包括委託、指定管理者制度、営業包括委託の順番とした。また、同じ事業方式の場合には、小

規模を先としている。 

 

表１ 官民連携事例リスト 

事例番号 都道府県 水道事業体等名 規模 連携形態 事業方式 Ｐ． 

DB-01 新潟県 十日町市 小規模 施設整備 管路簡易 DB方式 441 

DB-02 長野県 小諸市 小規模 施設整備 管路 DB方式 444 

DB-03 福島県 二本松市 小規模 施設整備 施設 DB方式 446 

DB-04 大阪府 大阪広域水道企業団 大規模 施設整備 DBM 方式 449 

DB-05 愛媛県 四国中央市 中規模 施設整備 DBO 方式 451 

OM-01 香川県 香川県広域水道企業団 大規模 運営管理 施設管理包括委託方式 454 

OM-02 北海道 ニセコ町 小規模 運営管理 施設管理包括委託方式 457 

OM-03 静岡県 富士市 中規模 運営管理 包括委託方式 459 

OM-04 長野県 小諸市 小規模 運営管理 指定管理者制度 462 

OM-05 広島県 広島県企業局 大規模 運営管理 指定管理者制度 464 

CS-01 北海道 釧路市 中規模 運営管理 営業業務包括委託方式 467 

 

(1) 事業規模の類型 

本事例集における官民連携の事業規模の類型及び事例数は次のとおりである。（複数事業有り） 

・小規模：５事例（十日町市、小諸市(2)、二本松市、ニセコ町） 

・中規模：３事例（四国中央市、富士市、釧路市） 

・大規模：３事例（大阪広域水道企業団、香川県広域水道企業団、広島県企業局） 

 

(2) 官民連携の類型 

本事例集における官民連携の類型及び事例数は次のとおりである。（複数事業有り） 

・計画的施設整備（施設整備）：５事例（十日町市、小諸市、二本松市、大阪広域水道企業団、四国

中央市） 

・適切な維持管理（第三者委託等）：３事例（四国中央市、小諸市、広島県企業局） 

・人材確保（運営管理）：７事例（四国中央市、ニセコ町、富士市、香川県広域水道企業団、小諸市、

広島県企業局、釧路市） 
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(3) 運営体制の類型 

本事例集における官民連携の運営体制の類型及び事例数は次のとおりである。 

・単独：５事例（施設整備３事例：十日町市、小諸市、二本松市、運営管理２事例：ニセコ町、釧路

市） 

・JV ：３事例（施設整備１事例：大阪広域水道企業団、運営管理２事例：富士市、香川県広域水道

企業団） 

・SPC ：１事例（施設整備１事例（四国中央市） 

・公民連携企業体：２事例（運営管理（指定管理）２事例：小諸市、広島県企業局） 

 

表２ 官民連携事例集掲載事例の事業範囲 

 
 

事例集記載の官民連携の手法・事業方式は、調査事例の施設整備（DB 方式、DBM 方式、DBO 方式）と運

営管理（施設包括委託、包括委託、指定管理者制度、営業包括委託）であり、本調査における全ての方

式、全ての事業（業務）範囲をカバーするものである。 

 

基
本
設
計

実
施
設
計

（
詳
細

）

施
工

維
持
管
理

運
転
管
理

水
質
管
理

環
境
整
備

調
達
管
理

修
繕

下
水
道
等

管
理
責
任
※

技
術
管
理
※

管
路
点
検

漏
水
調
査

給
水
装
置
管
理

水
道
メ
ー
タ
管
理

開
閉
栓
管
理

検
針
管
理

収
納
管
理

窓
口
受
付

滞
納
整
理

シ
ス
テ
ム
関
連

他
事
業
関
連

小規模
管路簡易
DB方式

新潟県
十日町市上
下水道局

29,403
「上野地内配水管耐震
化その２工事」（試行）

〇 〇

小規模 管路DB方式 長野県 小諸市 41,653 送配水管更新工事 〇 〇 〇

小規模 施設DB方式 福島県 二本松市 42,690
二本松市水道事業通
信計装装置整備事業

〇 〇 〇

大規模 DBM方式 大阪府
大阪広域水
道企業団

用水供給
事業

庭窪浄水場 非常用発
電施設整備維持事業

〇 〇 〇

中規模 DBO方式 愛媛県
四国中央市
水道局

68,856
中田井浄水場等更新
整備・運営事業

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大規模
施設包括委
託

香川県
香川県広域
水道企業団

941,197
香川県広域水道企業
団浄水施設等運転・維
持管理業務委託

〇 〇 〇 〇 〇 〇

小規模 包括委託 北海道
ニセコ町簡
易水道事業

4,619
ニセコ町水道施設維持
管理委託業務

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中規模 包括委託 静岡県 富士市 234,335
富士市水道施設管理
等業務委託

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小規模
指定管理者
制度

長野県 小諸市 41,653
小諸市水道施設等の
指定管理業務

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大規模
指定管理者
制度

広島県
広島県企業
局

用水供給
事業

沼田川水道用水供給
事業指定管理業務

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

中規模
営業包括委
託

北海道
釧路市上下
水道部

181,818
釧路市上下水道事業
検針及び収納等業務
委託

〇 〇 〇 〇 〇

表記：〇部分は事業（業務）範囲
※　管理責任は地方自治法第244条の２に規定する指定管理、技術管理は水道法第24条の3に規定する技術管理をいう

手法

運
営
管
理

事業（業務）範囲

設計・施工 運転維持管理 運営管理 管路管理 給水装置管理 営業管理

施
設
整
備

現在給水
人口
（人）

事業または
委託件名

事業体
（発注者）

名

都道府
県

事業方式規模
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2.2.2 事例集の記載内容 

本事例集の記載内容については、原則として表３のとおりである。 

 
表３ 事例集の記載内容 

１．基本情報 
(1）都道府県  

(2）事業体名  

(3）現在給水人口 事業規模分類  大規模・中規模・小規

模 

(4）事業または委託名  

(5）事業方法 連携形態 施設整備、又は運営管理 

事業方式  

施設整備の有無 （運営管理でも更新が含まれる場合もある） 

運営管理の水道法適用  

事業対象分類  

事業または委託開始年月  

〔地勢又は水道事業概要〕 
２．事業概要 
３．事業スケジュール 
４．選定方法 
５．選定事業者 
６．事業モニタリング 
７．導入経緯 
８．その他（必要時） 

 
 内容は、本調査内容の他、図や地勢・水道事業概要等は調査対象水道事業体の水道ビジョンやホーム

ページを出典（出典先記述）として整理した。 
 
 
2.3 事例集 

事例集は、「事例先リスト（表１）」の順番としている。 

なお、施設整備の事例番号の「DB」は整備（再整備）する施設の設計・施工（Design-Build）を、運営

管理の事例番号の「OM」は運営管理（Operations-Management）を、営業包括委託の「CS」は顧客サービ

ス（Customer-Service）をそれぞれ意味している。 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-01】十日町市上下水道局 

【DB-01】［管路簡易 DB 方式（施設整備）］ 

十日町市上下水道局 

 
 基本情報 

(1）都道府県 新潟県 

(2）事業体名 十日町市上下水道局 

(3）現在給水人口 事業規模分類 29,403 人 小規模 

(4）事業または委託名 十日町市設計・施工一括及び詳細設計付工事発注

方式（試行）「上野地内配水管耐震化その２工

事」 

(5）事業方法 連携形態 施設整備 

事業方式 管路簡易 DB 方式（詳細設計付工事発注方式） 

施設整備の有無 更新（一部新規施設整備含む） 

運営管理の水道法適用 対象外 

事業対象分類 管路 

事業または委託開始年月 令和元年６月 

 

 

 

図１ 耐震化計画図 
（出典：十日町市HP上水道耐震化計画図） 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-01】十日町市上下水道局 

 

 事業概要 

・ 詳細設計付工事発注方式 

  小口径管路(φ150mm)の配管詳細図作成 

  配水管布設工 

- 令和元年度φ150～75 ㎜ L=404.1ｍ 

- 参考：令和２年度φ150 ㎜ L=390.0ｍ

（施工中）  

 

 事業スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 30 年 10 月検討開始 

  管路更新を促進する工事イノベーション

研究会（一般社団法人日本ダクタイル鉄管

協会）（途中参加）） 

・ 公告・公募： 令和元年６月 

・ 事業期間 

  設計施工期間：令和元年６月～令和２年１月 21 日（７か月） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 最低価格落札方式（制限付一般競争入札） 

・ 選定委員： 該当なし 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： ６社 

・ 選定事業者 ： 株式会社山松商店 

 

 事業モニタリング 

・ 設計施工期間中： 直営＋管路更新を促進する工事イノベーション研究会 

・ 運営期間中  ： 該当なし 

 

 導入経緯 

・ 十日町市では、今後大幅増加する老朽管更新事業に現体制では対応できないことが明らかであ

り、業務の効率化が課題であった。 

・ 管路更新を促進する工事イノベーション研究会より小規模簡易 DB（本調査では「管路簡易 DB 方

式」という。）のモデル事業体としての参加依頼があり、十日町市の課題と合致するため、試行

の実施に至った。 

 

 その他 

・ 設計図作成～設計書チェックまでの作業を半減できた。 

・ 管路簡易 DB 方式は、詳細設計付工事発注による小口径管の配管詳細図を工事受注者に作成させ

る非常に小規模な設計施工であり、一般的な DB 方式のイメージとは異なる。 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-01】十日町市上下水道局 

・ 通常工事と異なり、公告前に指名審査委員会を通すことになり、契約部署の業務は結果的に増

加し、期間（設計完了～公告）まで１週間多く時間を要したが、トータルでは大きく省力化さ

れたと考えられる。 

・ 本事例が記載された「管路更新を促進する工事イノベーション研究会報告書」（令和２年４月、

一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会）」には、参考資料として先行事例（神奈川県、横浜市、

大阪市）、国等のガイドライン、小規模簡易 DB 実施事例（十和田市、十日町市、小松島市）、モ

デル事業等に基づいた小規模化に DB の導入マニュアル（案）が記載されている。

（https://www.jdpa.gr.jp/koujiinov/20200529_houkoku.pdf） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図３ 小規模簡易 DB 方式の業務フロー 

（出典：日本ダクタイル鉄管協会 HP） 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-02】小諸市 

【DB-02】［管路 DB 方式（施設整備）］ 

小諸市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 長野県 

(2）事業体名 小諸市 

(3）現在給水人口 事業規模分類 41,653 人 小規模 

(4）事業または委託名 送配水管更新工事 

(5）事業方法 連携形態 施設整備 

事業方式 管路 DB 方式（設計施工一括発注方式） 

施設整備の有無 更新（再整備） 

運営管理の水道法適用 対象外 

事業対象分類 管路 

事業または委託開始年月 令和元年６月 

 

〔水道事業概要〕 

平成 29 年９月の時点で、小諸市上水道事業にお

ける稼働中の水源は 19 箇所、配水池は 40 箇所（42

池）となっており、この他にも予備水源３箇所、大

型送水施設１箇所を有し、接合井や減圧槽は大小含

めると 20 箇所を超え、稼働中の減圧弁は 49 基あ

る。 

水道施設数が多いのは、浅間山の南斜面に位置す

る小諸市の独特の地形によるもので、水源・配水池

からの標高差が大きいことから、水圧調整のために

多くの減圧弁や減圧槽が必要となっている。  

また、旧集落の間には大きな沢が多く、特に水源

付近では他水系に送水管を接続することが困難であ

ることから、個々の水源能力を十分に活用できない

状況である。 

管路の概要は、導水管、送水管ならびに配水管

の延長は、それぞれ約 21km、約 28km、約 510km あ

り、合計で約 559km となっている。平成 28 年度末

の導・送・配水管の経年化率は 29.8％、耐震化率

及び耐震適合率はそれぞれ 8.8％、10.2％となって

おり、主要管路の更新・耐震化が喫緊の課題とな

っている。（出典：厚生労働省「平成 29 年度水道

事業官民連携等基盤強化支援一式報告書（官民連

携等基盤強化支援）平成 30 年３月」） 

 図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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図１ 水道施設の分布状況 
（出典）小諸市水道ビジョン 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-02】小諸市 

 事業概要 

・ 送配水管更新工事の設計・施工 

  送配水管更新工事 L=2,400ｍ 

 

 事業スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 30 年 10 月検討開始 

  内部検討 

・ 公告・公募： 令和元年５月 

・ 事業期間 

  設計施工期間：令和元年６月～令和４年２月（２年８か月） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 公募型プロポーザル方式 

・ 選定委員 

  ８人 

  学識経験者、水道有識者、小諸市 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １社 

・ 選定事業者 ： 株式会社栗本鐵工所 東京支社 

 

 事業モニタリング 

・ 設計施工期間中： 直営 

・ 運営期間中  ： 該当なし 

 

 導入経緯 

・ 年間業務量の平準化や工期短縮、地元企業の技術力向上を期待して導入した。 

・ 工期短縮等による管路更新及び耐震化の促進。 

 

 その他 

・ 本事業（管路 DB 方式）は、「基本設計、詳細設計・施工」の一括発注方式 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-04】大阪広域水道企業団 

【DB-03】［施設 DB 方式（施設整備）］ 

二本松市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 福島県 

(2）事業体名 二本松市 

(3）現在給水人口 事業規模分類 42,690 人 小規模 

(4）事業または委託名 二本松市水道事業通信計装装置整備事業 

(5）事業方法 連携形態 施設整備 

事業方式 DB 方式 

施設整備の有無 更新（一部新規施設整備含む） 

運営管理の水道法適用 対象外 

事業対象分類 施設 

事業または委託開始年月 平成 30 年 10 月 

 

〔地勢〕 

二本松市は、福島県内陸北部に位置し、中通り

広域圏（県北ブロック）に属している。北は 福

島市、南は３市町（本宮市、三春町、田村市）、

東は３町村（川俣町、浪江町、葛尾村）、西は ３

市町村（大玉村、郡山市、猪苗代町）と隣接して

いる。 

市域中央の平坦部を阿武隈川が北流し、西端に

は安達太良山（1,699.6m）、東南端には日山（天

王山 1,057.6m）がそびえている。西部は、奥羽

山系に属する安達太良山の麓に広がる地域で丘陵地が多く、中央の平坦部は標高 200～300m で比較的温

暖で、年間降水量も比較的少なく過ごしやすい。東部は阿武隈山系の北部に位置し、標高は 200m から

1,057m で大小高低の丘陵地が多く、この間を小浜川、移川及び口太川が流れ、その流域に小区画の耕

地と集落が点在している。（出典：二本松市水道ビジョン） 

 

 事業概要 

・ 上水道施設遠方監視装置整備工事 24 機場（21,603 ㎥/日） 

  本事業は、現状の上水道施設の監視計測状況を見直し 

  運転監視制御機能の改善・向上を実現 

  安全で安定した水の供給 

・ 監視システムはクラウド型監視システム 

  事業者が用意したインターネット上のサーバーを利用して監視する形態  

図１ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-04】大阪広域水道企業団 

 
図２ 浄水場と水源および給水区域 

（出典：二本松市水道ビジョン） 

 

 事業スケジュール 

・ 導入検討：平成 28 年７月検討開始 

  コンサルタント会社に委託 

・ 公告・公募：平成 30 年５月 

・ 事業期間 

  設計施工期間：平成 30年 11 月～令和３年３月（２年５か月） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 公募型プロポーザル方式 

・ 選定委員 

  10 人 

  企画財政、契約管財、人事行政、農林、土木、都市計画、建築住宅、下水道、水道（２）  

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： ３社 

・ 選定事業者 ： 株式会社明電舎 東北支店 

 

 事業モニタリング 

・ 設計施工期間中： 直営 

・ 運営期間中  ： 直営 

 



 
 

448 
 

〇官民連携事例集 

〇【DB-04】大阪広域水道企業団 

 導入経緯 

・ 現状の施設監視は、巡回監視及び非常通報装置（遠隔で配水池等の水量・水位等の確認ができ

ない）のみで、維持管理の非効率性並びに緊急時対応機能の信頼性の低下が課題であったた

め、更新等の整備を行い基盤の強化を図ることとした。  

・ 施設監視システムを見直しすることにより、運転監視制御機能が改善・向上され、より安全で

安定した水を供給することができる。 

・ 平成 30 年度から３か年計画で、各施設の遠隔監視装置等の整備事業費を予算に計上した。  
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〇官民連携事例集 

〇【DB-04】大阪広域水道企業団 

【DB-04】［DBM 方式（施設整備）］ 

大阪広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 大阪府 

(2）事業体名 大阪広域水道企業団 

(3）現在給水人口 事業規模分類 （水道用水供給事業） 

計画一日最大給水量：1,710,000 ㎥/

日 

大規模 

(4）事業または委託名 庭窪浄水場 非常用発電施設整備維持事業 

(5）事業方法 連携形態 施設整備 

事業方式 DBM 方式 

施設整備の有無 新設（整備） 

運営管理の水道法適用 法定外委託 

事業対象分類 施設 

事業または委託開始年月 平成 25 年９月 

※ 水道統計で「規模の大きな水道用水供給事業」（計画一日最大給水量 20 万㎥/日以上）に分類 

 

〔地勢〕 

大阪府は、我が国の中央部やや西寄りに

位置し、南北約 86kｍ、東西約 25kｍと、南

北に細長い形状で、平成 22（2010）年 10

月１日現在の面積は 1,898.47k ㎡となって

いる。 

大阪府の大半は大阪平野で占められ、北

部は北摂山地を隔てて京都府と接し、東部

一帯は生駒、金剛の両山地を隔てて奈良県

に接し、南部は和泉山脈を境として和歌山

県に、西部では猪名川を隔てて兵庫県にそ

れぞれ接している。また、大阪市以南の西

部では大阪湾に臨んでいる。 

平成 20（2008）年度の上水道の年間取水

量は 1,222.2 百万㎥で、平成４（1992）年

度の 1,419 百万㎥をピークに減少傾向が続

いている。その内訳は河川水 1,156.4 百万

㎥（94.6％）、地下水 65.8 百万㎥（約

5.4％）で、河川からの取水量のうち

図１ 大阪府域水道の水源の状況 
（出典：大阪府水道整備基本構想） 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-04】大阪広域水道企業団 

1,105.5 百万㎥は淀川に依存しており、これは

上水道の年間取水量の 90.5％を占めている。

地下水の取水量は漸減傾向にある。 

このように、府域水道の水源は、淀川への

依存割合が９割を超えており、水源や浄水場

が一極集中している。 

（出典：大阪府水道整備基本構想） 

 

 事業概要 

・ 浄水処理施設及び送水ポンプ設備等に

おける非常用発電施設の建設及び耐用

年数までの維持管理（運転管理は除く） 

 

 事業スケジュール 

・ 公告・公募（入札）：平成 25 年度 

・ 事業期間 

  設計施工期間：平成 25 年９月～平成 27 年３月 

  運営期間  ：平成 27 年４月～令和 12 年３月（15 年間） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 総合評価方式 

・ 選定委員 

  ４名 

  委員構成： 学識経験者、弁護士、会計士  

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： ３グループ 

・ 選定事業者： 東芝・塩浜・ＴＤＳ共同企業体 

 

 事業モニタリング 

・ 設計施工期間中： セルフモニタリングのみ 

・ 運営期間中  ： セルフモニタリングのみ 

 

 導入経緯 

・ 導入前の状況： 設備なし  

・ 広域停電対策（大阪府広域的水道整備計画） 
  商用電源停止時に水処理及び送水を継続できる。 

 
 その他 

他の浄水場の非常用発電施設のほか、多重無線設備、情報伝送設備、有線通信設備及びネットワーク

設備の更新に DBM 方式を採用している。 

図２ 系統連絡管・非常用発電施設イメージ図 
（出典：大阪広域水道企業団 水道用水供給事業 

 施設整備マスタープラン） 
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〇官民連携事例集 

〇【DB-05】四国中央市 

【DB-05】［DBO 方式（施設整備）］ 

四国中央市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 愛媛県 

(2）事業体名 四国中央市 

(3）現在給水人口 事業規模分類 68,856 人 中規模 

(4）事業または委託名 中田井浄水場等更新整備・運営事業 

(5）事業方法 連携形態 施設整備 

事業方式 DB0 方式 

施設整備の有無 更新（再整備） 

運営管理の水道法適用 第三者委託 

事業対象分類 施設 

事業または委託開始年月 平成 27 年３月 

 

〔地勢〕 

四国中央市は、平成 16 年４月 １

日、川之江市、伊予三島市、土 居

町、新宮村の２市１町１村が合 併し

誕生し、愛媛県の東端部に位置 し、

東は香川県、南東は徳島県、南 は高

知県と四国四県に接する地域と な

る。 

四国中央市水道事業は、平成 16 年

４月１日の四国中央市誕生にあ わ

せ、伊予三島市と川之江市を給 水区

域とする『銅山川上水道企業 団』

から『四国中央市水道局』に事 業承

継された。 

水道局では、四国中央市水道事業のほか

に、土居地域水道事業、新宮地区簡易水道 事

業、新宮地区北東部簡易水道事業及び 10 施

設の小規模水道施設を運営している。（出

典：四国中央市水道事業ビジョン） 

 

 事業概要 

・ 施設能力 40,000 ㎥/日（旧施設能力

63,500 ㎥/日） 

・ 更新整備事業 

  浄水場（急速ろ過）の更新 

図１ 四国中央市水道事業 

（出典：厚生労働省官民連携推進協議会資料） 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 

283

239

280

160

235 239

168

64

18 11
3 4 6 10 13 22 47

114

246

996

0

200

400

600

800

1000

1200

0

50

100

150

200

250

300

現在給水人口別にみた上水道事業数と職員数



 
 

452 
 

〇官民連携事例集 

〇【DB-05】四国中央市 

  場外施設テレメータ子局の更新 

・ 維持管理・運営事業 

  浄水場及び場外施設の運転管理・保守点検・更新等 

 

 事業スケジュール 

・ 導入検討：平成 24 年１月 

  建設コンサルタント会社に委託 

・ 公告・公募（入札）：平成 26 年４月 

・ 事業期間 

  設計施工期間：平成 27 年３月～令和２年３月（５年１か月） 

  運営期間  ：平成 28 年４月～令和 16 年３月（18 年間） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 総合評価方式 

・ 選定委員 

  ５名 

  委員構成： 学識経験者、水道有識者、市職員 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １グループ 

・ 選定事業者： 水ｉｎｇグループ 

  設計施工：中田井浄水場等更新整備・運営事業 水 ing・鹿島・井原・メタ特定建設 

企業体 

- 代表企業：水ｉｎｇ株式会社 

- 構成企業：機械設備：水ｉｎｇ株式会社、井原工業株式会社 

- 電気設備：メタウォーター㈱  

- 土木建築：鹿島建設株式会社、井原工業株式会社 

- 設計企業：株式会社ＮＪＳ（建設 JV から再委託） 

  運営管理 ：四国中央浄水サービス株式会社（SPC） 

 

 事業モニタリング 

・ 設計施工期間中： 直営＋コンサルタント会社 

・ 運営期間中  ： 直営＋コンサルタント会社 

 

 導入経緯 

・ 導入前の状況：浄水場及び場外施設の運転管理を第三者委託として実施  

・ 平成 23 年度に浄水場及び場外施設において、経年劣化が原因である故障が年間 85 件発生し

た。修理部品の在庫がメーカーになく、中古部品で対応したこともあった。現状のままでは、

浄水場が機能停止する心配があり、早急に浄水場全体の更新が必要となっていた。 

・ 平成 23 年は、東日本大震災が発生した年であり、施設の耐震化が全国的に問題視され、南海ト

ラフ地震の発生による被害が想定されている当地域においても、施設の耐震化が喫緊の課題と
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〇【DB-05】四国中央市 

なった。 

・ 検討段階では、基本計画策定や民活手法導入検討などをコンサル会社に委託した。 

・ 期待される効果 

  浄水場全体の耐震化、庁舎移転による職員・資材等の一元化等による防災力の強化が図れ

ること。 

  浄水場内に配水池を建設し自然流下エリアを設けることにより、動力費の削減、水圧適正

化による漏水減少が図れること。 

  ダウンサイジングによる管理費削減が図れること。 

 

 その他 

・ DBO 方式のため選定グループと３つの契約を締結している。 

  基本契約（選定事業者の全企業と締結） 

  建設工事請負契約（土木建築、機械設備、電気設備の全企業が組成した建設 JV と締結、設

計業務は、建設 JV から設計企業に再委託） 

  維持管理・運営委託契約 

- SPC（四国中央浄水サービス株式会社）と締結 
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〇【OM-01】香川県広域水道企業団 

【OM-01】［施設包括委託方式（運営管理）］ 

香川県広域水道企業団 

 
 基本情報 

(1）都道府県 香川県 

(2）事業体名 香川県広域水道企業団 

(3）現在給水人口 事業規模分類 941,197 人（令和元年度末時

点） 

大規模 

(4）事業または委託名 香川県広域水道企業団浄水施設等運転・維持管理

業務委託 

(5）事業方法 連携形態 運営管理 

事業方式 包括委託方式 

施設整備の有無 対象無し 

運営管理の水道法適用 法定外委託 

事業対象分類 運転・維持管理 

事業または委託開始年月 令和２年４月 

 

図１ 香川県広域水道企業団浄水施設等運転・維持管理業務委託 位置図（契約時） 
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〔地勢〕 

香川県は四国の東北部に位置し、北は瀬戸内

海を挟んで瀬戸大橋により岡山県と結ばれ、 

東及び南は徳島県に、西は愛媛県に接してい

る。地形は東西 92.1 ㎞、南北 61.3 ㎞と東西に

長い半月形で、南部には讃岐山脈、北部には１

万４千余のため池が点在する讃岐平野が展開

し、海域には小豆島をはじめ大小 110 余りの

島々が浮かんでいる。面積は約 1,876k ㎡で、

全国に占める割合は 0.5％と都道府県の中で最

も小さい県だが、山地と平野との面積はおおよ

そ相半ばしており、土地の利用度や人口密度は

極めて高く、約 97 万人（平成 29 年４月１日現在）の県民が暮らしている。（出典：香川県水道ビジ

ョン） 

 

 事業概要 

・ 香川県内 12 事業体の浄水施設等運転・維持管理 

・ 施設数：453（内浄水場：34）） 

 

 スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 30 年４月検討開始 

・ 公告・公募： 令和元年６月 

・ 事業期間 

  運営期間：令和２年４月～令和５年３月（３年間） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 公募型プロポーザル方式 

・ 選定委員 

  非公開 

  委員構成：非公開 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １グループ 

・ 選定事業者： ジェイチーム・東芝共同企業体 

  代表企業：株式会社ジェイ・チーム 

  構成企業：東芝インフラシステムズ株式会社四国支社 

 

 事業モニタリング 

・ 運営期間中： 直営 

 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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 導入経緯 

・ 導入前の状況： 県内 11 事業体の浄水施設等運転・維持管理  
・ 企業団となる前は自治体毎に維持管理体制が異なっていた。企業団として広域化のスケールメ

リットを最大限生かし、民間企業が持つノウハウも活用して運営効率化および維持管理レベル

の向上と統一を図るため導入した。 
・ 選定方式は公募型プロポーザル方式を採用し、提案書の選定審査により上記企業体に決定し

た。 
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〇【OM-02】ニセコ町簡易水道事業 

【OM-02】［包括委託方式（運営管理）］ 

ニセコ町簡易水道事業 

 
 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 ニセコ町簡易水道事業 

(3）現在給水人口 事業規模分類 4,619 人 小規模 

(4）事業または委託名 ニセコ町水道施設維持管理委託業務 

(5）事業方法 連携形態 運営管理 

事業方式 包括委託方式 

施設整備の有無 対象無し 

運営管理の水道法適用 法定外委託 

事業対象分類 施設、薬品購入、管路、給水装置申請審査・検

定・補助 

事業または委託開始年月 平成 27 年 10 月 

 

〔地勢〕 

ニセコ町は、東経 140 度 48 分、北緯 42

度 52 分、後志支庁管内中央部の羊蹄山（え

ぞ富士）西麓に位置している。 

地形は周囲を山岳に囲まれた波状傾斜の

丘陵盆地を形成しており、面積 197.13k ㎡

で東西に 20km、南北に 19km の広がりを持

つ。総面積の 72%、 142.03k ㎡が山林原野

で、耕地は 15.5%、30.51k ㎡で水田 7.01k

㎡、畑 23.50k ㎡の利用となっている。 

また、支笏洞爺国立公園、ニセコ積丹小

樽海岸公園の一角をなし、ニセコ連峰を中

心に四季を通じて多くの観光客が訪れてい

る。（出典：厚生労働省「平成 27 年度水道

事業官民連携等基盤強化支援業務報告書

（官民連携等基盤強化支援）平成 28 年３

月」） 

 

 事業概要 

・ 簡易水道（８施設）、飲供施設（２施設）、

専用水道（１施設）全部 

・ 計画日最大給水量 2710 ㎥  

 

 

図１ ニセコ町の水道事業の給水区域 

（出典：厚生労働省「平成 27年度水道事業官民連携等基盤強化 

支援一式報告書」 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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 スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 27 年 10 月検討開始 

  厚生労働省「水道事業官民連携等基盤強化支援事業」（平成 27 年度） 

・ 公告・公募： 平成 27 年 10 月 

・ 事業期間 

  運営期間： 

- 平成 28～29 年度（１期目）（２年間の長期継続契約） 

- 平成 30～31 年度（２期目）（２年間の長期継続契約） 

- 令和２～４年度（３期目）（３年間の長期継続契約） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 随意契約 

・ 選定委員 

  該当なし 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １社 

・ 選定事業者： クボタ環境サービス株式会社 

 

 事業モニタリング 

・ 運営期間中： 直営 

 

 導入経緯 

・ 導入前の状況：水道施設維持管理補助業務（平成 25 年度～平成 27 年度）、水質検査業務を委託 

・ 長年水道管理業務を担当してきた職員が定年により退職となり、技術面・施設の知識面の継承

が困難となった。 

・ 民間事業者による施設状況の調査と合わせて、平成 25 年度から段階的に施設管理を委託した。 

・  

 その他 

・ 委託実施により有収率が 70％代から 80％以上に改善。突発的な漏水発生時の迅速対応が可能と

なった。 

・ 平成27年度水道事業官民連携等基盤強化支援報告書 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000535323.pdf 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000535323.pdf
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【OM-03】［包括委託方式（運営管理）］ 

富士市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 静岡県 

(2）事業体名 富士市 

(3）現在給水人口 事業規模分類 234,335 人 中規模 

(4）事業または委託名 富士市水道施設管理等業務委託 

(5）事業方法 連携形態 運営管理 

事業方式 包括委託方式 

施設整備の有無 対象無し 

運営管理の水道法適用 法定外委託 

事業対象分類 管路管理、運転・維持管理 

事業または委託開始年月 平成 29 年 10 月 

 

〔地勢〕 

富士市は静岡県の東部に位置しており、北には霊峰富

士を仰ぎ、南は駿河湾を臨む自然環境の豊かな都市であ

る。本市の東は沼津市、裾野市、西は静岡市に隣接して

おり、人口は 254,203 人（平成 29 年度末現在）となって

いる。 

市内には東西に東名高速道路、東海道新幹線および東

海道本線が、南北には西富士道路（バイパス）が走って

おり、道路、鉄道等の交通網は大変発達している。 

市内の標高は 0.7ｍ～3,421ｍであり、最大標高は富士

山の約９合目にあたる。 

富士市における水道事業の給水区域やそれぞれの施設

位置は、図 OM-02-1 に示すとおりである。  

それぞれ８つの水系に分かれて給水を行っている。市

の東部に位置している簡易水道は、順次上水道に統合予

定となっている。 

（出典：富士市水道事業基本計画） 

 

 事業概要 

・ 富士上水道計画最大給水量 113,170 ㎥/日 

・ 富士川上水道計画最大給水量 15,000 ㎥/日 

・ 業務内容 

  水道施設運転維持管理業務 

- 上水道管理センター監視業務 

- 水道施設保守点検業務 

図１ 水道施設配置図 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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- 電気設備点検及び保安業務 

- 上水道計装設備点検業務 

- 流量計保守点検業務 

- ポンプ等機械設備点検業務 

- 緊急遮断弁・水位調整弁等点検業務 

- 配水施設等浚渫業務 

- 水道施設環境整備業務 

- ユーティリティ調達管理業務(電力、薬品等) 

- 水道施設設備修繕業務(一部) 

  管路管理業務 

- 漏水調査業務  

- 漏水修繕(一部)及び配水施設維持管理業務  

- 弁類点検業務  

- 消火栓維持修繕業務 

 

 スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 28 年９月検討開始 

  内部検討 

・ 公告・公募： 平成 29 年４月 

・ 事業期間 

  運営期間：平成 29 年 10 月～平成 32 年７月（２年 10 か月） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 公募型プロポーザル方式 

・ 選定委員 

  ７名 

  委員構成：水道有識者 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １グループ 

・ 選定事業者 

  富士ウォーターフロンティア（下記５社で構成する企業連合） 

- （代表企業）株式会社ウォーターエージェンシー 

- （構成企業）富士市水道指定工事店協同組合 

-       パシフィックコンサルタンツ株式会社 

-       東芝インフラシステムズ株式会社 

-       ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 

 

 

 事業モニタリング 

・ 運営期間中： 直営 



 
 

461 
 

〇官民連携事例集 
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 導入経緯 

・ 従来、個別発注（15 業務）していた水道施設設備及び管路の維持管理等の複数業務を対象とし

て、保守点検や漏水修繕等の受付及び現場業務等を外部委託し、官民連携により業務の効率化

を図ることを目的として試行的に導入した。 
・ 営業業務も検針業務、窓口業務等を包括委託として実施している。  
・ 保守点検や漏水修繕等の受付や現場業務を外部発注することで、水道事業者が本来行うべき施

設更新等の計画策定や、アセットマネジメント等の基幹業務への再配置を検討し、事業執行体

制の強化を図る。 
 

 その他 

・ 契約終了時期を平成 32 年７月（令和２年７月）としたのは、試行的な導入のため。 

・ 新型コロナウイルスへの対応もあり、令和２年 10月まで契約を延長した。 
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〇【OM-04】小諸市 

【OM-04】［指定管理者制度（運営管理）］ 

小諸市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 長野県 

(2）事業体名 小諸市 

(3）現在給水人口 事業規模分類 41,653 人 小規模 

(4）事業または委託名 小諸市水道施設等の指定管理業務 

(5）事業方法 連携形態 運営管理 

事業方式 指定管理者制度 

施設整備の有無 対象無し 

運営管理の水道法適用 第三者委託 

事業対象分類 営業業務、管路管理、運転・維持管理 

事業または委託開始年月 令和元年 10 月 

 

〔水道事業概要〕 

平成 29 年９月の時点で、小諸市上水道事業にお

ける稼働中の水源は 19 箇所、配水池は 40 箇所（42

池）となっており、この他にも予備水源３箇所、大

型送水施設１箇所を有し、接合井や減圧槽は大小含

めると 20 箇所を超え、稼働中の減圧弁は 49 基あ

る。 

水道施設数が多いのは、浅間山の南斜面に位置す

る小諸市の独特の地形によるもので、水源・配水池

からの標高差が大きいことから、水圧調整のために

多くの減圧弁や減圧槽が必要となっている。  

また、旧集落の間には大きな沢が多く、特に水源

付近では他水系に送水管を接続することが困難であ

ることから、個々の水源能力を十分に活用できない

状況である。 

管路の概要は、導水管、送水管ならびに配水管の

延長は、それぞれ約 21km、約 28km、約 510km あ

り、合計で約 559km となっている。平成 28 年度末

の導・送・配水管の経年化率は 29.8％、耐震化率

及び耐震適合率はそれぞれ 8.8％、10.2％となって

おり、主要管路の更新・耐震化が喫緊の課題となっ

ている。（出典：厚生労働省「平成 29 年度水道事業

官民連携等基盤強化支援一式報告書（官民連携等基

盤強化支援）平成 30 年３月」） 
 

図１ 水道施設の分布状況 
（出典）小諸市水道ビジョン 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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〇官民連携事例集 

〇【OM-04】小諸市 

 事業概要 

・ 水道施設等維持保全業務、水道事業運営支援業務、水道施設等工事支援業務、他団体支援業務、

業務システム等の再構築に関する業務 

 

 スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 28 年 12 月検討開始 

  コンサルタント会社に委託（プロポーザル及び審査に関する部分） 

  厚生労働省「水道事業官民連携等基盤強化支援事業」（平成 29 年度） 

・ 公告・公募： 平成 30 年７月 

・ 事業期間 

  運営期間：令和元年 10 月～令和６年３月（４年６か月） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 公募型プロポーザル方式 

  公民共同企業体パートナー募集の選定 

  指定管理は非公募 

・ 選定委員 

  ５名 

  委員構成：学識経験者、水道有識者、小諸市 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： ２グループ 

・ 選定事業者：水ｉｎｇＡＭ・第一環境共同提案企業体 

  契約者は、公民共同企業体「株式会社水みらい小諸」 

- 資本金：3,000 万円 

- 出資比率：小諸市 35％、水ｉｎｇＡＭ株式会社 55％、第一環境株式会社 10％ 

 

 事業モニタリング 

・ 運営期間中： 直営 

 

 導入経緯 

・ 水道施設が次々と更新時期を迎える一方、効率的な事業運営を行うに足る専門的な知識やスキ

ルを持った職員不足や、人口減少により水道料金収入の減少が見込まれる中、民間企業からの

社員出向を含め専門性の確保と効率的な事業運営の実現を目的として、公民共同企業体を設立

し指定管理制度による業務委託とした。 
・ 水道の基盤強化としては、技術力の維持向上と人材育成、近隣市町村との連携。 

 

 その他 

・ 平成29年度水道事業官民連携等基盤強化支援報告書 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000535234.pdf 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000535234.pdf
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〇官民連携事例集 

〇【OM-05】広島県企業局 

【OM-05】［指定管理者制度（運営管理）］ 

広島県企業局 

 
 基本情報 

(1）都道府県 広島県 

(2）事業体名 広島県企業局 

(3）現在給水人口 事業規模分類 （水道用水供給事業） 

計画一日最大給水量： 

広島    ：214,600 ㎥/日 

広島西部地域：123,000 ㎥/日 

沼田川   ：110,000 ㎥/日 

大規模 

(4）事業または委託名 沼田川水道用水供給事業 

(5）事業方法 連携形態 運営管理 

事業方式 指定管理者制度 

施設整備の有無 対象無し 

運営管理の水道法適用 第三者委託 

事業対象分類 管路管理、運転・維持管理 

事業または委託開始年月 平成 27 年４月 

※ 水道統計で「規模の大きな水道用水供給事業」（計画一日最大給水量 20 万㎥/日以上）に分類 

図１ 広島県営水道用水供給事業（出典：広島県企業局ホームページ） 
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〇官民連携事例集 

〇【OM-05】広島県企業局 

〔沼田川水道用水供給事業概要〕 
沼田川水道用水供給事業は、三原市、尾道市

などの水需要の増加及び常時水不足に悩む周辺

島しょ地域の水需要に対応するため、沼田川工

業用水道事業の水源の一部を上水道に転換し、

「沼田川水道用水供給事業」として昭和 48 年度

に着工した。 

昭和 52 年４月には当初計画の４市４町に給水

を開始し、昭和 60 年７月からは、県境を越えて

愛媛県の島しょ部へ「友愛の水」として給水を

開始した。 

また、平成元年度から、沼田川水道用水供給

事業と藤井川上水道企業団の水道用水供給事業を一元化し、備後南部地域における合理的な水道用水供

給体制を確立した。 

平成３年度には，備後南部地域及び広島空港周辺地域の水道水源の確保を図るため、福富ダムを新た

に水源として加え、計画給水量を 11 万㎥/日に増量して施設整備を進めており、現在は４市１町へ給水

を行っている。 

平成 27 年度から指定管理者制度を導入し、水道施設の管理を包括委託している。（出典：広島県企業

局ホームページ）  

 

 事業概要 

・ 施設の運転・保守等の維持管理業務 

 

 スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 22 年９月検討開始 

  水道事業に係る「公公民」連携勉強会：県、市、運転管理受託業者、上下水コンサルト会社 

・ 公告・公募： 非公募 

・ 事業期間 

  運営期間：平成 27 年４月～令和２年３月（５年間）（１期目） 

- 現在２期目：令和２年４月～令和５年３月（３年間） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 総合評価方式 

・ 選定委員 

  ６名 

  委員構成：学識経験者、水道有識者、公認会計士，社会保険労務士，利用者代表 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １グループ 

  選定事業者：「株式会社水みらい広島」（公民共同企業体） 

 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
（水道用水供給事業のため、参考値） 
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〇官民連携事例集 

〇【OM-05】広島県企業局 

 事業モニタリング 

・ 運営期間中： 直営 

 

 導入経緯 

・ 県営水道用水供給事業の浄水場の夜間休日運転管理を民間委託（平成 17 年度～） 

・ 水需要の減少、技術職員の大量退職、施設の老朽化の課題に対応するため、「公公民」連携勉強

会を実施し、今後の公公民連携のあり方や方向性を取りまとめた。 

・ 勉強会の中で、民間的経営手法を拡大するため、指定管理者制度を導入し「公民共同出資会

社」に包括的に業務を委託することとした。 

・ 公募型プロポーザル方式により共同出資会社のパートナー事業者を選定し、手続及び審査を公

平に行うため、指定管理者の選定委員会を設置し、審査の上選定した。 

・ 公民共同出資会社「株式会社水みらい広島」設立（平成 24 年９月） 

・ 平成 25 年４月広島西部地域水道用水供給事業の指定管理業務開始 

・ 平成 27 年４月沼田川水道用水供給事業・沼田川工業用水道事業の指定管理業務開始 

 

 その他（出典：令和元年度水道技術管理者研修（事例報告）資料） 

・ 公民連携企業体「水みらい広島」 
  資本金：6,000 万円 
  出資比率：広島県企業局 35％、呉市３％、水ｉｎｇ㈱ 62％ 
  受託業務 

- 指定管理 
- 広島西部地域水道用水供給事業 
- 沼田川水道用水供給事業 
- 沼田川工業用水道事業 
- 呉市浄水場等運転管理 

  業務委託 
- 尾道市、江田島市、廿日市市、三原市他 

 

 

  



 
 

467 
 

〇官民連携事例集 

〇【CS-01】釧路市 

【CS-01】［営業業務包括委託方式（運営管理）］ 

釧路市 

 
 基本情報 

(1）都道府県 北海道 

(2）事業体名 釧路市上下水道部 

(3）現在給水人口 事業規模分類 181,818 人 中規模 

(4）事業または委託名 釧路市上下水道事業検針及び収納等業務委託 

(5）事業方法 連携形態 運営管理 

事業方式 包括委託方式 

施設整備の有無 対象無し 

運営管理の水道法適用 法定外委託 

事業対象分類 営業（検針・窓口業務等） 

事業または委託開始年月 平成 22 年４月 

 
〔水道事業概要〕 

釧路市は、平成 17 年 10 月 11 日に釧路市、阿

寒町、音別町の３市町の合併により、行政面積が

1,362k ㎡と全国でも有数の広さの新しい釧路市

としてスタートした。 

この合併により、釧路市の水道は釧路市街地区

の上水道事業と、山花、阿寒、阿寒湖畔、音別の

４地区の簡易水道事業、それに音別二俣地区の飲

料水供給事業を合わせた６事業となり、平成 22

年度末で給水人口約 18万 7 千人、年間総配水量

2,330 万㎥の事業規模となっている。（出典：釧

路市水道ビジョン） 

 

 事業概要 

・ 窓口・受付業務（電話、来庁者への対応） 

・ 検針及び調定業務 

・ 異常水量等現地調査業務 

・ 請求及び収納業務 

・ 滞納整理業務 

・ 給水停止業務 

・ 各種統計資料作成業務 

・ 下水道事業に関する業務 

 
 

図２ 現在給水人口別にみた上水道事業数の分布 
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図１ 釧路市 水道施設 
（出典：釧路市水安全計画） 
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〇官民連携事例集 

〇【CS-01】釧路市 

 スケジュール 

・ 導入検討 ： 平成 20 年７月検討開始 

  内部検討 

・ 公告・公募： 平成 21 年８月 

・ 事業期間 

  運営期間：平成 22 年４月～平成 27 年３月（５年間） 

 

 選定方法 

・ 選定方式： 総合評価方式 

・ 選定委員 

  ６名 

  委員構成：学識経験者、水道有識者、税理士（財務・会計） 

 

 選定事業者 

・ 参加事業者数： １社 

・ 選定事業者： 第一環境株式会社 

 

 事業モニタリング 

・ 運営期間中： 直営 

 

 導入経緯 

・ 釧路市として行財政改革を行う中、民間の活力を導入するアウトソーシングが推進され、平成

14 年の水道法改正により第三者への業務委託が制度化されたことにより、職員の業務負担の軽

減、高度な技術力やノウハウの導入、費用の削減効果などが見込まれることから、営業業務へ

の包括委託の導入を判断した。 

・ 現在第３期 

  平成 22 年４月から平成 27 年３月まで（第１期） 

  平成 27 年４月から令和２年３月まで（第２期） 

  令和２年４月から令和７年３月まで（第３期） 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年度 

水道事業の統合と施設の再構築、水道基盤強化に向けた優良事例等調査 

（広域連携及び官民連携の推進に関する調査） 

 

令和３年３月 

 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課 

 

株式会社ＮＪＳ 水道本部 企画戦略部 
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